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午前10時00分 開議 

〇井戸達也委員長 おはようございます。 

 本日の出席委員は14名で、全委員が出席してお

ります。 

 ただいまから本日の委員会を開きます。 

 それでは早速、本日の日程であります一般会計

の歳出のうち、土木費、教育費及びその特定財源

に関する歳入の細部質疑に入ります。 

 関連であります議案第15号についても、あわせ

て質疑いただきます。 

 質問者、挙手願います。 

 小田部委員。 

○小田部照委員 おはようございます。早速、質

問に入らせていただきます。 

 ことしのまちづくり、17ページの除雪車の更新

4,900万円とありますが、これについて伺います。 
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○柏木弦都市管理課参事 除雪車の更新について

でありますが、当市保有の除雪作業に使用する車

両は現在22台ございます。車両の性質上、作業に

酷使されることから損耗が激しいため、継続的な

更新が必要でありますが、１台で数千万円と高額

になっております。 

 そこで、社会資本整備総合交付金等を活用しま

して、計画的な更新を行っているところです。こ

れは優先度を決めて、毎年一、二台ずつ更新をし

ているところであります。 

 平成31年度はグレーダーの更新を予定しており

ますが、近年は技術の進歩により、操作方法が大

きく改良されております。導入に先立ちまして、

委託業者の運転指導をしている市の職員が、近隣

の実際に導入された機械の見学を行っております。 

都合により、委託業者の参加はできませんでし

たけれども、見学の結果、グレーダー運転歴20年

以上の経験がある市の職員の意見として、オペレ

ーターの負担軽減となる新操作技術は採用に値す

るとのことでありました。 

○小田部照委員 細かく説明いただきましてあり

がとうございます。 

 今まで、毎年のようにショベルであったり、チ

ビロータリーであったり、いろいろな作業車を更

新して、現場の方が従事するのですけれども、よ

く現場の人から聞く声が、せっかくこんなにすば

らしいものを買って、作業にあたるに当たって、

実際、現場に作業にあたる方々の声をもっとよく

聞いて作業車の選定をしていただきたいというこ

とで、実際ショベルだったりチビロータリーだっ

たり、もっとこっちのほうがよかったのに、なぜ

現場の声を反映してくれなかったのかなというよ

うな声が、今まで何度も僕も現場のほうで聞いて

いますので、そういったことを今後とも上の人は

もちろんそうなのですけれども、現場の人の、大

体今度グレーダーであれば、グレーダーを乗る人

というのはもうほぼ決まっている方なのですよね。

だから、そういう人たちにこういうグレーダーが

どうだろうということが、やっぱり現場の人たち

が技術も、運転の能力とか機械にも詳しいので、

ぜひ今後、更新するに当たって、現場の意見をき

ちんと反映させていくような取り組みの仕方をし

ていただきたいと思いますが、その辺はどうでし

ょうか。 

○柏木弦都市管理課参事 今後は、更新の前後で

仕様が大きく変わることが予想されるような場合

は、オペレーターの事前の見学などを行って、意

見を聞きながら導入に向けての参考としてまいり

たいと思います。 

○小田部照委員 わかりました。 

 そしたら、この古くなって入れかえる、古いグ

レーダーは売却処分ということで、確認しておき

たかったのですが。 

○柏木弦都市管理課参事 それまで使っていた機

械は不用となるものですから、不用となっても維

持費、メンテナンスはちょっとかかりますけれど

も、極力市内の除雪に利用していただきたいとい

うことで、その辺は市内の除雪業者に使っていた

だくような、そういう進め方をしていきたいと

思っております。 

○小田部照委員 理解いたしました。 

 それでは次に、ことしのまちづくり18ページ、

公園施設の改修事業。済みません。同じ17ページ、

郊外道路の整備8,000万円について、この整備内容

について伺います。 

○立花学都市整備課長 郊外道路の整備について

でございますけれども、スクールバスや農業車両

の安全な通行を確保するために、未舗装道路の舗

装化を行うものでございます。 

 平成26年から進めております浦士別地区及び嘉

多山地区それぞれ１路線の整備を行うものでござ

います。 

 また、２路線とも非常に延長が長いということ

から、工事の進捗に時間を要している状況でござ

います。本年度の予算4,000万円から8,000万円に

拡充し、進捗を早めていく予定でございます。 

○小田部照委員 わかりました。 

 私も郊外地区を挨拶回りなどで回っていると、

この舗装化の要望というのはもういろいろなとこ

ろから言われます。なかなか予算もかかることで

しょうし、優先順位もあるのでしょうけれども、

ほかのこういった整備事業、ほかの事業で整備す

るような予定はないのか伺います。 

○立花学都市整備課長 郊外地区の道路整備にお

きましては、今年度から市道整備事業におきまし

て農業関連、畜産関連の大型車両の通行が多い路

線に限定しまして、郊外地区の住宅間口の箇所の

舗装化を行う予定でございます。 

 具体的には平和地区、能取地区、栄町地区にお

きまして４カ所を予定しているところでございま

す。 

○小田部照委員 理解いたしました。 
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 いろいろとまだまだ舗装化されていないところ

はたくさんあると思いますけれども、その要望に

順次応えているということで理解いたしました。 

 次に、ことしのまちづくりの18ページ、公園施

設の改修事業3,900万円とありますが、この事業の

内容を伺います。 

○立花学都市整備課長 本事業におきましては、

公園施設の長寿命化を図り、安心安全な公園施設

の整備を行うものでございます。 

 対象としている公園は、65の都市公園のうち、

公園面積が２ヘクタールを超える七つの公園を改

修していくものでございます。計画では駒場公園、

スポーツ・トレーニングフィールドの公園施設に

ついて整備を行う予定でございまして、駒場公園

の改修では木製転落防止柵、木製の外周柵、それ

ぞれ鋼製の施設に改修をいたしまして行うもので

ございます。 

 また、スポーツ・トレーニングフィールドにお

きましては、平成５年に整備がなされた施設でご

ざいまして、整備から非常に年数がたって老朽化

が進行しているということもございまして、公園

の大型木製の遊具につきまして、これにつきまし

ても鋼製の大型遊具に改修する予定でございます。 

○小田部照委員 内容はざっくりわかりました。 

 大曲公園にあるホッケー場なのですが、今は冬

場だけではなく、夏場にもスケートパーク場とし

て多くの子供たちや若者が利用されています。こ

れは、スポーツ課初め、関係者の皆様が市民の多

様化するニーズに応えるような形で実現したもの

です。そういった意味では、皆様に感謝と、高く

評価しているところではありますが、実はこの

ホッケー場の地盤ですね。地盤がかなり老朽化し

ていて、ひび割れもひどく、補修補修で来てはい

るのですけれども、凍上でしばれ上がってしまっ

た排水溝ですとか、もう排水溝の意味をなさない

ような、非常に危険な状態となっているのですが、

これの改修の計画はないのか伺います。 

○立花学都市整備課長 大曲公園にございます

ホッケー場についてでございますけれども、この

ホッケー場につきましては平成12年に整備をされ

た施設でございます。整備から非常に年数が経過

したということで、平成25年に公園施設の長寿命

化における点検を行っております。その際には、

排水溝についてはまだ、そのような凍上について

は見受けられなかったのですけれども、近年非常

に凍上が起きている状況については確認、認識し

ている状況でございます。 

 大曲公園につきましても、２ヘクタールを超え

る七つの公園に位置づけられているということも

ございますので、老朽度の状況、それから使用頻

度等を他の公園と考慮しながら、改修の計画を検

討していきたいというふうに思っております。 

○小田部照委員 わかりました。 

 近隣は斜里や北見市からもスケートボードパー

クに、たくさんの子供たちや若者が来て利用して

いるような現状ですので、ぜひ前向きに検討して

いただきたいと思います。 

 それでは次に、ことしのまちづくり19ページ、

スクールバスの購入2,500万円について伺います。 

 この事業内容を伺います。 

○永倉一之学校教育課長 平成31年度に予定して

おりますスクールバスは、西部地区の能取から卯

原内を走るバス路線を予定しているもので購入す

る予定としております。 

○小田部照委員 わかりました。 

 西部地区ということなのですけれども、この時

間帯、１日に何時くらいの時間帯で何本くらい走

る予定なのか伺います。 

○永倉一之学校教育課長 現在、郊外地区を８路

線で編成しておりますスクールバスは、登校便が

１便、下校便が３便で運行しております。運行時

間につきましては、登校便が午前８時前後に学校

着となり、下校便は１便目が午後２時45分学校発。

２便目が午後３時45分学校発。３便目が冬季間が

５時10分学校発。夏期間ですと午後５時50分学校

発を基本としております。 

○小田部照委員 わかりました。 

 こちらは西部地区ということで、西が丘小学校

の子供たちや五中の子供たちが利用されることだ

と思いますけれども、そういった子供たちが少年

団で言えば、西が丘ですのでバレー少年団、野球

少年団と活動しているのですが、この学校が終

わってから少年団活動をすると、どうしてもこの

帰りのバスには間に合わないというようなお話を

いただいています。１便でも６時半、最終便をも

う少し遅くしてくれれば、それに間に合うと。 

これは中学校の部活も一緒だと思うのですけれ

ども、中学校の時間が終わってから、部活動も５

時半で終わるものもあれば、中体連の前などは

もっと練習する場合もあるでしょうけれども、何

分地域の人たちから、もう少し最終便を遅い時間

に１本ふやすなどの工夫をしていただきたいとい
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うような要望がありますけれども、その辺はどの

ように捉えていますか。 

○永倉一之学校教育課長 スクールバスにつきま

しては、基本的には通学する際に遠距離となる児

童生徒の通学支援を趣旨としておりまして、学校

の活動時間に合わせて運行することとしておりま

す。 

 お話しのありましたことにつきましては、郊外

校の部活動は下校３便の午後５時50分発に合わせ

て現在、活動しておりますので、スクールバスの

運行趣旨から別途その時間を過ぎて、少年団の児

童を乗せて運行するということにつきましては難

しいことと考えております。 

○小田部照委員 難しいことということもいろい

ろと学校教育の部分であることは理解いたします。 

 ただ、そういった要望が地域からは実際、子供

たちの親、父母の方、子供もそうですけれども、

あるということは頭に置きながら、保険をかけて

このバスをお借りして、１便だけ遅い時間で出す

とか、いろいろな検討、工夫はできると思うので、

よく今後はこの事業を進めるに当たって、地域の

方とよく相談して進めていっていただきたいと思

います。 

 次に、予算書111ページの学校スケートリンク設

置事業の概要について伺います。 

○永倉一之学校教育課長 市内小学校ＰＴＡなど

が実施する学校敷地内スケートリンク等の設置・

運営に係る経費の一部を補助しており、平成30年

度におきましては、白鳥台小学校、東小学校、網

走小学校のスケートリンクの造成、西が丘小学校

の雪山造成に対する補助を行っているところでご

ざいます。 

○小田部照委員 わかりました。 

 昨年までは、西小学校もスケートリンクをつ

くっていたと思うのですが、今年度からはスケー

トリンクをつくるのをやめてしまったということ

ですが、その主な要因といいますか、できなく

なってしまったことはどういうことなのでしょう

か。 

○永倉一之学校教育課長 スケートリンク造成に

係る維持管理の大変さや、整備されております市

営スケートリンクが近いなどによりまして、平成3

0年度より廃止したものでございます。 

○小田部照委員 リンクをつくるのも本当に大変

ですし、親や子供の数も減少して、いろいろ御苦

労があった結果、そのようになってしまったこと

とは思いますが、これによってまた授業で行うと

いうことですけれども、近年ずっとスケートをす

る子供たちがどんどん少なくなっているような現

状でありますが、市としてはこれをどのように捉

えて、今後の方向性を含めてどのように考えてい

るのか伺います。 

○永倉一之学校教育課長 地域の環境や自然を生

かしましたウインタースポーツであるスケートや

スキーは、北国で育つ児童生徒の健全な心身の育

成や体力増進を図る観点からも望ましいスポーツ

であると考えておりますし、各学校においてはそ

れぞれの学校事情に応じた取り組みを、今後も進

めていくものと考えております。 

○小田部照委員 わかりました。 

 それに関連して、次に予算書の113ページの市営

スケート場管理運営事業、この内訳について伺い

ます。 

○鈴木聡スポーツ課長 市営スケート場管理運営

事業の内訳についてですけれども、市有物件の保

険料及び指定管理の委託料が主なものでございま

す。 

○小田部照委員 ここ数年の利用者数はどのよう

に推移しているのか伺います。 

○鈴木聡スポーツ課長 利用の形態としましては

個人、団体、学校の利用、大会等ございまして、

それぞれカウントをしているところでございます。 

 平成27年度の利用実績、今の合計ですけれども2,

980名、平成28年度は合計で3,607名、平成29年度

につきましては4,285名という利用状況になってご

ざいます。 

○小田部照委員 今のお話ですと、利用者数は少

しずつでも伸びているような、数字上はなってい

ますが、私もいつも冬場になるとリンクのほうに

行きますけれども、日中は僕もわかりませんけれ

ども、夜になると本当に人はがらがらなのですよ

ね。本当にいないのですよ、寂しいくらい。整備

している人たちがかわいそうになってしまうくら

いいなくて、しかも見てみると、スケートのレン

タル料がいまだに700円なのですよね。学校の授業

であるような子供たちはスケートを持っています

ので、使用料は無料なので、リンクに気軽に行け

るのですけれども、学校で授業に行けないような

子供、御家族が、ちょっと休みのときに「じゃあ

スケートに行ってみようか」、レンタル料が700円

だったらなかなか行かないです。 

隣の北見に新しい立派なスケートリンクができ
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ましたけれども、レンタル料は100円です。100円

だと休みの日に、スケートを持っていなくても

「みんなでスケート行こうよ」となると思うので

すけれども、そのような実態がスケートリンクの

状況なので、どうでしょう、この無料とは言わな

いですけれども同じように100円でもいいから、そ

うやってレンタル料を下げて利用者、もっと子供

たちにスケートというスポーツに触れ合う機会を

つくってみるですとか、週末だけ無料にしてみる

とか、いろいろなことが試してみる価値はあるの

かなと思いますが、その辺はどのように考えてい

るのか伺います。 

○鈴木聡スポーツ課長 レンタル料のスケート靴

につきましては、網走のスケート協会が所有して

いるものです。協会の中でレンタル事業も重要な

事業の一つとして行っているところでありまして、

協会の競技の普及、あるいは振興の観点からその

レンタル事業を実施しているものでございます。 

 今現在のスケート協会の貸し靴の料金ですけれ

ども、先ほど700円というお話でしたけれども、60

0円であると確認はしております。学校授業で使う

場合は300円ということになっているということで

ございます。 

 こういった、今お話しのあったレンタル料が高

いということにつきましては、そのような声があ

るということを協会のほうにお伝えしたいと思っ

ております。 

○小田部照委員 済みません。700円が600円だっ

たということですが、どちらにしろ高いと思うの

で、スケート協会の方々の持ち物だということで

すけれども、協会の方ももちろんスケートを少し

でもたくさんの子供たちや市民にしていただきた

いという思いは一緒だと思いますので、もともと

ある靴ですので、平日無料、土日無料、一部100円

にするとか、いろいろな検討・協議を協会と一緒

に進めていっていただきたいと思いますが、その

辺はどうでしょうか。 

○鈴木聡スポーツ課長 利用料金の部分につきま

しては、スケート協会も重要な事業という位置づ

けで収支のほうも算定しているというふうに聞い

ております。その辺も含めまして、協会のほうと

また協議を進めていきたいと思っております。 

○小田部照委員 どれだけ収入があるのかは聞き

ませんけれども、スケートの普及についてよく検

討していただきたいと思います。 

 次に、この市営スケートリンクは、スピードス

ケート場とアイスホッケー場が一つになった市営

リンクなのですが、冬になるとスピードスケート

の外周を除雪しますので、大きな雪の壁ができて

しまって、奥にアイスホッケー場があることすら

見えなくなってしまうのですよね。 

 だから、よく市民の方々から「ホッケー場はど

こにあるのですか」と聞かれることがあります。

ほかの近隣の北見や中標津、紋別とスピードス

ケートリンクがあって、ホッケーリンクがあると

ころは、お互い行き来できるような一体感がある

ような施設になっているのですけれども、どうし

てもこのつくり上、雪の山になってしまって、ア

イスホッケーの活動をやっていることもわからな

い、ホッケーの人たちがスピードスケートのほう

の人たちともかかわることもないような、まるで

別の施設のような、一体感がないような状態なの

で、これは雪の山を除雪するというか撤去して、

行ったり来たりできるような、一体感の生まれた

ような施設運営をしていっていただきたいなと思

いますが、その辺はどのように考えていますか。 

○鈴木聡スポーツ課長 今御指摘のありました雪

山といいますか、そういった山ができているとい

う状況は承知しております。スピードスケートリ

ンクのほうからも除雪をする、アイスホッケーリ

ンクのほうからも除雪するというような形でその

ような状況になっているというお話は伺っており

ます。 

 それぞれ大会とか試合とかいうところで、ス

ピードスケートで来られた方がアイスホッケー場

を見に行くというようなシチュエーションも好ま

しい部分かなと思っておりますので、指定管理者

のほうの管理上の問題、あるいはアイスホッケー

協会との関係もございますので、そちらのほうと

また協議した上で対応を進めてまいりたいという

ふうに考えております。 

○小田部照委員 わかりました。 

 ホッケーのほうからトイレに行くにもなかなか

壁があって行きづらいのですよね、大変なので、

ぜひその辺は協議していただきたいと思います。 

 次に、ことしのまちづくりでスキー場の整備の、

リフトワイヤーの1,100万円、この中身を伺います。 

○鈴木聡スポーツ課長 整備事業の内訳ですけれ

ども、今稼働しておりますリフトのワイヤーケー

ブルの交換工事がまず１点。そのほかに、セン

ターロッジの付近にあります高圧充電設備の改修

工事が一つと、その大きな二つの項目を事業内容
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としてございます。 

○小田部照委員 これは今まで、頂上まで行くの

にリフトが非常に遅いと、近隣のスキー場から比

べて遅いので、高速クアッドに変えていただきた

いというような今までの要望もありますけれども、

そういったものに応えたものなのか伺います。 

○鈴木聡スポーツ課長 今回のワイヤーケーブル

の交換につきましては、ケーブル自体の劣化を要

因とする交換とするものでございまして、リフト

自体の速度を上げるということの対応は、装置の

機能が変わるというものではございません。 

○小田部照委員 多額の費用のかかることでしょ

うから、老朽化の改修ということで理解いたしま

した。 

 それに関連しまして、予算書113ページのスキー

場管理運営事業について、スキー場の開設期間な

ど、利用状況を伺います。 

○鈴木聡スポーツ課長 各年度の利用状況でござ

いますけれども、平成29年からまいります。平成2

9年度につきましては、30年１月13日から３月18日

まで、63日間の稼働をしてございます。利用人数

につきましては10万5,486名という利用内容でござ

います。平成28年につきましては、平成28年12月2

9日から翌年の３月20日まで、78日間の稼働がござ

いました。利用の延べ人数としましては18万3,177

名というカウントをしてございます。 

平成27年の利用につきましては、平成28年１月1

6日から３月21日まで、66日間の稼働をしてござい

ます。利用の人数としましては15万110名という利

用実績でございます。 

○小田部照委員 降雪機のない中、自然任せと

言ったらあれですけれども、やっぱり稼働はあい

ている日数によってやっぱり入り込みの人数も、

天気次第なのだなと、天候次第もあるのだなと認

識いたしました。 

これまでもリフト券を見直すだとか、食事とお

風呂とセットにしたものですとか、キッカーや

ジャンプ台を設置するなど、さまざまな工夫や取

り組みをされてきたと認識していますが、これま

でのスキー場に対する評価と今後の方向性につい

て伺います。 

○鈴木聡スポーツ課長 さまざまなリフト券の多

様化といいますか、いろいろなケースを設けて利

用促進をしている指定管理者の努力、あるいは

ボードの愛好者が自分たちでコースを設置して楽

しむと、そういった部分も利用促進につながって

いるのではないかと思っております。 

 あくまでも、そういった利用のコースづくりだ

とかそういったものは、指定管理者とそういった

実施する方々の協議をした上で、安全を図った上

で御利用いただくのが相当なのかなというふうに

は考えてございます。 

○小田部照委員 年々、少しずつ工夫をされて、

努力をされていると思いますので、これからもい

ろいろな市民の声、要望を聞きながら運営を進め

ていっていただきたいと思います。 

 先日、スキー協会のビールパーティーにちょっ

とお邪魔させてもらったら、そういう関係者です

ので、会う人会う人に「降雪機はどうなっている

のだ」と、「早く導入してくれ」と、そういう声が

いつも聞かれます。この議場でも、今まで何度も

ほかの議員の方も質疑されていることとは思いま

すが、気候のことだったり、財政面の問題だった

り、さまざまな課題はあるようですけれども、１

コースでもいいから、少しずつでも実現させてほ

しいと、私もそういう考えでいますので、今後違

う場でまた前向きに検討をしていただきたいと思

いますがいかがでしょうか。 

○鈴木聡スポーツ課長 人工降雪機の課題につき

ましては、ここ毎回そういった内容のお話が出て

いるかと思っております。 

 内容につきましては今までと変わらない説明に

なるかと思いますけれども、やはり経済的な導入

の負担が相当大きいということもあり、また水道

の水の調達の関係とか、そういった条件がやっぱ

り合わないということは変わりないと思いますの

で、導入が難しいという考え方は従前同様という

ことでございます。 

○小田部照委員 現状はそのとおりだなと思いま

すが、スキー場に関してはロッジも含めて、全体

のいろいろな整備・改修が今後必要になってくる

のだろうと思いますので、そのときにまた質疑さ

せていただきたいと思います。 

 続きまして、予算書の113ページの総合体育館の

管理運営事業について内訳を伺います。 

○鈴木聡スポーツ課長 予算の内訳でございます

けれども、嘱託職員がうちのほうで３名おります。

そのほかに臨時職員ですとか、パートの職員がお

りますので、それらの賃金。あとは管理運営する

上での燃料費、光熱水費、消耗品等の需用費がご

ざいます。 

 そのほか、ボイラーの管理ですとか夜間の警備
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とか清掃とかの委託料、あとはコピー借上料等の

賃借料等がございます。 

○小田部照委員 わかりました。 

 大分、体育館全てが老朽化しているような現状

であると思いますが、今の体育館の課題をどのよ

うに捉えて認識しているのか伺います。 

○鈴木聡スポーツ課長 体育館自体も老朽化して

おりますけれども、一番私どもで心配しているの

は、ボイラーの関係が心配しているところでござ

います。ボイラー自体は何とかもっているという

ような状況ですけれども、それにつながる配管等

が老朽化が進んでおりまして、時にはそこから漏

れが出てくると。水滴が落ちているというような

状況もございます。 

また、雨が降って風が強い日には、アリーナの

壁伝いに雨が吹き込んで、それが染みてアリーナ

の上に湧き出てくるというような状況もひどいと

きにはございますので、こういった状況はあると

いうことで、それに対してはその都度対応してい

るというような状況でございます。 

いずれにしても、利用者の安全を図った上で管

理運営に当たっているというような状況です。 

○小田部照委員 大分、老朽化で深刻な問題があ

るのだなと感じます。 

 実は、この体育館のアリーナ、私も子供のス

ポーツの応援やお手伝いで何度も行かせてもらっ

ていますが、アリーナの実は天井の照明が非常に

まばらに切れているのですよね。すごく子供も何

で切れているのに取りかえないのかというくらい

すかすかなのですよね。これは現状、本当に何で

取りかえないのかみんなに聞かれて疑問なのです

けれども、どうしてなのでしょうか。 

 そして、今のこの明るさですか。何ルクスとか

いうものはどれくらいあるものなのか伺います。 

○鈴木聡スポーツ課長 御指摘されていることは

私どもの耳のほうにも届いてございます。過去に

も天井の照明を交換した実績がございます。平成2

1年には交換しておりまして、そのときは100万円

程度。そして平成29年２月にも交換しております

けれども、48個を交換したということで、そのと

きは350万円程度。そのほかにも平成16年にもやっ

てございますけれども、そのときには600万円程度

の費用がかかってございます。平成19年には48カ

所の交換をしまして350万円程度。 

 いずれにしても多額な費用がかかっているとい

うことでございます。交換するに当たりましては

足場を組んでということで、そういった労務費が

かかるということで、１カ所だけ交換してもそれ

なりの費用がかかってくるというのが実態でござ

います。 

 今、総合体育館には御承知のとおり、天井の部

分が耐震にかかるということもありまして、そう

いった問題もございまして、それと交換する費用

を考えた場合、ちょっとその辺を考えさせられて

いるというような状況でございます。 

 今の総合体育館の明るさについてですけれども、

最近ですけれども何カ所か測定したことがござい

ます。それで、アリーナの明かりを測定したとこ

ろ、何カ所か測定した平均が500ルクスというよう

な測定結果が出てございます。一応、明るさとし

てはそういう数字が出ているところでございます。 

○小田部照委員 アリーナの明るさは500ルクスと。

500ルクスといっても全然ぴんと来ないのですけれ

ども、競技によってはバトミントンであったり、

卓球であったり、何か大会の規定で、全道大会や

全国大会によっても、その大会の基準にも違うら

しいのですけれども、その明るさの基準があって、

それをクリアしないとその施設は使えないという

ようなものがあるらしいのですが、そういったも

のはクリアしている明るさなのか、どの競技が一

番明るさを必要とするものなのかも含めて伺いま

す。 

○鈴木聡スポーツ課長 先ほどの答弁の中で訂正

がございます。 

 アリーナの照明の交換実施について、平成21年

からお話ししましたけれども、平成21年の実施の

ほか、平成21年３月に実施してございます。それ

については40万円程度。そのほかに、先ほど平成2

9年に48個という話をさせてもらいましたけれども、

その部分が訂正がございます。平成29年ではなく

て、平成19年２月48カ所、350万円程度ということ

でございます。 

 訂正させていただきます。 

 あと、競技面での明るさの基準でございますけ

れども、それぞれ基準がございます。主なものと

してはバレーボール、バスケットボール、卓球、

それらの競技につきましては、一般的な大会利用

については500ルクスが基準というふうになってご

ざいます。 

○小田部照委員 そのほかのバトミントンであっ

たり、一般的な大会といいましたけれども、全道

大会だったり、全国大会になると、また基準が上
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がってくると思うのですけれども、その辺はどの

ように。 

○鈴木聡スポーツ課長 今500ルクスの大会の基準

といいましたけれども、500ルクスの基準でいいま

すとバトミントン、卓球、ラケットボール、ス

カッシュ、これが一般的な大会では500ルクスとい

うことになってございます。 

 その大会の区分ですけれども、三つの区分がご

ざいます。一番上の上位の水準としましては国際

大会、国内大会、地域全体の特定地域における最

高水準の運動競技を行う場合というような基準の

定義がございます。そのほかに、今言った一般的

なというお話をさせてもらいましたけれども、こ

れが一般的な運動競技、高水準のトレーニングと

いうような基準の中で500ルクスというような基準

が設けられております。 

 そのほかに、３番目としまして学校体育、また

はレクリエーションの活動などの一般トレーニン

グということの区分がございまして、その部分に

ついてはどんどん基準が下がっていくというよう

な内容になってございます。 

○小田部照委員 今の答弁ですと、一般的な、こ

の辺の大会と言ったら怒られるかもしれないです

けれども、普通の一般的な大会はできますけれど

も、場合によっては全道大会だとか、全国大会が

網走に来るとなったら、今の500ルクスではスポー

ツの大会はできないというような現状だというこ

とでよろしいでしょうか。 

○鈴木聡スポーツ課長 全道大会は今言った２番

目のランクというふうに認識してございます。 

○小田部照委員 一番目のランクは何ルクスなの

でしょうか。 

○鈴木聡スポーツ課長 バレーボール、バスケッ

トボール、バトミントン、卓球、これらにつきま

しては750ルクスというのが基準で示されてござい

ます。 

○小田部照委員 今言ったバスケやらそれぞれの

競技の大会は、この総合体育館ではできないとい

うことでしょうか。 

○鈴木聡スポーツ課長 全国大会レベルというの

は一番上のランクというふうに認識してございま

す。通常の全道大会レベルでは、今言った２番目

の500ルクスの基準の中でやっていくのだというふ

うに認識してございます。 

○小田部照委員 全国大会の開催は、今の現状で

はできないということで、全道大会程度であれば5

00ルクス、ぎりぎりの範囲で大会はできるという

ような状況ですけれども、僕らが見ても子供たち

が見ても、余りにもすかすかで不自然な状態であ

りますので、それを取りかえて、足場を組んでや

るというような工事ですと多額の費用がかかると

いうことであれば、簡易的なＬＥＤがいいのか、

何がいいのかわかりませんけれども、簡易的な工

事ででも照明の設置は必要なことだと私は思いま

すが、どのように認識していますか。 

○鈴木聡スポーツ課長 今のお話につきましては、

基準に満たないというようなケースがある場合に

つきましては階段席等への仮設照明等も含めまし

て対応を検討してまいりたいというふうに考えて

いるところでございます。 

○小田部照委員 終わります。 

〇井戸達也委員長 次、川原田委員。 

〇川原田英世委員 何点か質問をしていきたいと

思います。 

 まず、予算説明書の33ページの車両売払収入で

これは270万円ということでついているのですけれ

ども、きっと先ほど議論のあった部分の更新にか

かわった売却なのかなと思って聞いていたのです

けれども、どういった内容なのかお伺いします。 

〇柏木弦都市管理課参事 先ほどの車両の更新に

関連することになりますけれども、31年度はグ

レーダーの更新を予定しております。その更新の

際に、不用となる旧車両についての売り払いを行

うものであります。 

 また、売り払いの後も市内において有効利用を

図るため、地元の除雪業者に購入の希望の意向を

確認しまして、入札により売り払いを行うもので

あります。 

〇川原田英世委員 入札を行ってのということで、

270万円程度をめどにということで理解しました。

ちょっとさっきの答弁だと、まだ何も決まってい

ないように受けとめたものですから、そうではな

く、そこまで進んで取り組んでいくということで

理解しました。 

 そして次に、94ページにどんと移りますが、除

雪の部分で除雪事業について、これは補正予算の

ほうでも少し議論させていただいたのですけれど

も、その中でちょっと話をした中で、引き継ぎと

いうことを言いましたけれども、僕らは委託する

ことでの引き継ぎではなくて、民間の中も高齢に

なってリタイアするとか、そうなって新しい人に

変わった場合、その土地のくせだとか建物の位置
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だとか、ここの住宅は空き家のところにこう雪を

捨てていいよと言ってくれているから、そこに捨

てたらいいのだよとか、そこに寄せたらいいのだ

よとか、そういった地域のきめ細かな情報をしっ

かり引き継ぐ必要があるという意味で言ったので

すけれども、そういったことは今、民間の中でも

されているのかどうか状況を伺います。 

〇高橋勉都市管理課長 御質問の民間事業者同士

における除雪の引き継ぎということでございます

けれども、御存じのとおり道路の除雪でございま

すが、まず最優先すべきは道路交通の確保という

ことで、道路上の雪を路肩に寄せるという作業で

ございます。 

 こういった際に、不公平がないように均等に両

側に寄せるよう、これまでさまざまな指導を行っ

てきております。 

 今、御質問のありました地域の特性に応じた引

き継ぎについてでございますけれども、例えば御

質問のあったとおり空き家の住宅、あるいは電柱、

電話柱、標識など道路の障害物、あるいはその地

域独自の吹きだまりの箇所など、市としても当然、

パトロール等で状況については随時把握している

ところです。 

 事業者間、あるいはオペレーター間における引

き継ぎについても、市が立ち会いのもと、指導を

これまでも行ってきておりますが、再度こういっ

た指導については日々徹底を図ってまいりたいと

考えています。 

〇川原田英世委員 ぜひお願いします。 

 僕の耳に入ってくる中では、そこの部分が大き

いです。うまい下手というよりは、今までこうい

うふうにしていたのががらっと変わってしまった

よね、きっと知らないからだよねという話がやっ

ぱり一番多く聞こえてきますので、そこをしっか

りとこれから取り組んでいっていただきたいなと

いうふうに思います。 

 次に、ロードヒーティング管理について伺いま

す。 

 管理事業として予算がついていて、これも補正

が今回あったわけですけれども、補正のときの議

論では、電気の使う量がふえたのではなく、電気

料金そのものがふえたことによる補正だったとい

うふうに理解をしています。 

 であれば、この管理事業はその補正を受けての

金額になっているはずなのですけれども、そうは

なっていないので、その部分についてちょっとお

伺いしたいのですが。 

〇柏木弦都市管理課参事 ロードヒーティングの

電気料金についてでございますけれども、その現

在の電気料金は大きく四つの内訳で構成されてお

ります。一つ目は基本料金、これは契約のワット

数によるものでございます。二つ目に電力量の料

金、これは使用電力による、従量による料金でご

ざいます。三つ目に燃料費調整額、これは燃料費

調整制度のもとで、電気の使用料に応じて算定さ

れた金額であります。これは毎月計算されまして、

変動するものでございます。これらの合計に、再

生可能エネルギー発電促進賦課金、これは太陽光、

風力などの再生可能エネルギーの買取費用をもと

に、毎年決められるものです。この四つの要素の

合計が電気料金となっております。 

 燃料費調整額は、社会情勢や為替の影響により

左右されまして、毎月変動、改定されるものです。

再生可能エネルギー発電促進賦課金は、例年です

と４月に改定されます。 

11月、12月のヒーティング稼働時の増減額は、

予算の策定時には予想ができません。そのため、

平成31年度の当初予算では、前年度と同程度の額

を計上しているところであります。 

〇川原田英世委員 よくわかりました。まだわか

らないというところで、ということだというふう

に思います。 

 理解しました。次に移ります。 

 次、同ページの市道改修事業１億円ついている

ところでありますけれども、今までとはちょっと

予算上のやり方が変わったのだなというふうに思

うのですが、その変わった理由をまずはお伺いし

たいと思います。 

〇立花学都市整備課長 市道改修事業、本事業に

おきましては今年度、新規に創設した事業でござ

います。 

 これまでは、舗装新設、排水整備などの整備系、

それと舗装の補修や排水の改修等の改修系、これ

を合わせて市道整備事業で行っておりました。 

 近年、非常に老朽化が進行しているという状況

で、改修を進めていかなければならないという状

況から、公共施設等適正管理事業債、これは道路

の公適債と呼んでいる起債なのですが、これを活

用して市道整備事業を行っていくというものでご

ざいます。 

〇川原田英世委員 改修しなくてはいけないとこ

ろは本当にたくさんあるのだと思います。道を
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走っていても本当にそれは実感するところです。 

 そこで、それに当たって、やっぱり予算の中で

やっていくとなると、やっぱり優先順位だとか地

域、いろいろなことから考えていかなければいけ

ないのだと思うのですけれども、そういったとこ

ろはどのように決めていくのか伺います。 

〇立花学都市整備課長 優先順位の考え方につき

ましては、平成25年、平成26年に舗装路面の正常

化調査を実施しております。各路線ごとに老朽度

の判定を持っているのですけれども、その判定の

基準と実際に側溝の凍上であるとか、縁石の破損

であるとか、それぞれの老朽化が進行している状

況、これを総合的に判断した上で、地区ごとに優

先順位を決めて改修を行っていこうというもので

ございます。 

〇川原田英世委員 地域ごとに、ある程度区分け

した中で、傷んでいる度合いから優先的にという

ことで伺いました。 

 ということは、傷んでいるところを重点におい

て、使用の頻度だとかそういうことは余り考えに

は入れないということなのでしょうか。 

〇立花学都市整備課長 先ほど老朽度の度合いで

というお話だったのですけれども、それにあわせ

てあと交通量、特に幹線道路、地域における幹線

道路も含めてになるのですけれども、それと地域

の要望等を勘案して、総合的に評価した上で地区

ごとに順位をつけているという状況でございます。 

〇川原田英世委員 わかりました。 

 そういうことで進めていっていただきたいとい

うふうに思います。 

 なかなかこれは優先度と言われると難しいとこ

ろでもあると思いますけれども、ブロックごとで

決めるということであれば、そのブロックの中で

も状況を見ながらも住民の意向も確認するなども

して進めていっていただきたいというふうに思い

ます。 

 次97ページにいきます。 

 客船誘致受入事業関係なのですけれども、昨年

の予算で15万トンクラスの受け入れが可能なのか

どうか検討していくと。検討して可能であれば、3

1年度あたりからちょっと工事を進めていきたいよ

というような話があったのですけれども、それは

どうなったのかお伺いします。 

〇阿部昌和港湾課長 大型客船の受け入れ検討に

ついてですが、平成30年度に学識経験者等により

ます網走港旅客航行安全対策検討委員会を開催い

たしまして、一定の条件下において、14万トン級

以下の大型旅客船に対しまして、安全な入出港が

可能であると承認されたところでございます。 

 今後につきましては、網走港を利用している関

係者で組織いたします網走港船舶航行安全対策検

討会にて、網走港独自のローカルルールを作成し

た上で、今後の誘致活動を実施したいと考えてお

ります。 

〇川原田英世委員 ということは、昨年検討して

今年から着工したかったというのは、ちょっとず

れ込んできてしまっているということで認識して

いいのでしょうか。 

〇阿部昌和港湾課長 構成するメンバーの招集状

況もありまして、ちょっと30年度中に網走市の独

自ルールをつくるところまでには至りませんでし

た。 

〇川原田英世委員 こういった客船誘致だとか、

そういうのはやっぱり勝機というか、セールスの

タイミングというのはすごい重要です。ほかにで

きないことをやろうということで動き出した、北

海道も限られているところで網走市が手を挙げて

やっていこうということになっていますから、ま

さにさらにスピードが重要だというふうに思うの

ですよね。 

 なので、検討状況がずれ込んでしまったことは

理解するのですけれども、それであればそれを補

うために、先手を打ってポートセールスもそれに

合わせて打っていくだとか、そういうふうにして

いくということも重要になってくるのだと思うの

ですが、そこら辺いかがお考えなのかを伺います。 

〇阿部昌和港湾課長 委員御指摘のとおり、早急

に網走港の独自ルールをつくりまして、ポート

セールスにつなげていきたいと考えております。 

〇川原田英世委員 ぜひスピード感をもって進め

ていっていただきたいというふうに思います。 

 そして、それに合わせてセールスの準備もしっ

かりと進めていくということをお願いします。ス

ピードが大事だというふうに私は思います。 

 次に、その下のみなと観光交流センター魅力向

上検討事業について伺います。 

 北海道内の道の駅ランキングでもずっと１位、

上位にあって、この前も来たお客さんが「いやあ、

海に面している道の駅で、こういう施設は北海道

で初めて見ました」と言って感動していました。 

 そういった中で、この魅力向上検討は、さらに

魅力をというところなのだと思うのですけれども、
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この事業はどのように進めていくのかお伺いしま

す。 

〇阿部昌和港湾課長 みなと観光交流センター、

道の駅流氷街道網走ですが、2009年１月19日に

オープンいたしまして、2019年には10周年を迎え

たところであります。オープン以来、入館者数は

毎年右肩上がりで伸びておりまして、年間約67万

人が利用する網走市を代表する観光交流の中核施

設になっているものと認識しているところではあ

ります。 

 しかし、今後もさらなる誘客増を目指しまして、

施設の魅力向上を図るため、利用者のニーズを調

査するものであります。 

 また、2010年には川筋中心市街地エリアを港オ

アシス網走に認定され、2018年にはかわまちづく

り支援制度の登録を受けたところでありますので、

道の駅を中心とした新たな賑わい創出が課題と

なっているということでもありますので、今後の

道の駅の増改築を含めた方向性、川筋エリアの振

興について検討するために本事業を実施するもの

であります。 

 事業の概要といたしましては、今後道の駅流氷

街道網走に求められる機能、ハード面、ソフト面

など、それを検討する基礎資料とするために、本

年度は利用者等へのアンケートを実施するもので

あります。 

〇川原田英世委員 利用者へのアンケートを行っ

ていくということですけれども、その道の駅の施

設だけにとどまらず、川筋エリア一体とした考え

方をもって臨んでいくということで、たしか川の

計画がありましたよね、かわまちづくり計画でし

たっけ。そういうところの中での道の駅の機能と

いうか、役割というものの位置づけは今、十分に

満たされているけれども、さらに魅力を向上して

いきたいということなのか。その計画との整合性

というのは、その中でとれているのか、ちょっと

その認識をお伺いしたいと思います。 

〇阿部昌和港湾課長 網走かわまちづくり計画の

中核施設としても位置づけられておりますので、

その計画とも連携して、今後の計画を進めていき

たいと考えております。 

〇川原田英世委員 わかりました。 

 ぜひ、あそこを中心として川のエリア、すばら

しい環境をつくっていっていただきたいなという

ふうに思います。 

 増改築という話もあった中でなのですけれども、

やっぱり魅力向上でアンケートをとるといっても、

なかなかこれはアンケートでどこが魅力が足りな

いとか、どういうところにもっと魅力を持たせて

ほしいとか、なかなか難しいと思うのですよね、

アイデア出しも含めて。あらかじめ、ある程度方

向性を示した中でのアンケートのとり方も重要だ

と思うのですけれども、そのアンケート自体は、

まっさらなアンケートというか、どういった形に

なるのか。そして、その中で「こんな機能がもっ

とあったほうがいいですよね」とか、そういった

方向性を示すものになるのか、アンケートの性質

といったほうがいいのかもしれないですけれども、

どのような考えを持っているのかお伺いします。 

〇阿部昌和港湾課長 アンケートの内容について

なのですが、内容についてはまだ未定の状態では

あります。今後、市観光課や網走かわまちづくり

検討会などの関係団体とも協議いたしまして、ア

ンケートの作成をしたいと考えております。 

〇川原田英世委員 これからだということで理解

しました。 

 魅力向上というところで、やっぱり既に今、魅

力がある施設であるからこそ１位に輝いたりして

いるということですから、そこをさらに向上させ

るというのは、これはなかなか難しいですよね。

なのでぜひ、しっかり検討して、そんなに僕は焦

ることは、ここはないのかなと逆に思っています

ので、ゆっくり検討してよりよいものにしていっ

ていただきたいなというふうに思います。 

〇井戸達也委員長 川原田委員の質疑の途中です

が、ここで暫時休憩いたします。 

午前11時03分 休憩 

───────────────────────── 

午前11時13分 再開 

〇井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

質疑を続行します。 

川原田委員の質疑から。 

〇川原田英世委員 次の質問に移ります。 

 99ページの下段のほうにありますが、子育て世

帯向け住宅賃貸支援事業です。 

 始まったばかりの事業ということ、非常にいい

事業だというふうに僕は受けとめていますが、補

助ということなのですけれども、現在の状況がど

うなっているのか、始めてみての状況を伺います。 

〇小原功建築課長 本事業でありますけれども、

平成29年10月に国が制度を開始いたしました、新
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たな住宅セーフティネット制度は高齢者や子育て

世帯等の住宅確保、要配慮者の入居する登録住宅

に低額所得者が入居する場合に、国と地方公共団

体が家賃を補助するものであります。 

 当市においては戸建空き家の利活用とあわせ、

低所得の子育て世帯への住宅支援の観点から、こ

の制度を活用し、本年度事業化を図ったものであ

ります。 

 本年度の募集戸数は５戸でありましたが、残念

ながら今の状況ではゼロ件ということになってお

ります。 

〇川原田英世委員 現状ゼロ件ということで、こ

れはやっぱり使ってほしいのですよね。それで、

対象となる賃貸物件があるけれども申し込んでく

れなかったということなのか。該当とするものが、

やっぱり大分手をかけなくてはいけなくて、この

改修の補助金支援だけでは全然間に合わなくてと

いうような、ちょっと状況が難しくてゼロなのか、

ちょっと状況をもう少し詳しく伺いたいのですが。 

〇小原功建築課長 本補助金の対象となる住宅に

つきましては、昭和56年以降の新耐震で建築され

た住宅が対象となっております。 

 また、空き家を活用してということですので、

現状空き家ということで、これにつきましては、

既に賃貸住宅とされている戸建て空き家も対象と

しておりますが、既存の住宅につきましては戸建

てということで人気もあって、なかなか空きがで

ないということがあって、このような状態になっ

ている状況でございます。 

〇川原田英世委員 わかりました。 

 となると、やっぱり対象で空き家になっている

そもそもの物件というのはほとんどないというこ

とになってくるのか。何戸ほど対象となるものが

あるとか、把握していれば教えていただきたいの

ですが。 

〇小原功建築課長 この制度は、当市が28年から

運用しています空き家バンクの制度にも関連をす

る事業でございます。空き家を有効活用するため

に、どうしても市内にある空き家を賃貸住宅化し

ていただくことが重要になるかと思うのですが、

平成28年当時調査をした結果では、市内にはおよ

そ130戸くらい空き家があると。このうち、賃貸し

てもいいという意向調査の中では三十数件あった

わけでございまして、その方に対しましても空き

家バンクへの登録や、こうした事業への登録のお

願いをしているところですが、昨年から始まって

すぐにということには、なかなかならないのかな

という状況だと思います。 

 また、昨年も北海道でも、この事業は道内で子

育て世帯向けに特化した国の制度を使うのが網走

市が唯一だということもあって、ポスターをつ

くっていただいたりだとか、講師を派遣していた

だいて、網走で相談会を開催していただくなど、

そういった協力もいただいているのですが、今の

ところはそういった状況でございます。 

〇川原田英世委員 わかりました。 

 貸し出す側の状況というのはよくわかりました。

これから、やっぱり利用していただいてという方

がふえていけばいいなと思います。やっぱり空き

家もふえていきますし、その利活用というのはこ

れから重要な取り組みになってくると思うのです

が、それに対して借りる側ですね。やっぱり借り

る方のニーズがあって、それで初めて貸し出す側

も動くということもあると思うのですけれども、

借りる側も所得の制限だとか、もちろん子育てと

いう環境もあって、対象は限られてくると思うの

ですが、どの程度対象となる世帯の方が市内にお

られるのかお伺いします。 

〇小原功建築課長 平成29年度に網走市住宅供給

計画を策定しておりますが、このときの状況でご

ざいますが、民間アパートに住まわれている子育

て世帯が当時およそ930世帯ほどありまして、うち

家賃補助があれば戸建て住宅に住みかえたいとさ

れる世帯が170世帯ほどと推定をされました。この

うち、当市では子育て世帯のこの住宅については

６歳未満の方がおられる方が対象としております

けれども、こうした方がおよそ70世帯ほどあると

いう推計を立てております。 

〇川原田英世委員 70世帯ほどということでわか

りました。 

 ニーズがあるのですから、やっぱりそのニーズ

をもとにぜひ使ってくださいというところから一

歩ずつ始めていくということになるのだというふ

うに思います。 

 それで、この賃貸住宅ですけれども、子育て支

援に特化したということで、この前もちょっとお

話がありましたけれども、子育て期間が終われば、

やっぱりある程度の一定期間でこの支援は受けな

くなって、通常の賃貸として使ってくださいとい

う形になるのか、そこをもう一度確認したかった

のですけれども。 

〇小原功建築課長 子育て世帯、具体的には一番
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下の子が小学校を卒業された場合ですが、この場

合は市と国の補助は打ち切りになりますけれども、

その入居されている方の意向によってはそのまま

同じ住宅に住み続けることができることになって

おります。 

〇川原田英世委員 支援はなくなるけれども、通

常の家賃、賃貸という形になるということで理解

をしました。 

 まだゼロ件ということですけれども、これは僕

は大事な事業だというふうに思いますので、しっ

かり進めていっていただいて、やっぱりつなげて

いくということが、要望のある方と、その空き家

を持っている方とをつなげていくということを

しっかりと行っていっていただきたいというふう

に思います。 

 次に移ります。 

 次のページ、101ページのまちなか居住推進事業

にあります高齢者世帯地域優良賃貸住宅建設促進

事業3,600万円なのですが、この事業の内容を伺い

ます。 

〇小原功建築課長 この事業は、歩いて暮らせる

コンパクトなまちづくりを推進し、利便性の高い

まちなかエリアへの高齢者の住みかえを促進する

ため、民間事業者による良好な賃貸住宅を供給す

るものであり、国の高齢者世帯地域優良賃貸住宅

建設事業を活用いたしまして10戸整備をするもの

であります。 

〇川原田英世委員 10戸の整備ということですね。

まちなかというふうな事業の記載でありますから、

まちなかなのでしょうけれども、このエリアはど

こを想定しているのかお伺いします。 

〇小原功建築課長 建設地でございますが、網走

市北２条西５丁目、具体的にはエコーセンター向

かいにございますベーシック橋北店の裏の網走川

左岸沿いに位置する場所であります。 

〇川原田英世委員 わかりました。 

 利便性の高いエリアですね。そこに高齢者世帯

をということで理解しました。 

 そのままそこのページを下がりまして、教育の

ほうに移っていきたいというふうに思うのですが、

まず南ケ丘定時制生徒通学手段確保事業、これも

内容は若干伺ってはおりました。150万円というこ

となのですけれども、内容が前に伺っていたとき

に、細かい部分がちょっとわからなかったもので

すから、まず事業の内容について、確認を含めて

伺いたいと思います。 

〇永倉一之学校教育課長 公立高校配置計画に係

る網走南ケ丘高校との意見交換の中で、同校定時

制課程生徒のうち、自動車通学、または保護者送

迎以外の生徒の主な通学手段は自転車、または登

校時が公共交通で、下校時は市内路線バスが運行

されていませんことから徒歩でありまして、特に

冬季間はほとんどが公共交通と徒歩となっている

こと。下校の時間帯は公共交通が確保できないこ

とで、網走南ケ丘高校定時制への進学を断念する

生徒がいると聞いており、また帰宅途中の生徒が

不審者に遭遇する事案もあったと聞いております。 

 これらを受けまして、入学生徒の増加を図るた

めの一つの方策として、タクシーの乗り合いによ

り下校手段を確保し、生徒の安全及び利便性向上

の取り組みを支援するに至ったところでございま

す。 

〇川原田英世委員 内容はわかりました。 

 きのう公共交通についての議論もありましたけ

れども、やっぱりこういう観点が重要だと思うの

ですよね。ニーズがあって公共交通をどうやって

使っていこう、うまく使っていこう、そういうこ

とだというふうに思います。 

 それで、この中身がちょっと気になるところな

のですけれども、確保しようということなのです

が、これは学生に対して支給されるものなのか、

事業者、タクシーに対して支給して運営するもの

なのか、ちょっと中身をお伺いしたいと思います。 

〇永倉一之学校教育課長 支給の内容ということ

になるかと思いますけれども、利用される生徒さ

んはバス料金に相当する料金といたしまして、１

回定額100円を利用時にタクシーにお支払いしてい

ただき、不足する金額はタクシーチケットのほう

で支払う形になります。 

 その差額分となります金額が網走南ケ丘高校定

時制教育振興会が負担するという形になりますの

で、利用する生徒さんはタクシーを利用するごと

に100円ずつお支払いしていただくという形になり

まして、市としては網走南ケ丘高校定時制教育振

興会に対しまして、補助申請をいただいて概算払

いも行っていくという形をとっていきたいという

ふうに考えており、最終的には必要経費でありま

す乗車料金、チケット発行料、請求手数料に対し

て、市が南高定時振興会に対して最終的な補助金

を交付していくというような内容となっておりま

す。 

〇川原田英世委員 わかりました。 
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 それで、これは乗り合いというところなのです

けれども、南高から帰るときなので、それぞれの

家に帰るときということなのですけれども、そこ

の乗り合いの仕方というか、エリアごとに方面に

よって分けると思うのですけれども、どのような

想定をされているのかお伺いします。 

〇永倉一之学校教育課長 基本的といいますか、

想定している部分といたしましては、南ケ丘高校

定時制に通う生徒さんが、タクシーを利用したい

という申し出によりまして、網走南ケ丘高校のほ

うからタクシー会社を手配すると。その生徒さん

の住所、住居に基づきまして、学校のほうで何々

方面、つくし方面、潮見方面、向陽ケ丘方面、大

曲方面といったような形で手配をしていくという

ような状況になろうかと思います。 

〇川原田英世委員 わかりました。 

 となると、乗り合いというよりは個人の利用の

ほうが多くなってしまうかもしれないかなという、

それでももちろんいいということでいいのでしょ

うか。 

〇永倉一之学校教育課長 その居住する場所によ

りましては、その生徒さんがお一人という場合も

あるかと思いますので、そういった利用も考えら

れるところでございます。 

〇川原田英世委員 わかりました。 

 先ほど言ったように、公共交通の今後を考える

上でも、こういった取り組みはすばらしいことだ

というふうに思います。また、運用の仕方もやっ

ていくうちにいろいろと問題も出てきて、その都

度検討しながらやっていくということになるかと

思います。特に定時制ですと、終わる時間はちょ

うどタクシーが混んでいる時間だったりなどもす

るかもしれないですし、いろいろな課題がやって

みて出てくると思いますので、その都度確認をし

て、そしてその得た情報をぜひ各課で共有して、

いろいろな公共交通の持ち方の今後に使っていけ

るような事業となっていけばいいなというふうに

思いますのでよろしくお願いします。 

 次に移ります。 

 次に103ページの読書感想文コンクール事業につ

いてちょっと伺いたいのですが、これまでもうち

の会派から、よりこのコンクールに子供たちが積

極的にかかわってくれるようにということで取り

組みをお願いしてきた経過があります。 

 ただ、それと同時に教育の現場からは、これに

すごく重たい負担がかかっているという声も現在

聞かれているところです。 

 そういった中で、現在この事業がどのように運

営されているのかをまず確認したいというふうに

思います。 

〇大西篤学校教育次長 網走市読書感想文コン

クールについてですけれども、このコンクールは

児童生徒に読書の楽しさ、すばらしさを体験させ、

読書の習慣化を図って、さらに読書の感動を文章

に表現することを通して、豊かな人間性や考える

力を育むことを目的として、平成27年度から開催

しているものです。 

 各学校では、児童生徒に豊かな感性や表現力、

想像力を高める読書活動を充実させるために、ま

た学力調査などの結果などで課題が見られた読む

力や書く力を高めるために、感想文の指導に取り

組んでくれているものと認識しているところです。 

 継続した取り組みの成果は、学力の向上はもち

ろんですけれども、豊かな心の育成の面でも着実

に成果が表れてきているものと考えているところ

であります。 

〇川原田英世委員 成果があるということで、す

ばらしい事業だとは思うのですけれども、やっぱ

り負担がある部分というのを考えないといけない

ということがあるのだというふうに思います。 

 それで、やっぱりコンクールというところで、

子供たちが率先してみずから取り組むものなのか、

それとも学校教育の一環として全ての生徒に提出

を求めるものなのかというところがいまいちよく

わからなかったのですけれども、現状はどうなっ

ているのでしょうか。 

〇大西篤学校教育次長 コンクールですので、応

募の基本形は任意という形にはなっております。 

 ただ、先ほども申し上げましたとおり、各学校

は子供たちに読書感想文を通して身につけさせた

い力を踏まえて取り組みを進めてきてもらってい

るものというふうに考えております。 

〇川原田英世委員 言ってはいないけれども学校

は取り組んでくれているよねという答弁だったと

思うのですよね。 

 ちょっと実態を把握していないのかなという気

がします。 

 やっぱり、すばらしい教育が行われているとい

う背景にあるものをしっかり見ないといけない、

現実をちゃんと見ないといけないなというふうに

思いますので、そこの認識をやっぱりしっかり

持ってほしいなというふうに思います。言ってい



-193- 

るから勝手に取り組んでくれているよねという認

識ではだめですよね。取り組まれている背景を

しっかりと酌み取らなくてはいけないと思うので

すが、そこをどのように認識しているのかお伺い

します。 

〇大西篤学校教育次長 読書感想文コンクール、

このコンクールだけではなくて、各学校にはほか

のコンクールの案内も多数届いておりまして、そ

の中から学校は児童生徒に身につけさせたい力に

応じて、さまざまなコンクール等の応募にも取り

組んでいるところで、そういった部分の指導に係

る負担はあるところというふうには認識しており

ます。 

 また、この読書感想文コンクールは学力向上推

進委員会と連携した取り組みともなっております

ので、審査員の先生にも協力をいただいておりま

すので、そういったところにも御負担をおかけし

ているという認識はございます。 

 これからも現場の先生方の声にも耳を傾けなが

ら、読書感想文コンクールがより効率的な開催方

法や内容になっていくように検討していくととも

に、また読書についても継続して、取り組みの充

実を進めていきたいと考えているところでござい

ます。 

〇川原田英世委員 わかりました。 

 僕の子供のころにもあった事業ですし、読書感

想文を書いていた記憶はあります。そういった中

でも、ぜひ状況をいろいろ考えながら進めていっ

ていただきたいなというふうに思います。 

 それで次に、この予算上ではないのですけれど

も、今後の取り組み等も含めてお伺いしたいこと

があります。 

 それは、最近報道でもよくあるように、かばん

が重たいということですよね。僕が学校を出た後、

すぐゆとりの世代というのが始まりまして、それ

が一定程度過ぎた後に、今になってみると今度は

かばんが重たすぎるというような状況になって

いったと。これ聞いてみると本当にすごい状況で

すね。報道等でもあるとおりなのですけれども、

体重の50％以上のランドセルの重さ、かばんの重

さの状態にもなっているということで、健康状態

にも広く影響を与えているというふうに報じられ

ています。 

 そういった中で、各現場では置き勉と、昔はよ

く怒られたのですけれどもね。置き勉をある程度

認めるだとか、そういう動きが進んでいるという

ことも伺っているのですが、網走市の状況はどう

なのでしょうか。 

〇大西篤学校教育次長 児童生徒の携行品への配

慮ということについてですけれども、教科書、ま

たその他教材等が過重になることで、子供たちの

心身の健やかな発達に影響が生じかねないことな

どへの懸念、これがあることにかかわりまして、

昨年の９月に文部科学省から児童生徒の携行品に

係る工夫例も示されました。 

 これを受けまして、教育委員会としましては各

学校の校長に対して、児童生徒の状況やいわゆる

置き勉を認める上での課題などについて把握し、

そして必要に応じて適切な配慮をするように求め

たところです。 

 各学校では、文部科学省から示された例示等を

参考に、何を児童生徒に持ち帰らせるのか、また、

何を学校に置くこととするかについて、子供たち

の発達段階や学習上の必要性、通学上の負担等の

地域の実態を考慮して見直しを行ったところです。 

 特に、この持ち物の過重が見られた中学校にお

いては、教科書等を置くスペースを確保した上で、

家庭学習で使用しない教科書等を置いてよいこと

とする取り組みを始めているところでございます。 

〇川原田英世委員 ぜひ進めていっていただきた

いというふうに思います。 

置き勉を認めるということ、全体的に物は多く

なっていくということがあるのだというふうに思

いますけれども、負担にならないようにしていか

なければいけない。特にこちらだと足元の悪いと

きが多いですから、そういうときにつるっと滑っ

て、ランドセルが重たくて骨折などということに

もつながりかねない。やっぱり体重の50％くらい

のランドセルを背負っているとなると、体重が1.5

倍になるわけですから、それだけ重しがぐっとか

かると大変危険ですので、ぜひそういったことも

含めて進めていっていただきたいなというふうに

思います。 

 次に、これもちょっと予算と絡むのですけれど

もお伺いしたいと思いますが、去年だったかな、

都内の公立学校で制服がすごく高いなどというの

が報道に出ましたね。ブランド物の制服で上下で

十何万円などとね。そんな報道があったのですけ

れども、やっぱりそれと同時に学校の制服も値上

がりしていっているという背景があるのだという

ふうに伺っています。それと同時にランドセルも

高い、まあ昔から高いですけれども。入学に対す
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る初期費用というのがやっぱりかなり高額になっ

てきているというのを伺っているところです。 

 それを支援するというか、補助するというのは

ある程度あって、今までは入学した後にしか支払

えなかった助成も入学前から出せるようにはなっ

てきて、徐々に改善も進んでいっていると思うの

ですけれども、それにしてもやっぱり大きな負担

があるのだというふうに思います。 

 ここで今、資料としてあるのは、札幌市内の公

立中学校の場合ですけれども、入学時にかかる服

のみです。服のみで７万円ということになってい

ます。そういった状況で、網走市の状況もちょっ

と把握していきたいなというふうに思うのですが、

まず網走市で小学校、中学校ともに入学時にかか

る、一般的にそろえなくてはいけないものですね。

それにかかる費用というのは、どの程度になるの

かお伺いします。 

〇永倉一之学校教育課長 網走市におけます新入

学にかかわりまして、小学校１年生であったり、

中学校１年生にかかる費用についてですけれども、

ランドセルにおきましては３万円から５万円程度。

制服では、学校や取扱店によって多少の価格の違

いがありますが、男子では約４万円程度。女子で

は約４万5,000円程度の費用がかかるものと認識し

ているところでございます。 

〇川原田英世委員 ランドセルは民間で普通に

売っているものですから、それぞれの値段設定が

あるのだと思うのですけれども、ちなみに中学校

の制服などはどうなっているのでしょう。 

〇永倉一之学校教育課長 網走市内、中学校が６

校、ございますけれども、先ほど私がお答えした

網走市内の中学校の制服の金額見込みということ

でございますけれども、それぞれ学校や取扱店に

よって多少の違いはあるものの、男子では約４万

円程度、女子では４万5,000円程度というところの

費用がかかるものとなっております。 

〇川原田英世委員 わかりました。 

 小学校のときにはやっぱり一番負担なのはラン

ドセル、それも同じような金額で、中学校に上が

るときの制服というのも、やっぱりそれだけ負担

がかかるのだと。それ以外にも諸々かかるものが

いろいろあるということです。 

 それで、やっぱりそれを支援するということで

就学に対してのさまざまな支援があるところなの

ですけれども、その入学時の就学奨励金というの

でしょうか、奨励費というのでしょうか、それは

幾らになっているのかお伺いします。 

〇永倉一之学校教育課長 就学援助におけます入

学児童生徒学用品費の支給額ということになろう

かと思いますけれども、新入学児童の小学校１年

生では４万600円。新入学生徒の中学校１年生では

４万7,400円となっているところでございます。 

 済みません。この支給額の根拠につきましては、

要保護児童生徒援助費補助金の新入学児童生徒学

用品費等の単価としているものでございます。 

〇川原田英世委員 となると、大体小学校に入る

ときのランドセル代だとか制服代くらいをカバー

はそこでできるのだなというふうに思うのですが、

入学時にかかるものとして、そういった今、例で

小学校はかばん、中学校は制服と言いましたけれ

ども、それ以外にかかるもので費用というのはど

のくらいかかるのでしょうか。 

〇永倉一之学校教育課長 それ以外の費用という

部分でございますけれども、そのほかにかかる経

費というか、必要なものといたしましては文房具

代ですとかジャージ代ですとか、靴もそうですし、

ランドセル以外のかばん等もそういった学用品費

に当たるわけですけれども、そういった総体的に

幾らかかるというものについては、網走市として

は掌握しているところではございません。 

〇川原田英世委員 やっぱり７万円と試算が出て

いますけれども、やっぱりそのくらいかかるとい

うことなのでしょうね。この試算の中でも、制服

が大体上下合わせて３万5,000円程度の試算の中で、

それ以外のほかのを入れて７万円と出ていますの

で、やっぱりそれくらいかかるのだというふうに

思います。それで４万円ちょっとは負担を何とか

カバーすることはできている状況にあるというこ

とですけれども、基本的には一般の学生に関して

はそのくらいはかかってくるのだということです

ね。 

 それで、やっぱり値段が上がってきているとい

うことは言われています。それは、やっぱり原料

代がそもそも上がってきているのだということで、

それは本当に難しいことだというふうに思うので

すね。ただ、余りにも上がってきていることに対

して、一般的な企業の競争能力が地方では働かな

くなってきているのではないのかという視点も各

地で言われているところです。 

 そういった状況もありますけれども、そこを今

度求めていくと、やっぱり地域の産業が失われて

いくという側面もあると。さまざまな面で考えて
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いかなくてはいけない課題なのですけれども、

やっぱりその負担をある程度カバーしていけるよ

うな仕組みをしていくということと、アメリカで

はやっぱりかばんというのは自由です。それはア

メリカにしろと言っているわけではないのですけ

れども、いろいろな観点からやっぱり見ていかな

くてはいけないことなのだなというふうに思いま

す。特にそのアルマーニの制服ですか。あんなも

のは言語道断だと思いますので、そういったこと

も含めて、こういったこともこれからは一つ検討

していかなくてはいけない課題だということをぜ

ひ認識していただきたいなというふうに思います。 

 次に進みたいというふうに思いますが109ページ、

国際理解体験事業ということで、これは僕、最初

のときも聞いたと思うのですけれども、国際的な

理解、感覚を学ぶということは、これからの教育

においては非常に重要なキーワードだというふう

に思っています。そういう中で理解していく。そ

して、さらに体験していくというこの事業は、よ

りすばらしいものになっていってほしいなという

ふうに思うのですが、今回予算で組まれている事

業の内容についてお伺いしたいと思います。 

〇吉村学社会教育課長 国際理解体験事業につい

てでございますが、小学生を対象に生の英語に触

れることや、外国の文化に触れることによりまし

て、世界に目を向けて、国際化に対応できる子供

たちの人材育成を目的として事業を実施している

ところでございますが、その中で「世界を旅しよ

う。網走で外国を体験」と題しまして、こちらに

ついては道内に在住する外国人の方ですとか、29

年からは東京農業大学の留学生などの方に御協力

をいただいて、母国の食べ物や文化風習、遊びな

どを紹介したパネルブースやクイズゲームなどで、

遊びながら異文化体験と交流を行っているといっ

た取り組みをしているところでございます。 

 30年度も同様の事業を行いまして、小学生が27

名、ボランティアとして外国人の方ほか、市内の

高校生も子供のリーダー役として参画するような

取り組みとなっております。 

〇川原田英世委員 わかりました。 

 網走市にかかわってくれる外国人の方々に協力

をいただいてやっている事業だというふうに認識

していますので、ぜひどんどん進めていっていた

だきたいと思います。 

 昔みたいに、日本が世界の経済のトップラン

ナーという時代はもうとうに終わりまして、やっ

ぱり世界的に協調を求めながら、日本はこれから

どうあるべき国を目指していくのか、それには

やっぱり人材力をしっかり身につけなくてはなら

ない時代というふうに思いますので、そういった

観点でこの事業をしっかり今後も活用して、子供

たちの成長につなげていっていただきたいなとい

うふうに思います。 

 次に移ります。113ページの日体大屋内直線走路

利用促進事業です。 

 これは毎回伺っているところですけれども、利

用促進事業としてまず何を行っているのかお伺い

します。 

〇鈴木聡スポーツ課長 本事業の内容につきまし

ては、市内の利用団体が屋内走路を利用する場合

に、その使用料を市が負担するということにより

まして、走路の利用促進を図るものとしている事

業でございます。 

 平成29年度におきましては、網走南ケ丘高校の

陸上部、網走市立の市内の中学校の陸上部、オ

ホーツク陸協、網走陸上少年団などが、平成30年

の２月から３月まで利用がありまして、延べ353名

の利用があったところです。 

 そのうち、本事業の補助対象者として利用され

たのは183名ということの実績を持っております。 

 また、平成30年度も同様に実施しておりまして、

今年度につきましては５月から網走陸協の利用が

始まりまして、その後東京農大の陸上部など22回

の利用がありまして、本年の２月末現在で655名、

そのうち本事業の補助対象者としましては370名が

利用しているところでございます。 

〇川原田英世委員 市内の利用に対しての補助と

いうことで理解しました。 

 済みません。そもそもあれなのですけれども、

利用料金は幾らになるのですか。 

〇鈴木聡スポーツ課長 冬季の利用と夏季の利用

がございまして、冬季の利用につきましては暖房

費を含めて3,100円。夏季の利用につきましては暖

房費を除く1,700円というふうになってございます。 

〇川原田英世委員 １団体ごとにの金額でよろし

いですね。 

〇鈴木聡スポーツ課長 １回の利用につきの単価

ということでございます。 

〇川原田英世委員 理解をしました。 

 それで、この走路に関してはこれまでも議論し

てきたところはありますけれども、そこでいつも

言っているのは、建てるときに話をしていた費用
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対効果の部分で、合宿の呼び込みということが現

実的になってきているのかどうかということです。

その状況はどうなっているのかお伺いします。 

〇鈴木聡スポーツ課長 この屋内走路の利用自体

が、屋内走路ということですから中でできる競技

ということで、雨天の利用でありますとか、冬季

の、冬の間、夏の競技ができないものに対する利

用が主なものとなると想定しております。 

 合宿につきましては、冬にいらっしゃる合宿が

なかなか少ないものですから、合宿の利用は聞い

てございません。ただ、夏の間の合宿で雨天のと

きに利用したという実績は聞いてございます。 

〇川原田英世委員 それでは、想定している経済

効果はないということで理解していいのでしょう

か。 

〇鈴木聡スポーツ課長 済みません。先ほどの質

問の追加説明なのですけれども、昨年、ザンビア

の障がい者の陸上の合宿が来網しまして、その方

たちの利用が実績としてございました。 

 済みません。今の質問をちょっと聞いていな

かったのでごめんなさい。 

〇川原田英世委員 合宿があったということは理

解しましたけれども、今の質問なのですが、想定

していた経済効果はないということでよかったの

でしょうか。 

〇鈴木聡スポーツ課長 経済効果というのは数字

として試算したものは、押さえているものはござ

いませんけれども、こうした日体大のこうした走

路があるということ自体で、合宿に来ていただけ

るチャンスが生まれるのではないかというふうに

考えてございます。 

〇川原田英世委員 たしか、これを建てるときの

委員会の議論の中で、これだけの経済効果が見込

めるからというような話があったかと思うのです

けれども、経済効果はどうこうと、数字としては

ないということで今、答弁がありましたが、ない

ということで理解していいのか。これから合宿等

をさらに呼び込む考えがあるのか。ちょっと今後

の見通しをお伺いしたいと思います。 

〇井戸達也委員長 休憩いたします。 

午前11時53分 休憩 

───────────────────────── 

午前11時57分 再開 

〇井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

川原田委員の質疑の答弁に対する答弁から。 

〇鈴木聡スポーツ課長 この施設に係る経済効果

の数字は持ち合わせておりませんけれども、引き

続き合宿の誘致に取り組みたいということにあわ

せまして、市民、並びに近隣の利用促進を図って

まいりたいというふうに考えてございます。 

〇川原田英世委員 わかりました。 

 たしか建てるときには、北海道にもない独自性

のそういう施設だということがあったものですか

ら、半年雪に埋もれているこの北海道の中で、さ

らなるちゃんと利用が図られるように取り組みを

進めていただきたいということをお願いして、質

問を終わります。 

〇井戸達也委員長 ここで昼食のため休憩いたし

ます。 

 なお、午後の再開についてですけれども、東京

農業大学の卒業生への市長賞授与式のため、午後

１時30分といたします。 

午前11時58分 休憩 

───────────────────────── 

午後１時28分 再開 

〇井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開しま

す。 

 質疑を続行します。 

 永本委員。 

〇永本浩子委員 それでは、ことしのまちづくり

のほうから、17ページの市道の改修についてお聞

きしたいと思います。 

 先ほどの質問もありましたけれども、老朽化し

た道路や側溝などの改修を緊急度に応じてやって

いただけるということで、大変ありがたい事業だ

と思いますけれども、この中にはマンホール等の

改修ということも含まれるのでしょうか。 

〇立花学都市整備課長 マンホール等というの

は、マンホール周りが市道の交通する関係で段差

が生じているということだと思うのですけれど

も、その改修につきましては現在のところ、その

市道の改修事業としてはひび割れ、もしくは平坦

性が著しく失われているであるとか、側溝の機能

が保たれていないというような状況に応じて、現

在市道の改修事業を進めていくという状況で考え

ているところでございます。 

 マンホールに限っての補修につきましては、一

時的に通れないような事態がありましたら、土の

うであるとか、そういったもので対応していると

いうのが実態でございます。 

〇永本浩子委員 今、土のうで対応というお話が
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ありましたけれども、本当に私も西山通ができ

て、すごく便利に使わせていただいているのです

けれども、上がって今度こが病院のほうに抜けて

ローソンのところから下がっていく、あそこのマ

ンホールの段差が物すごくて、途中で多分、市の

ほうで応急的に土のうを置いてくださったと思う

のですけれども、土のうが幾つかこう置いていた

だいて、何とかこう通れるようになりましたけれ

ども、本当に車の底が痛んでしまうのではないか

というくらい、かなり掘られていた状況がありま

したので、今後のもしかしたら課題になるかと思

うのですけれども、例えばこのマンホールの内側

に断熱ふたを設置するということで、この温度差

を防ぎながら、そうするとこの冬季の、周りが冷

たくなっていって、マンホールのところだけ温か

いので、そこだけが解けて、この降った雪が固め

られた部分との段差がどんどんどんどん深くなる

というのを防げるのではないかと思うのですけれ

ども、今後そういった設置等を検討していただけ

ればと思うのですけれども、この点についてはい

かがでしょうか。 

〇立花学都市整備課長 マンホールの段差解消の

ため、下水道のマンホールなのですけれども、断

熱材をそこのマンホールのふたの中に設置する形

で、冬季間の段差解消についてはこれまでも行っ

てきております。 

 ただ、その段差解消につきましては降雪期で雪

が降り積もった状況の中で、下水道の管の中が保

温されて、マンホールのふたの部分が解けてしま

うという段差の発生かと思うのですけれども、そ

の先ほどお話しがあった段差につきましては、３

月、４月の今ごろの時期に路面の雪がなくなる状

況の中で、路面が持ち上がって、マンホールのふ

たが低いという状況の段差が現在発生しているか

と思います。 

 その凍上の状況によって路盤が、舗装面が持ち

上がるということなものですから、下水道のマン

ホールぶたの断熱材を敷設しても、それは効果が

ないというふうに思っております。 

抜本的に、その段差を解消するということにな

りますと、その舗装面の凍上をしない材料に置き

かえるというような大がかりな工事が発生すると

いうこともございまして、一時的な今回の３月、

４月の段差解消のために大がかりな工事をやると

いうのは、現段階では非常に難しい状況です。 

ただ今後、マンホールの段差が１年を通して発

生するであるとか、そういうような状況が交通の

安全を確保できないということであれば、今回の

市道の改修事業で計画を考えていきたいとは思っ

ております。 

〇永本浩子委員 冬季間、アスファルトの中が

凍って、それが膨らんでということで、基本的に

はそれが暖かくなって、だんだんアスファルトの

ほうが落ち着いてきて、ある程度まで落ち着くと

いうことはかなり期待できるということなので

しょうか。 

〇立花学都市整備課長 ３月、４月はどうしても

朝方、朝の冷え込み等で凍上が起きるのですけれ

ども、４月の中旬以降になりますと、マイナス気

温の最低気温、下回らないときも出てきますの

で、４月下旬くらいからは元通りの形に戻ってく

るということで、こちらのほうは考えておりま

す。 

〇永本浩子委員 では、その辺のところをきちん

と見ていただいて、もしまた、やはりこの時期に

なると同じようなことが起きるとなると、今回土

のうを置いていただいて、それで大分助かるよう

にはなったのですけれども、そういった緊急措置

等も早目にやっていただけるように、ちょっと気

をつけておいていただければいいかと思いますの

で、その点よろしくお願いいたします。 

 続きまして、郊外道路の整備の件で一つだけ、

１点確認なのですけれども、私も西部地域の方々

からも、最近やはり農家さんで使うトラクター等

も機械がかなり大がかりになっていて、少しやっ

ぱり雨が続いたりして路肩が少し崩れたりする

と、通ったりするときにかなり厳しい状況もある

ということで、ぜひその農道に近い部分でも舗装

にしていただきたいという話をいただいていたの

ですけれども、今回の郊外道路の整備の中で、そ

ういった農道というか、そのトラクター等が走る

ような部分もきちんとやっていただけるというこ

とでよかったのでしょうか。 

〇立花学都市整備課長 郊外道路の郊外地区道路

整備事業においての整備につきましては、平成26

年度から進めております浦士別地区と嘉多山地

区、それぞれ１路線ずつ整備を行ってきていると

ころでございます。 

今、委員のお話にあった西部地区等のお話につ

いては、こちらのほうも地域から非常に苦労され

ているというお話は聞こえておりまして、今年度

から市道の整備事業におきまして農業関連、それ
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から畜産関連の大型車両の通行が多い路線に限定

しまして、郊外地区の住宅の間口ですね。大体50

メートルから100メートル程度の舗装を計画してい

るところでございます。 

〇永本浩子委員 そういった形でやっていただけ

れば、かなりまた違ってくるかと思いますので、

了解いたしました、確認させていただきました。 

 次に、18ページの高齢者世帯地域優良賃貸住宅

建設促進事業についてお聞きしたいと思います。 

 これは前にも一般質問でも聞かせていただきま

したけれども、いよいよ予定の10戸が建設される

ということだと思いますけれども、でき上がる時

期というのはいつくらいになるのでしょうか。 

〇小原功建築課長 昨年８月に事業者を募集いた

しまして、現在設計を行っているところでありま

す。工事につきましては、事業者からは５月ころ

工事の着工を行い、年度内には完了する見込みと

いうふうに聞いております。 

〇永本浩子委員 年度内に完成ということで、先

ほどほかの委員からも北２西５丁目に建設される

という話は聞きましたけれども、市で補助をする

のは10戸だと思いますけれども、この建物全体と

してはどういった形のものになるのでしょうか。 

〇小原功建築課長 施設計画では鉄骨造の４階建

てということになっておりまして、１階はテナン

トを設け、２階から４階に高優賃10戸と、あと民

間の住宅２戸を整備するものであります。 

〇永本浩子委員 ４階建てでこじんまりした感じ

で、間取りというのはどういった間取りになるの

でしょうか。 

〇小原功建築課長 高優賃として使用します住宅

は２タイプを整備をいたすことにしておりまし

て、１ＬＤＫのお部屋を５戸、２ＬＤＫを５戸整

備することとしております。 

〇永本浩子委員 １ＬＤＫと２ＬＤＫ５戸ずつと

いうことで、そしてまた入居の公募の予定という

のはいつぐらいを考えていらっしゃるのでしょう

か。 

〇小原功建築課長 公募は事業者が行うことにな

りますが、秋以降というふうに聞いているところ

であります。 

〇永本浩子委員 秋以降ということは来年の秋以

降ということですか。 

〇小原功建築課長 建設はことし、平成31年の５

月から着工いたしまして、年度内の平成32年の３

月までには完了するのですが、その募集につきま

しては平成31年の秋ということでございます。 

〇永本浩子委員 まだでき上がる前から一応公募

はかけるということで、今回のこの高齢者住宅な

のですけれども、一戸建てに住んでいる方等は市

営住宅とか道営住宅への申し込みができないとい

うことで、そういった戸建てを持っていても大丈

夫なということで建てられるものだと認識してお

りますけれども、公募の基準となるものというの

は何かあるのでしょうか。 

〇小原功建築課長 入居される方の公募の基準と

いうのは、年齢は高齢者向けということで60歳以

上ということになるのですが、所得についての制

限はないということになっております。 

〇永本浩子委員 わかりました。 

 60歳以上で収入の基準もなく、戸建ての家を

持っていてもオーケーということで、これから公

募がされるということで確認させていただきまし

た。 

 続きまして、空き家等解体事業補助金について

お聞きしたいと思います。 

 昨年から始まった事業だと思いますけれども、

昨年の利用状況はどうなっていたのでしょうか。 

〇小原功建築課長 補助のタイプには危険な特定

空き家に対するもの、これは補助金50万円として

おりますが、ほかに昭和56年以前の旧耐震基準で

建てられた住宅の空き家も対象としており、こち

らのほうは30万円の補助としております。 

 実績でございますが、危険な空き家につきまし

ては本年度、件数はなかったのですが、旧耐震基

準で建てられた空き家につきましては８件申請が

あり、解体がされたところであります。 

〇永本浩子委員 ８件の利用があったということ

で、ちょっとほっとしました。少し空き家の解体

が進んだのだなということで、残念なことに危険

空き家のほうはゼロ件だったということなのです

けれども、それにしても一応、30万円掛ける８件

で昨年は240万円の利用があったということなので

すけれども、今回400万円の予算から200万円に予

算が下がりましたけれども、去年の利用実績より

も低い予算を組んだというのはどういったところ

なのでしょうか。 

〇小原功建築課長 年間を通して募集をかけてお

りまして、今年度は８件の実績だったのですが、

今のところ春から解体をすぐに始めたいという声

は聞こえておりませんでして、これから春に向け

まして、また広報あばしり等で周知をするという
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ことを考えております。５月号では生活環境課の

空き家の適正管理と合わせて特集も組ませていた

だこうかというふうに思っておりますし、また昨

年も行いました固定資産税の納税通知書も活用し

て、空き家制度の案内をすることとしております

から、まずは危険な空き家１件分と56年以前の空

き家５件分を見込んだところであります。 

〇永本浩子委員 周知の面も今お聞きしようと

思っていましたけれどもお答えいただきまして、

広報の４月号や５月号では特集も組んでいただき

ながら、税金のほうの関係の書類でもきちんと載

せていただけるということで、もしかしたら去年

よりもそういった周知をしていただけたら、その

分ふえるかなという期待もするのですけれども、

そういった場合は補正予算を組んで対応するとい

う捉え方でよかったでしょうか。 

〇小原功建築課長 市民の空き家の解体に対する

ニーズに応えるためにも、補正予算等で対応した

いというふうに考えております。 

〇永本浩子委員 理解いたしました。 

 それでは次に、客船の誘致及び受け入れ対応に

ついてお聞きしたいと思います。 

 今年度の客船の誘致の状況はどのようになって

いるのでしょうか。 

〇阿部昌和港湾課長 平成30年度の客船入港実績

でございますが、平成30年度は初入港となるイギ

リスのクルーズ船社ノーブルカレドニアが所有し

ます「カレドニアンスカイ」が５月27日から28

日。また、３年連続の寄港となる「飛鳥Ⅱ」が７

月28日の花火大会の日に合わせまして寄港してお

ります。 

 さらに、９月５日「にっぽん丸」が羅臼港の天

候不良によりまして網走港に寄港地を変更し、入

港したことで、計３回の寄港があったところで

す。 

〇永本浩子委員 「にっぽん丸」に関しては緊急

的にということで、そのほかは２回ということな

のですけれども、31年度に関してはどのような計

画になっているのでしょうか。 

〇阿部昌和港湾課長 31年度の入港予定でござい

ますが、昨年に引き続きまして「カレドニアンス

カイ」が５月23日から24日に再寄港。また、「飛鳥

Ⅱ」が７月26日に寄港予定であり、計２回の寄港

が見込まれているところでございます。 

〇永本浩子委員 「カレドニアンスカイ」がもう

一度また来てくださるということは、去年来てい

ただいて好評だったということなのかなと期待す

るのですけれども、その辺のところはどうなので

しょうか。 

〇阿部昌和港湾課長 外国船入港時等、客船入港

時には入港歓迎のセレモニーやダンスサークルに

よるダンス、バトントワリング、東京農業大学全

学応援団、豊郷神楽などのアトラクションの実

施、岸壁での観光案内窓口の設置、物産販売、網

走ちゃんぽんの提供、通訳ボランティアの配置、

道の駅への無料シャトルバス運行など、市観光課

や観光団体にも協力を求めながらおもてなしを務

めているところでございます。 

 その結果、今回再寄港ということにつながって

いるかと。 

〇永本浩子委員 こちらのお迎え体制にある程度

の満足をいただいたということの再寄港というふ

うに捉えさせていただきたいと思います。 

「カレドニアンスカイ」は余り大きな船ではな

かったかと思うのですけれども、トン数はどれく

らいあったのでしょうか。 

〇阿部昌和港湾課長 「カレドニアンスカイ」は

約4,200トンになっております。 

〇永本浩子委員 余り大きくない船のほうが人数

的にも、こちらの対応も十分にできるかなという

ふうに思っております。 

 また、「飛鳥Ⅱ」なのですけれども、７月26日に

寄港ということで、今回もまた花火大会とダブら

せてということでこの日にちになったのでしょう

か。 

〇阿部昌和港湾課長 ７月26日は残念ながら金曜

日ということになってしまいまして、花火大会に

合わせることはかないませんでした。 

〇永本浩子委員 そうでしたか。ちょっと残念な

結果で、ぜひまた網走の花火大会も楽しんでいた

だけるような日程を獲得していただければと、次

の機会にということですけれども、わかりまし

た。 

 また、その下の広域連携による海外クルーズ客

船の誘致ということも載っておりますけれども、

これは広域連携ということで、道内の港湾と連携

してということで説明が載っておりますけれど

も、どういったところと連携をしている事業なの

でしょうか。 

〇阿部昌和港湾課長 本事業は近年増加しており

ます海外クルーズ船社の誘致を行うための事業で

ありまして、平成29年度より予算を計上しており
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ます。全国的にもクルーズ船の航路上、商品造成

が行いやすく、複数の港湾が連携することでス

トーリー性のある寄港プログラムを提案できるこ

とから、広域での誘致活動を行っている事例であ

ります。 

 網走港から航路上、１日から１日半程度で移動

可能な道内の港湾ということで、主に釧路港と連

携し、海外船社への誘致活動を行っているところ

でございます。 

〇永本浩子委員 釧路港を主な連携相手というこ

とでやっていらっしゃるようなのですけれども、

この事業を通して誘致できたという実績はこれま

であるのでしょうか。 

〇阿部昌和港湾課長 この広域連携クルーズプロ

モーションで、平成30年度に１社のキーパーソン

を招請しておりまして、ちょっとまだ船社等は公

表できないのですけれども、今後入港する見込み

となっているところです。 

〇永本浩子委員 見込みが少し見えてきていると

いうことで、多分こちらのほうが大型客船の受け

入れを誘致しようとしているのではないかと思う

のですけれども、先ほども14万トン以下なら大丈

夫というお墨つきをいただいたということで、こ

の事業を通して大型客船の受け入れということを

狙っているのではないかと思うのですけれども、

そういった理解でよろしかったでしょうか。 

〇阿部昌和港湾課長 大型客船も一つの目標とい

うのは、あるのですけれども、先ほど挙げました

「カレドニアンスカイ」のような小型の船につい

ても誘致したいと考えているところです。 

〇永本浩子委員 大型客船も小型のほうも含めて

ということで。小型というか、ある程度のところ

までの客船の受け入れというのはもう大分、網走

のほうも慣れてきてスムーズにできているかと思

いますけれども、以前にも一般質問でも質問させ

ていただきましたけれども、「ダイヤモンドプリン

セス」のような本当の大型が来たときに、ちょっ

と受け入れ体制がなかなか間に合わなくて、

ちょっと余りいい印象を持って帰られていただく

ことができなかったということで、こういったプ

ロモーションをどんどん広げていただくことは大

事なことだと思うのですけれども、一方で受け入

れ体制の検討もぜひということで、私としては前

にお願いしたつもりなのですけれども、そういっ

たところは進んでいるのでしょうか。 

〇阿部昌和港湾課長 網走市単独ではなかなか難

しいところではあるのですけれども、北海道とも

連携をとりながら誘致のほうに努めてまいりまし

て、あと港湾の施設に関しましては大型テントを

購入するなどして、入港時のＣＩＱ対応等にも対

応したいと考えているところです。 

〇永本浩子委員 前回も港湾での、港での受け入

れはすごくスムーズだったということで、その後

の道の駅のほうに移動してからのタクシー、バス

の手配が全く間に合わず、行きたかったところに

も行けず、かなり不満を抱いて帰られた方が多

かったということで、そのことで私も一般質問

で、観光とも連携をとりながらぜひ、せっかく来

ていただいても、せっかく苦労して誘致をしたと

しても、網走に来たらタクシーも乗れず、バスに

も乗れず、本当によくなかったというような内容

の印象をもって帰られてしまっては、次にまた来

ていただくこともなかなかかなわなくなってしま

いますし、またそういった内容がＳＮＳ等で拡散

されると、本当に網走に対するイメージも下がっ

てしまうということで、そういった観光とも連携

した受け入れ体制の構築ということをお願いした

つもりだったのですけれども、そういった点が今

どのようになっているのかということをちょっと

お聞きしたかったのですが。 

〇石川裕将建設港湾部長 一番のネックといいま

すか、二次交通の問題が大きな問題だったという

ふうに我々も捉えておりまして、実はそういうと

ころ、なかなかバスとかタクシーの調整というの

は、網走市内で数は限られていますので、なかな

かほかの地域との調整がなかなかできないという

ところは先ほど課長のほうから申し上げましたけ

れども、そういう広域的な調整という点で考えま

すと、ことし北海道のほうでクルーズ誘致方針と

いうものを策定をする予定となっておりまして、

この計画の中で北海道が主体となって、そういう

二次交通の広域的な調整とかをやっていただける

ような方向に今進んでおりますので、そういうと

ころから言うと今後、広域的な調整というのはス

ムーズにやっていけるのではないかなというふう

に思っています。 

〇永本浩子委員 そういった形で、少しでもよく

なっていっていただければと思っております。 

 そしてまた前回のときも言わせていただいたの

が、結局この外国客船の場合に、事前に入ってく

る情報量が非常に少ないということが、私も網走

バスも網走ハイヤー、北交ハイヤー全部回らせて
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いただいて、担当者の方からいろいろお話を聞か

せていただいたときに、もうちょっと早く情報が

的確に入っていれば手配できる部分もかなりあっ

たというお話も聞きましたし、そしてまた通訳の

方が港のお出迎えをしていただいて、そこでは30

名という、ボランティアも含めた通訳の方に活躍

していただいて、とても受け入れはスムーズだっ

たけれども、今度道の駅に移動したときには、そ

の通訳の方たちが一緒に移動したわけではなく、

ここの道の駅のところで通訳の手も足りず、さら

に混乱を大きくしてしまったということで、そう

いったところの連携というか、港湾は港湾で終わ

り、市内に入ったらこっちは関係ないというやり

方ではなく、本当に一つの客船誘致の成功させる

プロジェクトではないですけれども、そういった

形で対応策をきちんとつくっていくということが

大事なのではないかなと思っているのですけれど

も、その点はいかがでしょうか。 

〇石川裕将建築港湾部長 おっしゃるとおり、そ

の受け入れ体制で連携がうまくいかない、それは

おっしゃっていたように、なかなか事前の情報が

入ってこないというようなところが非常に問題に

なるかと思います。客船が入ってくるときに船社

さんあり、代理店さんあり、いろいろな方が携

わっていまして、そこそこでそんなふうによって

いろいろ担当が分かれていまして、そういうとこ

ろでなかなか情報が取りにくいということがござ

います。 

 先ほど申しました北海道が主体となって情報、

そういうことを一元化するような体制ができれば

そういうこともなくなっていくのではないかと

思っていまして、北海道が主体でやっていただく

ような体制ができることに期待して、今後そうい

うところも改善されていくのではないかと思って

おります。 

〇永本浩子委員 せっかくこういった形で連携を

しながらプロモーション活動もやっていますし、

道もそういったところに目を向けて、しっかりと

対策を練っていくという姿勢になってくれている

ということで期待したいところだと思います。 

 やはり担当の方に聞くと、日本の船籍のときは

すごくその前の打ち合わせがうまくいくのでやり

やすいということなのですけれども、外国客船の

場合、網走に寄る前に寄った寄港地の自治体に聞

くしかないのではないかという話も出たりしたも

のですから、こういった形で連携してプロモー

ションの段階から、道内のほかの釧路ですとか苫

小牧なのか稚内かわかりませんけれども、せっか

くそういったところと連携してこのプロモーショ

ン活動をやっているわけなので、そういった情報

の獲得というところでも、事前寄港地の自治体の

担当の方とどういう状況だったのか、何人くらい

の人が乗っていたのかとか、どういう客層の人た

ちだったのかというところの情報などを得られる

ような体制も、この広域連携のプロモーション活

動の中でつくっていこうという意識をもってそう

いったものもやっていっていただければと思いま

すけれどもいかがでしょうか。 

〇石川裕将建築港湾部長 広域プロモーションを

通じて情報交換するということも一つあるのです

けれども、もう一つは北海道運輸局が主体となっ

て、北海道のクルーズ振興協議会というところも

ございまして、そこで定期的に意見交換なども

やっているものですから、そういう場を活用しま

して連携を密にするといいますか、情報をいただ

けるような、そういうことを図っていきたいなと

いうふうに思っています。 

〇永本浩子委員 ではそういった形で、道のほう

とも連携をとりながら、少しでもいい形のクルー

ズ船の誘致をしていただければと思います。 

 次に港観光交流センター魅力向上の検討事業な

のですけれども、先ほどいろいろと質疑もありま

したが、私のほうからはちょっと１点だけなので

すけれども、ある方から道の駅のトイレが非常に

汚れていたというお話を聞いて、私も道の駅は以

前もトイレがきれいなことでかなり上位のランキ

ングを得ていたと思っていたのでびっくりして、

自分も実際行ってみました。でも行ってみたとき

はやはりきれいだったのですね。 

 やっぱりよく聞いてみると、大きな観光客の団

体が使った後が、かなり使い方がよくない場合が

多いようで、定期的にきちんとお掃除も清掃も

入っていただいているようなのですけれども、そ

ういった後に入った方にそういう印象を持たせて

しまうというのはちょっと残念なことだなと思い

まして、その定時で入る清掃にプラスして、その

大型の団体客とかの人たちが入った後は、一度点

検をして、必要ならば定時ではなくても１回清掃

に入っていただくというような、そういった対応

というのはできないものなのかなと思ったのです

けれども、この点はいかがでしょうか。 

〇阿部昌和港湾課長 トイレが汚れているという
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のは聞くこともあるのですが、施設のほうとして

も入館状況等を確認しながら、また表示等で防げ

ることであれば多言語の表示をするなり、今後対

応していきたいと考えております。 

〇永本浩子委員 毎回毎回というわけでは多分な

いのだと思うのです。私が見に行ったときもきれ

いでしたし。ただ、やっぱり本当に使い方が、

ちょっとびっくりするような使い方もされていた

というお声もいただきましたので、せっかく魅力

向上ということで検討がなされるという新規事業

がありましたので、ちょっとそのテーブルにも載

せていただいて工夫していただければと思いま

す。 

 それでは次に、19ページのほうの特別支援教育

支援員の配置についてお聞きしたいと思います。

拡充事業ということで3,204万円の予算計上がなさ

れておりますけれども、具体的な内容についてお

聞きしたいと思います。 

〇大西篤学校教育部次長 特別支援教育支援員の

配置にかかわりまして、特別支援教育支援員の業

務についてですけれども、支援員は学校で支援を

要する児童生徒に対して食事、排せつ、教室移動

の補助など、学校における日常生活の介助を行

なったり、体育や図工、家庭科などで実技を伴う

場面において学習活動上のサポートを行なったり

する業務を担っております。 

〇永本浩子委員 そういった業務を行ってくだ

さっている支援員の方々なのですけれども、今回

この拡充になって、ここには配置時間が拡充に

なったということなのですけれども、具体的には

どういうことになるのでしょうか。 

〇大西篤学校教育部次長 市内の児童生徒数は年

々減少しているところですけれども、特別支援学

級在籍の児童生徒数は増加を続けております。 

 また、通常学級においても学習面の遅れですと

か注意の欠陥、それから多動傾向など、個別に支

援が必要な児童生徒も増えているというような状

況がございます。 

 こうした中で、現行の支援員の勤務時間は午前

８時から午後２時までの勤務時間であることか

ら、学校の５時間目、または６時間目の途中に退

勤しなければならないという状況がございまし

た。 

 こうしたことから、新年度からは特別支援教育

支援員の勤務時間を30分延長しまして、授業の最

後までしっかりサポートを行える体制とし、支援

を充実させることとしたところでございます。 

〇永本浩子委員 今まで途中でというのは知らな

かったので、今回そういった形で時間延長になっ

て、授業が終わる最後までいていただけるという

ことは大変いいことだと思います。そうしていた

だければ、担任の先生等も本当に助かるのではな

いかと思います。  

 改めて確認ですけれども、人数というのは網走

市はこの支援員は何人くらいいらっしゃるので

しょうか。 

〇大西篤学校教育部次長 小学校、中学校合わせ

まして25名の支援員を配置しているところでござ

います。 

〇永本浩子委員 小中合わせて25名ということ

で、この25名という数は、ほかの網走と同規模く

らいの自治体と比べると、人数的には多いので

しょうか、少ないのでしょうか。 

〇大西篤学校教育部次長 ほかの自治体も特別支

援教育の充実に取り組んでいるというふうな情報

は聞いております。 

また、自治体によって名称や雇用形態も異なっ

ておりますことから、比較できる正確な情報を持

ち合わせていないというのが現在の状況でござい

ます。 

〇永本浩子委員 わかりました。 

 25名の方がいていただけるということで、発達

障がい等のお子さんも、これから少子化にはなる

けれども増えて、現実に増えているということ

で、ますますこういった方たちの役割が必要に

なってくるかと思いますので、今後もこういった

方たちにしっかり働いていただきながら、先生が

やりやすい形になることを望みたいと思います。 

 次に、コミュニティスクールの推進事業ですけ

れども、新規に40万円という予算がつきました。

コミュニティスクール、今年度というか30年度も

導入事業という形で少しあったかと思いますけれ

ども、その経過というか、少し教えていただけれ

ばと思います。 

〇大西篤学校教育部次長 コミュニティスクール

の推進に向けた取り組みについてでございます

が、コミュニティスクールには校長、保護者、地

域住民などから構成される学校運営協議会が設け

られます。平成31年度は４中校区の東部地区の３

校で一つの運営協議会。西部地区５中校区の２高

で一つの協議会。そして、呼人小中学校で、全部

で三つの学校運営協議会を設置することとしてお



-203- 

ります。 

 具体的な取り組みの内容につきましては、９年

間でどのような子供たちを育てるのか、地域でど

のような教育を実現していくのかという目標やビ

ジョンを共有し、教育活動における地域の支援、

地域と連携した活動、地域の人材の活用などにつ

いて学校、保護者、地域が意見を出し合いなが

ら、地域の特性を生かした学校づくりや課題解決

に向けた取り組みを行っていくこととしておりま

す。 

 具体的な例としましては、例えば登下校の安全

指導、放課後における学習指導のサポート、家庭

科や図工など、作業が伴う学習の補助、また野菜

の栽培学習の指導など、そういった学校支援が考

えられるというふうに考えているところでござい

ます。 

〇永本浩子委員 今お話を伺って、野菜の栽培学

習の指導とか、そういうふうになると本当にいろ

いろな方が活躍もできますし、地域の皆さんが子

供たちとこう触れ合う場面も非常に多くなって、

とてもすばらしい事業なのではないかと思いま

す。今お聞きした段階ですと、平成31年度で三つ

のコミュニティスクールができ、残りのほうはい

つごろまでにというふうにお考えなのでしょう

か。 

〇大西篤学校教育部次長 平成31年度は三つの学

校運営協議会と御説明したところですが、平成32

年度には残りの全ての学校においても学校運営協

議会が設置できるような取り組みを、31年度にそ

ういう取り組みを進めていきたいと考えていると

ころでございます。 

〇永本浩子委員 ということは、もうこの２年に

わたれば、網走市内の全ての小中学校に関して

は、このコミュニティスクールがスタートできる

ということでよろしかったでしょうか。 

〇大西篤学校教育部次長 はい、そのとおりでご

ざいます。 

〇永本浩子委員 地域ごとによってもさまざま取

り組み方などが違ってくるかと思うのですね。そ

ういった中で、この後コミュニティスクールが少

しでもまたよくなっていくためにも、少し情報交

換のような、そういった場もあると余計いいのか

ななんていうふうに思うのですけれども、そう

いったことは計画の中には入っているのでしょう

か。 

〇大西篤学校教育部次長 31年度の導入校につい

ては、モデルとして始めるというところもござい

ますので、この31年度には各学校の取り組みに関

する情報交換の研修会ですとか、既に導入してい

る自治体から先進的な取り組みを学ぶために、講

師を招いての研修会や説明会、そういったものも

開催したいと考えているところでございます。 

〇永本浩子委員 導入に当たって、いろいろとそ

ういった研修会と、ほかの先進自治体の話を聞く

などということで今お話しいただきましたけれど

も、網走の中でまたこれからスタートしていって

活動していく中で、こちらではこんなこともやっ

てよかったとか、うちのほうはこういうことも考

えているというような、そういう情報交換の場も

ぜひ持っていただければと思いますけれども、そ

の点はいかがですか。 

〇大西篤学校教育部次長 そのような情報交流の

場も研修とあわせて設けていきたいというふうに

考えております。 

〇永本浩子委員 本当にこのコミュニティスクー

ルの事業が成功してくると、子供たちにとっても

いじめの防止とか、今テレビでも本当に悲惨な事

件が相次いで、胸を痛めている方も多いと思いま

すけれども、児童虐待のそういったものの防止に

もつながると思いますし、また地域の方々にとっ

ても子供たちとの触れ合いの場がふえて、そう

いった面でもとてもいい事業だと思っております

けれども、教育関係の方としてはこういった効果

ということでよろしかったのでしょうか。 

〇大西篤学校教育部次長 コミュニティスクール

は学校の取り組みを地域全体で応援する仕組みで

ありまして、学校には校長教職員が入れかわって

も地域が教育活動を支援する体制が継続される、

多くの大人の専門性や地域の力を生かした学習機

会が得られるといった効果を期待しているところ

です。 

 また、地域におきましては学校と地域が一体と

なって地域の担い手となる子供たちを育成してい

こうとする機運が高まる。地域住民と学校の教職

員で、地域の将来や地域の課題解決策について考

えることができる、こういった効果を期待してい

るところでございます。 

〇永本浩子委員 大変いい事業だと私は思ってお

りますので、ぜひいい形で軌道に乗るようにお願

いしたいと思います。 

 続きまして、21ページのラグビーワールドカッ

プキャンプ地受け入れ事業も、何年も前から取り
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組んでいて、いよいよことし、本当に早いなと思

うのですけれども、いよいよということでかなり

大詰めにきているかと思いますけれども、現在の

状況をちょっと教えていただきたいと思います。 

〇岩本博隆社会教育部次長 市民への周知のた

め、30年度に引き続き看板の設置、ポスターの更

新、ＰＲグッズを作成し、それらの設置・配付、

ＦＭあばしりや報道機関、網走のホームページ等

を活用したＰＲにより周知を図っていくこととし

ております。 

 また、代表チームの文化に触れ、理解を深める

ための取り組みとして、フィジーの食文化交流や

フィジー国駐日大使による講演会、代表選手との

交流など、交流事業を計画しております。 

〇永本浩子委員 本当にめったにない機会という

ことで、ぜひ今言ったような食文化のこととか大

使の交流、講演会とか、そういったものを通して

網走市民の皆さんに知っていただければと思いま

す。 

 また、子供たちとの交流ということで、特に子

供たちに超一流の選手との触れ合いの場をもたせ

てあげたいという思いがあるのですけれども、こ

ういった部分はなかなか難しいのでしょうか。 

〇岩本博隆社会教育部次長 今回の合宿に当た

り、公認キャンプ地であるフィジー代表につきま

しては、日本組織委員会のガイドラインにより、

さまざまな制約があります。現段階では約束でき

るものではありませんが、またとない機会となり

ますので、子供たちと触れ合う機会を設けたいと

いうふうに考えております。 

〇永本浩子委員 選手の皆さんは本当にワールド

カップに勝つためにということで合宿地に選んで

いただいて、そこが第一の目的なので、余り無理

なことはお願いできないのは重々承知の上なので

すけれども、本当に子供たちにとって忘れられな

い原点になるような出会いを、触れ合いをもって

いただければと期待しております。 

 また、試合の当日等はフィジーとか日本代表の

試合を、市民の皆さんが１カ所に集まって応援す

るような場というのはつくられることになるので

しょうか。 

〇岩本博隆社会教育部次長 両チーム、両代表の

応援につきましては、札幌ドームなどで実施され

る大会にも出向く予定をしておりますし、市内で

のパブリックビューイングを計画しております。 

〇永本浩子委員 楽しみにして、なかなかチケッ

トが手に入るのも難しいし、札幌まで行ける人も

限られてくると思いますけれども、網走にいて大

画面等を通じて応援できればと思っております。 

 また、このワールドカップが終わった後の交流

というのは何か考えていることはあるのでしょう

か。 

〇岩本博隆社会教育部次長 網走市が公認キャン

プ地として選ばれたということは、網走の名を世

界に発信する機会であります。海外での認知度が

向上するものと期待するところであります。 

 また、万全の体制で受け入れを行い、スポーツ

合宿地としての評価を受けることが、これまで以

上に多くのチームが合宿に来ていただけるものと

なり、さらに網走市の評価が今後の観光や産業の

振興にもつながるものと考えております。 

〇永本浩子委員 誘致できたということで、大き

な効果が網走にもあるかと思い、大変期待すると

ころなのですけれども、また今回来ていただいた

チーム等との終わった後の市民交流的なものとい

うのは可能なのでしょうか。 

〇岩本博隆社会教育部次長 終わった後の交流と

いうことになりますが、代表がまた北海道で合宿

をするというのはかなり厳しいかなというふうに

思っておりますが、実はうちでトップリーグの合

宿をいただくときに、フィジー出身の選手、また

は元代表の選手という方がいらっしゃいまして、

30年度もお二人のフィジー代表の選手に、子供た

ち46名に対してスクールを行っていただいて、非

常にいい形でスクールをやっていただいておりま

す。 

 そのようなことが今後も続けられたらというふ

うに思っております。 

〇永本浩子委員 大変すばらしいことだと思いま

すので、ぜひ続けられるように御努力をお願いし

たいと思います。 

 また、東京オリパラのホストタウン構想推進事

業も、本当にあっという間に来年ということで、

こちらのほうもなかなか連携が取りづらいという

お話を以前聞きましたけれども、どこら辺まで進

んでいるのかちょっと進捗状況を教えていただき

たいと思います。 

〇岩本博隆社会教育部次長 内閣官房が所管して

おります東京オリンピック・パラリンピックホス

トタウン構想事業には、オーストラリアの車椅子

陸上と７人制ラグビー、韓国の陸上長距離が登録

されております。大韓陸上連盟とは、当市での合
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宿について協定を締結しているところでございま

す。 

 ことしはこのほか、オーストラリア、韓国の食

の文化交流などを予定しており、また大韓陸上連

盟の合宿の際は、地元陸上少年団への陸上教室な

どを開催してもらうよう計画しております。 

〇永本浩子委員 かなりいい感じでいろいろな計

画ができていて、大変期待するところです。 

 また、こちらに関しても、こちらからも網走の

食を紹介するような形というのもまたできるとい

いかなと思ったりもしますので、ぜひその辺も検

討していただければと思います。 

 続きまして、日体大の連携スポーツ教室開催事

業についてお聞きしたいと思います。 

 この事業は去年もすばらしい選手が来ていただ

いて、新聞等でも報道されましたけれども、現在

のところどういう流れできているのか教えていた

だきたいと思います。 

〇鈴木聡スポーツ課長 本事業は日体大のスポー

ツの資源を活用、連携しスポーツ選手や指導者の

育成を図ることを目的に実施しているものです。 

 平成29年度につきましては、平成30年１月に日

本体育大学附属高等支援学校の屋内走路におきま

して、日本体育大学の陸上部の水野増彦教授ら３

名の講師をお迎えして、市内の高校生の陸上部員

及び関係者を対象にし、教室を実施したところで

す。  

 平成30年度につきましても同様の計画をしてお

りました。同様に陸上競技を計画しておりました

けれども、ちょうど日体大とそのその関係の協議

をしている最中に、北海道のスポーツ振興課のほ

うから北海道の事業であるスポーツチャレンジ教

室の実施の打診がありました。その北海道の実施

する教室の内容につきましては、日体大連携ス

ポーツ教室と同様の内容となっておりましたこと

から、この北海道の教室を本事業のスポーツ教室

の位置づけとして実施したところでございます。 

 講師につきましてはロンドン五輪、ロンドンオ

リンピックの代表で、陸上の400メートルリレーの

メダリストであります髙平慎士さん。また、サラ

エボオリンピックのスケートの代表の鈴木靖さん

をお招きしまして、小学生を対象にかけっこ教室

を実施いたしました。また、保護者らを対象にし

ましたペアレンツスクールも同時に実施しており

ます。 

 参加者の数につきましては教室が小学生85名。

ペアレンツスクールにつきましては保護者22名の

参加がございました。 

〇永本浩子委員 屋内の直線走路ができたおかげ

で、この髙平選手、オリンピックの選手と子供た

ちが直に触れ合えるというのは、本当に貴重な体

験になったと思いますし、また新聞報道を読んだ

ときも、やはり一流の選手またコーチに指導を受

けたことで、本当にその後の伸びが非常に、指導

してもらえるポイントがやはり違うということ

で、短時間でもそういったところで子供たちのそ

の後の成績が非常に伸びたということも、私も新

聞を読んで、やはり一流の人に触れるということ

が本当に大事なことなのだなということを痛感さ

せられました。去年はまた道のほうも絡んで、そ

ういったすばらしい選手も呼んでいただきまし

て、非常に網走にとってはありがたかったかと思

います。 

 今後の方向性としてはどのようにお考えでしょ

うか。 

〇鈴木聡スポーツ課長 引き続き日体大と協議を

いたしまして、教室の内容につきましても精査し

ながら検討を重ねまして、事業のほうを継続して

まいりたいというふうに考えてございます。 

〇永本浩子委員 日体大が網走に来てくれたこ

と、そしてまた室内の直線走路ができたこと、こ

ういったことも大いに活用しながら、これからも

またすばらしい企画をつくっていっていただきた

いと思います。 

 私の質問は以上で終わらせていただきます。 

〇井戸達也委員長 ここで暫時休憩いたします。 

午後２時26分 休憩 

───────────────────────── 

午後２時36分 再開 

〇井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

質疑を続行します。 

近藤委員。 

〇近藤憲治委員 それでは、私からも幾つか御質

問をさせていただきたいというふうに思います。 

 まずは建設港湾部所管の網走川筋環境整備事業

についてであります。 

 平成31年度分として470万円が計上されておりま

すが、こちらの事業は毎年、継続的に実施をされ

てきたというふうに受けとめております。私ども

の会派、代表質問でも述べさせていただきました

けれども、今後の網走の観光振興のためには、こ
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の網走の川筋、そして網走駅、そして商店街を観

光拠点化していくべきだという見解を持っていま

す。 

 そういった前提から、この網走川筋環境整備事

業というのは極めて重要な事業であるというふう

に認識をしておりますが、この間の進捗状況とこ

の470万円の使途について明らかにしていただきた

いと思います。 

〇立花学都市整備課長 網走川筋環境整備事業に

ついてでございますけれども、当事業につきまし

ては平成28年３月に策定されました網走かわまち

づくり計画に基づきまして、国と連携し、今年度

から工事を実施しているところでございます。 

 現在、網走の網走橋のボックスカルバートの工

事を今年度末までに完成をする予定でありました

けれども、工事開始直後に想定していた土質と異

なったことから、地盤改良が必要となりました。

それにより進捗が遅れている状況でございます。 

 当初、予定しておりました平成32年度事業完了

が、平成34年度完了に２年ほど計画が延びている

状況でございます。 

 市における平成31年度の工事内容につきまして

は、３基の散策路における案内看板の設置と、

ボックスカルバートの付近に１基の照明灯。それ

から散策のための路面標示を予定しているところ

でございます。 

〇近藤憲治委員 ボックスカルバートの工事につ

いては、若干の遅れがあるものの、市は市ででき

ることを進めていくという御答弁だったというふ

うに受けとめさせていただきました。非常に期待

感の強い事業でございますので、また国との事業

の連動性というのもございますので、そこは遺漏

なく進めていっていただきたいというふうに考え

ておりますけれども、今後の見通しについてお示

しいただけますでしょうか。 

〇立花学都市整備課長 先ほど、網走橋のボック

スカルバートの工事について、これにつきまして

は国のほうで整備を進めている事業でございまし

て、そのほかに中央橋のボックスカルバート、散

策路の整備も国のほうで行う予定となっておりま

す。 

 また、大曲公園園地側にあります大曲橋、これ

につきましては取付道路の工事を予定していると

ころでございまして、具体的な年次で申し上げま

すと、国の予定といたしましては、大曲橋と中央

橋の取付道路の工事を平成32年度。それから、中

央橋のボックスカルバートの工事につきましては

平成33年、34年を予定しているところでございま

す。 

 市におきましては、国の工事に合わせまして、

ボックスカルバートの内の照明灯の施設の整備を

行っていく予定でございます。 

〇近藤憲治委員 あわせて、事業としては別建て

になっておりますが、地域としては関連性がござ

います港湾課所管のモヨロ緑地の整備についてお

伺いをいたします。  

 こちら600万円が計上されておりますけれども、

こちらもこれまで継続的に実施をされてきた事業

だと思いますが、この使途と進捗状況を明らかに

していただきたいと思います。 

〇阿部昌和港湾課長 緑地整備事業の進捗状況で

ございますが、本事業は21年度から実施している

事業でございまして、調査設計に始まり、整備と

しては平成23年度から行っております。 

 これまでに駐車場、トイレ、商工施設、横断歩

道橋、緑地園路の整備を実施しておりまして、エ

リア全体の半分程度が完成しております。 

 平成31年度は、引き続き緑地園路の整備を行い

ますが、網走橋のボックスカルバート工事も予定

されていることから、工事エリアが重複しないよ

う北海道開発局と調整を行いながら、影響のない

範囲の緑地工事を予定しているところでありま

す。 

 この工事にかかわりまして、工事範囲が縮小し

たものですから、事業費については800万円が減額

となっているところでございます。 

〇近藤憲治委員 あわせて、こちらの事業は過

去、議論もある中でお示しをいただきましたけれ

ども、捕鯨船が置いてあった場所であることか

ら、網走の捕鯨文化を伝承するような形のモニュ

メントなのか記念碑なのかということでお示しを

いただいた部分もあるかと思うのですけれども、

そちらについてはどのような形になっております

でしょうか。 

〇阿部昌和港湾課長 捕鯨船第一安丸につきまし

ては、平成30年９月19日に解撤が完了いたしまし

て、船体の一部、捕鯨砲、スクリュー、いかり、

操舵輪をモニュメント化し、３月20日に設置完了

となる予定であります。 

 なお、モニュメント設置箇所と網走橋に施工さ

れるボックスカルバートの工事箇所がちょっと隣

接しているものですから、見学者の安全確保が困
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難な状況でありまして、市民の皆様への一般公開

は安全に見学ができる時期に周知をさせていただ

きたいと思います。 

〇近藤憲治委員 今、御答弁いただきましたけれ

ども、工事の兼ね合いもあって、そのモニュメン

トについてはすぐ公開という形にはならないとい

う御答弁だったというふうに思います。 

 イメージとして、これくらいの時期にはという

ものはお持ちでしょうか。 

〇阿部昌和港湾課長 先ほど市民へということで

ちょっと発言したのですけれども、報道機関向け

にというか、３月25日に一時的に公開したいとは

考えております。 

 市民向けには、ボックスカルバートの工事が平

成31年度いっぱいかかる見込みですので、32年度

の一般公開になるかと思います。 

〇近藤憲治委員 全体のスケジュール感を理解さ

せていただきました。 

 続きまして、港観光交流センター魅力向上の検

討についてお伺いいたします。 

 内容につきましては、先ほどの議論で理解をさ

せていただきました。メーンはアンケートの調査

だというふうに承りましたけれども、そのやり取

りを聞きながら感じたのは、インバウンドの入り

込みが増えてきている中でアンケートをとるとい

う具体的な手法の議論なのですけれども、そのイ

ンバウンドからアンケートをとる方法は何かお考

えでしょうか。 

〇阿部昌和港湾課長 アンケートの手法というこ

とでございますが、まずアンケートの対象者とし

ては、道の駅の利用者、観光客、入館者含めてで

すね。それと市民を対象にアンケートをとろうと

考えているところでございます。 

 その際、道の駅の利用者の中には当然、インバ

ウンドの観光客がいらっしゃいますので、そのア

ンケートの内容をインバウンド向けのものをつく

るようなことも、今後考えなければならないなと

考えているところです。 

〇近藤憲治委員 さまざまなお客様が行き交う場

所ですので、たくさんのサンプルを収集できるよ

うに知恵を絞っていただきたいなというふうに思

います。 

 あわせて、この港観光交流センター、市民の皆

さんからすれば道の駅でありますけれども、過去

にも議会、またそれ以外の場所でもさまざまな議

論をいただいてきたというふうに記憶をしており

ます。 

例えば駐車場の広さでありますとか、流氷観光

船が動く時期の物販スペースの問題でありますと

か、あとはその外観が道の駅としてのインパクト

としてどうなのかとか、さまざまな議論があった

というふうに記憶しておりますが、今回の検討と

いうのはこのアンケートのみをベースに検討する

のか、それともこれまでの議論も含めた上で、ア

ンケートの情報も付加して検討するのか、どちら

でしょうか。 

〇阿部昌和港湾課長 アンケートの内容につきま

しては今、委員がおっしゃられたようにこれまで

の経緯ですとか、あと今、市内の先ほど言いまし

たかわまちづくり検討会などの意見も聞きなが

ら、アンケート内容を今後、精査していきたいと

考えております。 

〇近藤憲治委員 私が今お伺いしたかったのは、

そのアンケートの設問は今、御答弁いただいたよ

うな形で詰めていっていただければよいかと思う

のですけれども、これまで道の駅をめぐるさまざ

まな議論も今後の検討の素地として使われるの

か、使われないのかという基本的な考え方を教え

ていただきたいということなのですがいかがです

か。 

〇阿部昌和港湾課長 今までの議論も含めて、今

後の検討材料としたいと考えております。 

〇近藤憲治委員 続きまして、社会教育部にまい

ります。市民会館の改修事業についてお伺いをさ

せていただきます。 

 平成31年度では400万円で大ホール物体吊物設備

の改修工事という形で盛り込まれておりますけれ

ども、過去にも度々議論をさせていただきました

が、その市民会館の稼働率、あわせて耐用年数か

らすると、いつまでこのようないわゆるちょっと

した補修を重ねて使い続けるのか。どのタイミン

グでこの施設は新しくしようという判断をするの

か、しないのか含めて、ちょっと全体的な考え方

をお示しいただきたいと思います。 

〇吉村学社会教育課長 市民会館の改修事業に伴

う、市民会館の今後の考え方についてということ

でございますけれども、今回まず市民会館の改修

の内容につきましては、大ホール舞台の設備の改

修ということになります。舞台には生演奏など

で、音響効果を上げるための舞台反響板というも

のが取りつけられておりまして、それは吊物設備

と呼ばれて、ワイヤー、滑車などでつり下げてい
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るような状態でございます。 

 今回、それを更新ということで、工事に係る費

用400万円を計上いたしました。 

 市民会館につきまして、昨年度の大ホールの利

用状況でいきますと、30年度は27件の大きな公

演、コンサートなどがございました。前年度と比

較いたしますと、29年度は北の桜守上映会など、

周年の吹奏楽演奏会など、周年、大きな公演など

が重なった年でもありましたので、30年度より多

い38件の公演、コンサートが大ホールで使われて

利用されたところでございます。 

 そして、そのほか吹奏楽の定時練習などを含め

ますと74件が年間使われたというようなところで

ございます。 

 市民会館は御承知のとおり、昭和43年に建築、

開館したところで、50年余り経過をしている建物

でございます。コンクリート建物ですので、耐用

年数でいくと、耐用年数の残りは10年余りという

ことにはなりますが、利用に最低限必要な大ホー

ルの整備など、安全性を優先して改修をしなが

ら、できるだけ使用していきたいと考えていると

ころでございます。 

 また、古い建物で快適性という面では、御利用

の方に御不便をおかけするような部分はあるとは

思いますが、大ホールの使用自体は特段、支障が

ないものと考えておりますので、今後も必要な改

修を行いながら管理・運営をしていくというよう

な考えでいるところでございます。 

〇近藤憲治委員 今後も必要な改修を続けなが

ら、耐用年数から逆算すると10年程度という御答

弁だったというふうに思いますけれども、今回計

上されているこの改修で、全てを改修し切れてい

るというふうには受けとめておりませんで、きっ

とまだ改修しなければならない部分は多々ある中

での優先順位づけでこの改修ということになった

と思いますが、今の御答弁からすると今後10年程

度使い続けるにしても、この程度の改修が毎年と

は言わないまでも続くであろうという見通しでよ

ろしいですか。 

〇吉村学社会教育課長 建物の壁体等に係る補修

については、緊急的に修繕が必要かどうかの判断

を迫られるようなことも懸念されますが、市民会

館の中で今、一番必要とされているのは大ホール

というようなことと考えますので、大ホールの中

で通常どおりのコンサート、公演が行われること

ができる改修を考えているところでございます。 

〇近藤憲治委員 市民会館の今後のあり方につい

ては、また別の場所でも議論させていただきたい

と思います。 

 続きまして、文化財保護の面で、博物館網走監

獄耐震診断補助金100万円が計上されております。 

 こちらにつきましても、これまで継続をされて

きた事業だというふうに考えておりますが、事業

の進捗状況と、現在、市として持っている見解を

お示しいただきたいと思います。 

〇猪股淳一社会教育部長 博物館網走監獄の耐震

診断の関係でございますけれども、これは平成28

年に国の重要文化財に指定されました博物館網走

監獄の建造物に対する耐震診断の費用を補助する

ということで、平成29年度から実施をしておりま

す。 

これまでの取り組みの内容といたしましては、

平成29年度では建物の構造や地盤を調査いたしま

して、敷地全体にわたる耐震強度の診断を行って

おります。 

また、平成30年度、今年度につきましては耐震

実験等を行いまして、建物の具体的な耐震強度の

検査、確認を行ったということでございまして、

31年度が最終年度ということで、31年度につきま

しては、これまで２年間の調査結果をもとに、耐

震化に向けた建物補強案の策定や工事に係る概算

費用の算出、また、それらを取りまとめた報告書

を作成する予定と聞いております。 

市の考えということでございますけれども、こ

れにつきましては、熊本地震によって重要文化財

の被害を受けたということから耐震診断をするよ

うにという文化庁の指導を受けて実施しているも

のでございまして、診断後はそれをどうするかと

いうことになるかと思いますけれども、それにつ

きましてはあくまでも所有者の方の御意向という

ことが主体になります。 

市といたしましては、所有者の方にとりまして

大変大きな費用負担も予想されるということで、

その時点で財団のほうでどのような方法をとられ

るかというのを検討が行われるのではないかなと

いうふうに考えておりますので、市のほうとして

はその時点で、またどのような形で御支援などで

きるかというのを考えていきたいなというふうに

は思っております。 

〇近藤憲治委員 博物館網走監獄は網走の観光に

とってはなくてはならない拠点でありますし、歴

史や文化を伝える大事な場所でもございます。 
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一義的には財団が御判断をされることだとは思

いますが、当然耐震化の補強でございますので費

用負担は大きくなることが想定をされます。そう

いった点では今、部長の御答弁にもありましたけ

れども、しっかりと向き合っていただいて、サ

ポートをしていただければなと思いますけれど

も、改めてお考えをお示しください。 

〇猪股淳一社会教育部長 今、委員のほうからも

お話がありましたように、耐震改修につきまして

は、あくまでも所有者であります財団の御意向と

いうのが中心になります。私どもといたしまして

は、重要文化財という貴重な財産でもありますの

で、それの耐用につきまして、どのような形でサ

ポート、支援ができるのかというのは、財団の意

向が固まった段階で検討していきたいなというふ

うに考えております。 

〇近藤憲治委員 続きまして、ラグビーワールド

カップキャンプ地受け入れについてお伺いをいた

します。 

 先ほど永本委員からも質疑がございましたけれ

ども、まずこの施設整備事業5,829万円と、受け入

れ事業369万円が平成31年度計上されておりますけ

れども、その具体的な中身についてお示しをいた

だきたいと思います。 

〇岩本博隆社会教育部次長 私のほうからは受け

入れについて説明をさせていただきます。 

 当市におけるこれまでの合宿に対する評価が、

今回の代表チームのキャンプ地決定につながった

ものと考えております。網走市は海外チームを受

け入れることができる環境にあると高い評価を受

けたことを、市民の皆さんに知っていただきたい

と思っております。 

 そして、文化交流事業などを通じて、フィジー

という日本から遠く離れた国、日本とは違う文化

や風習、風土を感じてもらうことにより、改めて

網走のよさを感じ、網走が他の国とかかわりなが

ら存在していくということを感じてもらうような

事業にしたいと思っております。 

〇鈴木聡スポーツ課長 私のほうからは、ワール

ドカップの関係のハード、整備関係の内容につき

まして御説明したいと思います。 

 整備内容につきましては、ラグビーワールド

カップ2019の組織委員会の公認キャンプ地のガイ

ドライン及び日本代表チームから求められており

ます双方の条件を満たすために、トレーニング

ルーム及びトレーニング器具、あとチームルーム

等を整備するものでございます。 

 トレーニングルーム及びチームルームにつきま

しては、仮設建設物による整備。トレーニング器

具につきましてはレンタルにより整備することと

してございます。 

〇近藤憲治委員 後段、御答弁いただきました施

設整備事業について、少し深めさせていただきた

いと思いますが、御答弁にありましたようにト

レーニングルーム、チームルームいずれも仮設

で、トレーニングルームに置く器具についてはレ

ンタルという御答弁でございました。 

 過去、委員会でも議論があったかのように記憶

しておりますが、これだけの予算をかけて実施を

するものが、一時的なもので終わってしまうの

が、率直に言ってもったいないのではないかとい

う感覚を持たれる方もいらっしゃるのかなという

ふうに思います。この仮設及びレンタルでなけれ

ばならない理由を改めてお示しください。 

〇鈴木聡スポーツ課長 整備関係を進めて計画し

ていく上で、いろいろな内部的に議論をしてきた

部分がございます。当初のころは仮設ではなく

て、常駐する形ということも検討してきたことは

ございます。常駐した場合には、トレーニング

ルームの設置場所も考えなければならない、設置

する場所については芝生の上になるのかというこ

とも含めて検討しなければならない。そうした場

合に、基礎も相当、地盤の関係もあそこが悪い、

スポトレについては地盤が悪いというような情報

もありますので、そういった杭打ちの工事も必要

になってくる。そうしたものを含めますと、相当

の金額になるというような経済比較も行ったとこ

ろです。 

 常駐によるものの総額と、あとは仮設によるも

のを比較した場合、当然常駐する場合のほうが高

くなりますので、そういった経済比較をすると、

金銭面につきましては仮設のものが優位に立つと

いうような考え方もございました。 

 また、スポーツ合宿をうちのほうでやっており

ますので、翌年以降も合宿において常駐すれば、

トレーニングルームは使われるであるというよう

なことは考えておりますけれども、それが果たし

て冬の間も、そこを利用することがあり得るのか

という内容も検討したところ、なかなか冬の間の

合宿というのは、現状の中では難しいのではない

かというような議論もありまして、夏に限られる

施設に対して、これだけの投資をするのかという
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議論もあったところです。 

 そうした相対的なことを勘案しまして、レンタ

ルによる整備というふうに結論づけたところでご

ざいます。 

 財源措置につきましては、レンタルによる整備

につきましては特別交付税の対象となるというこ

ともございまして、そちらの措置も考えたところ

経済的にもメリットがあるというふうな考え方で

ございます。 

〇近藤憲治委員 検討のプロセスと、また財源面

での特徴については理解をさせていただきまし

た。 

 ただ一方で、このラグビーワールドカップの

キャンプが網走で行われるというのは、この網走

にとって歴史的な出来事でもあるというふうに受

けとめています。仮設だから、レンタルだからと

いう形で全て終わらせてしまうのではなくて、や

はりフィジー代表が網走に来た、日本代表が来た

ということをしっかりと後世に伝えていく形で、

さまざまな要素を活用していく必要があるという

ふうに考えております。 

 ですので、当然キャンプの受け入れとしての整

備という点ではございますが、そこは少し工夫を

していただいて、キャンプに来たチームの物語を

後世に伝えられるような取り組みを考えてみてい

ただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

〇岩本博隆社会教育部次長 両チームのキャンプ

の様子や写真、できればユニホームなどの提供を

いただくなど、可能な範囲で後々に残るものを残

していきたいというふうに思っております。 

 また、現在もありますが、総合体育館ロビーに

そのようなものを展示して、記録的なものを残し

ていきたいというふうに考えております。 

〇近藤憲治委員 あわせて、このキャンプの受け

入れというのは、先ほど次長の答弁にもありまし

たが、網走が世界の中での存在感を示すチャンス

になるというふうに考えております。 

 そういった意味で市民の皆さんに「世界の中の

網走」というのを実感していただく機会にもなる

というふうに考えておりますけれども、そういっ

た部分での市民の意識変革に働きかけるような、

このラグビーワールドカップのキャンプと連動さ

せる施策についてのお考えがあればお示しくださ

い。 

〇岩本博隆社会教育部次長 当市にしてみました

ら、初めて団体の外国チームが来るということ

で、非常に光栄なことだと思っております。 

先ほどから何回か触れておりますが文化交流、

それから食の交流、さらにはガイドラインにより

ましてチームの理解というのが必要になりますけ

れども、スタッフ、選手と地元の方が触れ合う授

業というものも今後交渉していきたいと思います

ので、そういうものが今、委員が言われたような

形でのつながりや意識の高揚というものにつな

がっていければというふうに思っております。 

〇近藤憲治委員 続きまして、東京オリパラホス

トタウン構想推進事業についてもお伺いをさせて

いただきます。 

 こちらについても、ラグビーのワールドカップ

キャンプ地受け入れと同じ発想であります、私と

しては。 

やはり後に何を残すのかというところが視点と

して極めて重要だろうというふうに考えておりま

す。このホストタウンとして網走が役割を果たし

たことによって、網走の将来のまちづくりに、や

はり大きなインパクトを残していくという考え方

での事業構築が必要であろうというふうに考えて

おりますけれども、この中には合宿の誘致、さら

には市民の交流ということが考えられているよう

ですが、それは結果的に網走に何を残すというふ

うにお考えかお示しいただきたいと思います。 

〇岩本博隆社会教育部次長 東京オリンピック・

パラリンピックホストタウン構想事業につきまし

ては、オーストラリアの車椅子陸上競技、７人制

ラグビーと韓国陸上長距離が内閣官房から認定を

受けております。大韓陸上連盟とは昨年に協定を

締結し、東京オリンピックまでの当市での合宿の

ほか、文化交流についても行うこととなっており

ます。  

 また、来年度については韓国、オーストラリア

の文化交流などの事業も計画しておりますので、

そのような取り組みにより市民の方々の思い出に

残る事業としていきたいと考えております。 

〇近藤憲治委員 続きまして、総合体育館の照明

についてお伺いをさせていただきます。 

 午前中に小田部委員も質疑をされておりました

ので、状況については大方理解をさせていただき

ましたけれども、やはり御答弁の中でもあったよ

うに、平均として500ルクスを維持できているとい

う状況だと思います。平均ということは、500ルク

スに満たない部分もあるし、少し超えている部分

もあるという状況であるのかどうかお示しいただ
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きたいと思います。 

〇鈴木聡スポーツ課長 先ほど平均値という数字

をお示しさせていただきました。委員おっしゃい

ましたように各箇所の数値はいかがかというよう

な御質問かと思います。 

 アリーナの中で、全部で９カ所測定してござい

ます。そのうち、最高値となりましたのが600ルク

ス、最低値が460ルクスというような数値を計測し

てございます。 

〇近藤憲治委員 つまり500ルクスを割り込んでい

る箇所も存在してしまっているという御答弁だっ

たかというふうに思います。 

 ぜひ、この総合体育館、稼働率から考えても、

市民の皆さんの利用も大変多く、また先ほど大会

の開催に当たっての基準値ということで議論があ

りましたが、やはり市民の皆さんに心地よく使っ

ていただくという前提での施設整備が必要だろう

というふうに考えております。 

 市長の市政執行の中にもスポーツについては、

「競技スポーツはもとより、生涯にわたり気軽に

スポーツに親しみ、健康の維持増進が効果的に図

られるよう環境整備を行ってまいります」と述べ

られておりますし、教育長の教育行政執行の中に

も、「生涯にわたり、スポーツに親しむことができ

る環境づくりが求められております。このため、

各種スポーツ教室を初め、高齢者を対象とした通

年型の教室、子供とその親を対象とした事業の実

施等、スポーツへの参加機会を提供するととも

に、市民の豊かなスポーツライフの実現を目指し

てまいります」と述べられております。  

 この前提に立つとすれば、この照明の問題とい

うのは当然、財源の措置とかクリアしなければな

らない問題は多々ございますけれども、何とか解

決をしていくという、まず意思を持つことが必要

だと思いますがいかがでしょうか。 

〇鈴木聡スポーツ課長 市の限られた財源の中で

施設整備をしていくことになると思いますけれど

も、今委員のおっしゃいましたとおり、大会等で

暗いというようなお声も聞いておりますので、可

能な限り対応できればというふうに考えてはおり

ます。 

〇近藤憲治委員 今御答弁で「大会に対して」と

いうことなのですけれども、私が今、申し述べた

のは市民の利用、心地よく使っていただくために

もというニュアンスも込めているのですけれど

も、そのあたりの認識はいかがですか。 

〇鈴木聡スポーツ課長 今アリーナで利用されて

いる方の利用される内容としましては、ウォーキ

ングをされておりますとか、バドミントンをやっ

ている方とか、いろいろな種目で利用されている

というのが実態でございます。 

 ウォーキング等につきましては、さほど明る

い、マックスの明かりが必要かというと、そうで

もないケースもあるのかなと思っておりますの

で、ランニングコストのことを考えますと、でき

る限り許される範囲の中で節電のほうは努めてい

るところでございます。 

 ただ、今快適にスポーツということのお話があ

りましたので、可能な限り対応できればというふ

うには思っております。 

〇近藤憲治委員 可能な限り対応するという御答

弁をいただきました。 

私どもも当然、市の財源の問題もありますの

で、さまざまな知恵を絞ってこの問題解決に向け

て取り組んでまいりたいというふうに思います。 

 あわせて、ボートの艇庫の老朽化についてお伺

いをいたします。 

 大曲に競技ボートの艇庫がございます。網走市

はかつてから網走湖に良好なコースが設置をでき

るという環境面のよさから、競技ボートの有名な

選手といいますか、ハイレベルな選手がたくさん

排出されてきたというふうに受けとめておりま

す。  

 そういった競技の歴史からしますと、やはり競

技ボートの振興に網走市としてもさまざまな形で

コミットしていく必要があるだろうというふうに

考えておりますが、このボートの艇庫の老朽化に

ついて、現状をどの程度認識されているのかお伺

いをいたします。 

〇岩本博隆社会教育部次長 艇庫につきまして

は、網走ボート協会の所有というふうに認識をし

ております。昭和62年に全国の高校総体、平成元

年にハマナス国体が開催されまして、その際は埋

め立ての競技場の横に艇庫、船の置き場をつくっ

てということで大会を開催しましたが、記憶では

その際に今ある大曲の艇庫もかなり整備をして、

その後の船を入れる格納庫ということであったか

というふうに認識しておりまして、それから30年

ほどたっておりますので、かなり老朽が進んでい

るというふうに判断をしております。 

〇近藤憲治委員 ボート協会もこの老朽化につい

ては何とかしたいなという見解をお持ちだという
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ふうに承っております。当然、当事者であるボー

ト協会の自助努力も必要だとはいうふうに思いま

すけれども、一方でスポーツの振興に力を入れて

いくという方向感を持っている当市でございます

ので、そういった部分は積極的に協会に向き合っ

ていただいて、さまざまな形で議論を進めていた

だきたいと思いますがいかがでしょうか。 

〇岩本博隆社会教育部次長 ボート競技における

艇の保管場所について、協会等と関係者と協議を

してまいりたいと思っております。 

〇近藤憲治委員 終わります。 

〇井戸達也委員長 次、松浦委員。 

〇松浦敏司委員 まず最初に土木の関係で質問し

たいと思いますが、既に他の委員も質問しており

ます市道の改修の新規の１億円の関係であります

が、道路整備事業を見ると昨年度は２億4,883万

円、今年度は３億3,311万円ということで、8,428

万円の増額となっております。前年度よりふえた

事業や減った事業がありまして、トータルとして

は増額となっていると。 

 そんな中で、この新規事業として市道の改修事

業というふうになっているのですが、昨年まで生

活道路ということでなっていた事業名がなくなっ

ているということなので、その辺の関係といいま

すか、その部分についてまず伺いたいと思いま

す。 

〇立花学都市整備課長 31年度の道路事業につき

まして、平成30年度まで行っておりました生活道

路、私用地が所有されている一般的な生活道路と

言われている道路なのですけれども、その事業に

つきましては90％を超える整備率で、現在は整備

が終わっている状況でございます。 

 生活道路、まだ１路線、２路線残っているので

すけれども、市道整備事業の中で緊急性等を考慮

しながら、整備については100％を目指しながら進

めていきたいというふうに考えているところであ

ります。 

〇松浦敏司委員 わかりました。 

 それで、次にこの事業、先ほどの議論の中でも

国の社会保障整備云々という事業に合わせてとい

うことだったかと思うのですが、これは国の補助

というのは何割あるのか伺います。 

〇立花学都市整備課長 市道整備事業は今回新規

に行う事業なのですが、市道改修事業につきまし

ては社会資本総合交付金事業の国の交付金を活用

するのではなくて、公共施設等適正管理の起債を

使った公的債と言われている起債を充てるという

ことで活用を考えております。 

 実際に、起債としては90％の借り入れができる

のですが、バックが30％戻ってくるというもので

ございます。 

〇松浦敏司委員 その辺わかりました。 

 それで、この事業では何路線をやるのか。そし

て、延長で言えばおよそどのくらいか、もしわか

れば伺います。 

〇井戸達也委員長 暫時休憩いたします。 

午後３時21分 休憩 

───────────────────────── 

午後３時31分 再開 

〇井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開しま

す。 

松浦委員の質疑の答弁に対する答弁から。 

〇水谷洋一市長 この市道改修事業の、そもそも

この事業がつけられた大きな理由といいますか、

大きな考え方としては、私たち毎年住民懇談会を

させていただいております。住民懇談会の多く

が、市道の改修を何とかしてくれというのが、本

当に大半を占めていると言っていいくらいの実は

要望があります。 

 ところが予算の確保、またその財源措置を考え

るとなかなか進めることができなかったというの

が現状だと思います。住宅地における側溝である

とか、路面の安全性だとか、そうした問題が地域

においては大変な課題になっておりまして、私た

ちに要望が来ている。しかし、財源がなかなかな

いということで今回、公適債の活用であったりと

いうようなこともできるものですから、こうした

ことを一つの枠として、老朽化が進行している道

路整備の長寿命化を図るために舗装の修繕、凍上

や破損している排水の改修、計画を実施したい

と、こういうことでさせていただきました。 

 箇所につきましては、当初御説明を申し上げて

いる事業資料の御説明の中にもありますが、雪解

けになってまだ悪くなっているところもあるかも

しれませんので、ここは安全性と緊急性を勘案し

ながら、原課のほうでそれぞれ対応させていただ

ければと、このように思います。 

 御質問については今、原課のほうから答弁をさ

せていただきたいと、このように思います。 

〇立花学都市整備課長 市道整備事業、市道改修

事業につきましては、今の市長の答弁のとおり、

ここ31年度からは公適債という起債を活用して、
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その老朽化対策に対応すべく行っていく事業でご

ざいます。 

 さきに当初予算の主要事業の中での資料の中

で、市道改修事業における予定箇所という位置づ

けの中で、舗装の修繕であれば錦町地区１路線ほ

か３路線、排水改修におきましては駒場地区１路

線ほか１路線、ロードヒーティング改修におきま

しては駒場地区１カ所ということで、公適債の事

業に乗るために、昨年の地域の要望であるとか老

朽化の状況、それから緊急性などを考慮した上

で、ここの箇所につきまして、箇所づけの位置づ

けにはしているところでございます。 

 ただ、雪解け後に緊急性であるとか安全性が確

保できないような路線が出てきた場合に、これに

加えて対応していくということを考えておりまし

て、具体的な延長については変更がございますの

で、差し控えさせていただきます。 

〇松浦敏司委員 わかりました。 

 生活道路の関係で言うと、私の記憶で言うと大

場前市長の時代になかなか所有者がわかっていて

も、あるいはわからなかったりするところもあっ

たりしたところについても、市が必要であればそ

れを舗装すると、当然許可は得るのですけれど

も、そんなようなことで相当進めてきたという歴

史もあったというふうに思います。 

 いずれにしても今、市長や原課からお話があり

ましたように、ぜひその優先度に応じてやる必要

があると。以前の舗装のあり方についても相当急

いでやって、できるだけ安価な形でということが

あって、それが年数がたってくると、特に駒場な

どは10年度地域ですから、もう相当でこぼこがで

きているというようなことも現状があるというこ

とでありますが、とにかくこの事業についてはわ

かりました。 

 次に移ります。 

 市道等の除雪についてということであります。 

 ここに書かれていますけれども、冬季間の市民

の暮らしと交通を確保するため、市道589.5キロの

うち420.7キロと、市道以外にも道路の46.9キロを

除雪を行いますということで、大変重要な仕事で

あります。同時に、これだけ市民に直接かかわる

道路を除雪するということは、それなりにやっぱ

り市民からの多くの要望も出てくるというのも実

際でありまして、私も昨年11月にアンケートを

行った中で、２番目に市政や議会で取り上げてほ

しい課題は何ですかとなると２番目でした。それ

も数票差で２番目というようなことでありまし

た。それだけ大変な仕事だというふうに思ってお

ります。 

特にことしは、比較的降雪が少なかったわけで

ありますけれども、除雪に対する苦情が依然とし

て多いように感じます。総務経済委員会でも私も

申し上げましたけれども、できるだけ丁寧な除雪

をするように指導してほしいと。とりわけ全面的

に民営化したということで、市民もやっぱり非常

に不安も持っているのだろうというふうに思いま

す。その点では、市民に対しても丁寧な説明も必

要だと思うのですが、改めてこの除雪に対する考

え方を伺いたいと思います。 

〇高橋勉都市管理課長 ただいまの御質問、改め

ての除雪に対する市の考え方ということでござい

ますが、まず第一に市の除雪の最大限の目的につ

きましては、まず道路の除雪につきましては道路

の交通を確保するというのが最優先ということに

は変わりございません。 

 また、これまでも市の広報紙などで理解を求め

てお願いをしておりますが、住宅の間口付近につ

いてはそれぞれで御対応いただくよう求めている

ところでございます。 

 除雪の基本的な考え方は今、申し上げたとおり

ですが、今後においても様々な手法を検討してな

がら、全力で除雪に取り組んでいきたいと考えて

おります。 

〇松浦敏司委員 その点はわかりました。 

 そこで改めて伺うわけですが、苦情として一番

多いものはどういった内容のものが多いのでしょ

うか。 

〇高橋勉都市管理課長 市民から市のほうに寄せ

られる除雪に対しての要望ですとか苦情のものに

ついて、一番多いものは、やはり住宅ですとか車

庫の間口の除雪に対してのもので、全体の除雪に

対しての要望、苦情の中の約８割程度を占めてい

る状況でございます。 

〇松浦敏司委員 私たちもよく市民から苦情とし

て出るのが、やはり間口の雪の塊です。 

 高齢化率がこの網走ももう30％を超え、私も高

齢者の仲間入りをしています。やはり私の町内を

見ても、除雪の主流は70代後半から80代中盤くら

いまでの、この人たちが住宅地の除雪の主流と

なっているというのが現実です。 

やはり、その中で苦情として多いのは、やっぱ

り間口にふつうの雪ならいいのですけれども、こ
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としのような年であればまだ比較的対応できるの

ですけれども、その年によっては相当湿った雪の

塊があると、これはもう高齢者にとっては大変な

重労働で、こういうときがもう大変な苦情とし

て、私のところにも来たりしております。 

 こういう状況であるからこそ、やはりこの住宅

前の間口に置いていかれる雪をどうするかという

のを、やはりいま一度真剣に考えなければならな

いのではないかというふうに思うのですけれど

も、先ほど間口についてはそれぞれがというふう

に言われましたけれども、しかしそのそれぞれが

というところが、これまでとはやはり相当違って

きて、この高齢者に対する対応をどうするか、こ

こが非常に今、切実な問題になっているのだとい

うふうに思うのですが、その辺でのお考えを伺い

ます。 

〇高橋勉都市管理課長 私を初め、担当課の職

員、先ほども全体の８割の除雪への要望、苦情を

受けておりまして、職員一同そのことは重々承知

しているつもりではおります。 

 ただ、道路除雪、先ほども申し上げたとおり、

道路交通を確保するというのが道路の除雪を担う

私どもの仕事ということで考えておりまして、や

はりこれは代表質問の中での答弁にもさせていた

だいた内容ですが、高齢者で除雪負担の大きい、

そういった高齢者世帯などにつきましては、健康

福祉部サイドで実施しています高齢者除雪サービ

スをこれまで同様に御活用いただければと思いま

す。 

〇松浦敏司委員 それは一つの方法としては当然

あるのだろうというふうに思います。 

 ただ、そうは言ってもなかなか手も回らないと

いうような状況もあるようにも聞いていますし、

やはり私は以前も申し上げたのですけれども、こ

の高齢者の住宅前に対する対応として、やはり自

治体によってはその間口に置いていった雪の塊

を、作業員がその後を追うようにして、その塊を

トラックに積み込むというようなこともやってい

るというふうな、たしか紋別あたりがやっている

ような話も私は聞いたわけですけれども、そう

いった方法もできないのかどうか。 

例えば季節労働者、今は大分減りましたけれど

も、そういった人たちの力も借りながら、そうい

う対応を考える必要があるのではないかと私は思

うのですが、この点について今後どうしていくか

という点で、これだけ高齢化が来て、さらにまた

高齢化が進みます。団塊の世代はまだまだ元気に

していますけれども、さらに進んだときにどうし

ていくかということを、今すぐ対応できないにし

ても、今後どうしていくかという点で検討する必

要があるのではないかというふうに思うので、そ

の辺伺いたいと思います。 

〇高橋勉都市管理課長 高齢者世帯への間口の除

雪の関係で、他の自治体ではというようなお話が

ございました。 

 私のほうでも実際にどうなのかという検証は

行っていないのですが、私のほうでもそのような

お話は聞いたことがあります。 

 ただ、いずれにしても近隣のまちでも始めたと

いう部分は聞いてはおりますけれども、いかんせ

んその成果等がまだ出ていないと。一部聞いた部

分によりますと、試験で始めたけれどもなかなか

うまくいかなくて、やはり従来どおりの方法に戻

しましたというようなことも聞いておりますの

で、そういったものも含めて課題としては十分認

識はさせていただいておりますし、今後について

も研究が必要かなとは考えておりますが、現時点

では先ほど申し上げた答弁の繰り返しになります

が、高齢者除雪サービスを御利用いただきたいと

考えます。 

〇松浦敏司委員 とりあえずそういうことは原課

の考え方としてはわかりましたが、ただこれだけ

では問題は解決しないということであります。 

 去年、道新か何かで出ていましたけれども、北

見市あたりでは地域の町内会として、雪の行き場

のない、これをどうするかという点では、その雪

を移動させるということで、それは公園に移動を

するというようなことも、実は町内会と市との関

係で合意をして、そういうところでは除雪とかで

はなくて雪を移動するという考え方で取り組んで

いるという話も、実は道新で出ておりました。 

 そういったものも含めて、いろいろな手法を考

えながら、高齢者ができるだけ苦労が少ないよう

な形の除雪のあり方というのを、今後考えていく

必要があるのではないかということをお伝えした

いと思います。 

 次に移ります。 

 住環境改善補助金、これはことしも1,000万円で

す。まず最初に、この制度ができてからの予算額

と決算額について伺います。 

〇小原功建築課長 本制度は平成28年度から実施

をしておりますが、平成28年度の当初予算額は
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1,000万円、決算額につきましては申請件数が106

件で976万円でありました。 

 平成29年度の予算額は1,000万円で、決算額は申

請件数114件で1,058万4,000円となっております。 

 本年度につきましては、昨日現在の実績でござ

いますが、当初予算は1,000万円、その後本年度利

用が好調なこともありまして、補正予算を第４回

定例会において上程し、計上させていただきまし

たが、総額で現在1,800万円の予算を持っていると

ころであります。 

 今、現時点での実績につきましては119件の申し

込みがあり、補助額は約1,600万円となっておりま

す。 

〇松浦敏司委員 非常に順調に進んでいるなとい

うふうに思っています。 

 そこで伺いますけれども、この制度は非常に経

済波及効果が大きいというふうにも全国的にも言

われておりますが、当市における経済波及効果と

いうのはどのように認識しているか伺います。 

〇小原功建築課長 経済波及効果についてでござ

いますが、先ほども御答弁いたしましたが、現在

のところ191件の申請があり、補助額1,594万5,000

円、昨日現在ですが、この申請に対し、受付時の

工事契約額は約２億3,200万円となっておりまし

て、また一般的に費用対効果につきましては工事

費の1.5倍とされていることから、およそですが３

億4,700万円の経済波及効果があったものと考えて

おります。 

〇松浦敏司委員 経済波及効果も高いということ

であります。 

 そこでちょっと気になったのが、ことし平成31

年度の予算を見ると、相変わらず1,000万円という

ことで、随分消極的だなというふうに私は理解し

て、せっかくこれだけ、平成30年度で言えば1,800

万円の補正を組んでまでやったというのであれ

ば、なぜことしまた1,000万円なのかと、この辺が

理解できないのですが、原課としての考え方につ

いて伺います。 

〇小原功建築課長 先ほども申し上げましたが平

成28年度、平成29年度につきましては予算額、決

算額およそ1,000万円ということでありました。平

成30年度、本年度につきましては、この間の事業

周知などの効果もありまして、一時的な申請増に

つながったというふうに考えております。申請件

数につきましては月別にも集計をしております

が、平成30年度においては６月から10月にかけて

の申請が昨年度を上回りまして、10月には申請件

数が昨年度の10件に対しまして34件になったこと

などから、第４回定例会において補正予算を上程

させていただいたところであります。 

 しかしながら、考え方の一つといたしまして

は、もともとそのリフォームをされたいと、そう

いうお考えだった方が、この間の周知などや事業

者がリフォームのフェアなどを開催しておられま

すので、その際に集中して事業がなされたことも

考えられるところであります。 

 実際、11月以降につきましては、現在までに例

年と大差のない申請件数の状況でありますから、

本年度予算においては1,000万円を計上したところ

であります。 

〇松浦敏司委員 そうすると、ことしは年度の前

半で言えば、平成30年度のような形にはいかない

だろうという予想を立てた結果、ことしも1,000万

円でいこうということになったというふうに受け

とめました。 

 たしかにそういう部分はあるかもしれません。

なぜなら消費税が10％というのがことし10月から

実施されるということになれば、ただ、そういう

点からすると、逆にその前にやっておこうとい

う、駆け込みというようなことも逆にある可能性

もあるというふうに思います。 

 ただ、いずれにしても、これは原課としても今

後、当初予定したよりこの1,000万円を超えるよう

なことがあれば当然、その時点で補正を組むとい

うふうに考えてよろしいですか。 

〇小原功建築課長 本年度は補正予算で対応させ

ていただいたところでありますが、次年度、31年

度につきましてはそうした申請状況なども加味し

まして検討をしたいというふうに考えておりま

す。 

〇松浦敏司委員 予算ですから、あくまでもとり

あえずこの点でこの部分については終わりにした

いというふうに思います。 

 次に教育費についてであります。 

 コミュニティスクール推進事業については、他

の委員も質問をして、相当理解は深まったわけで

すが、一つは中学校区単位でこの組織といいます

か、つくるというお話でありました。それはそれ

で理解したのですが、ではその先ほど運営に当

たっては校長先生とか、あるいはＰＴＡとか、そ

ういったいろいろな人たちが集まってということ

なのですが、その辺具体的に、例えばその責任者
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は一体誰なのかという点。その辺ちょっとわから

ないので、その点伺いたいと思います。 

〇大西篤学校教育部次長 学校運営協議会の委員

についてでございますけれども、委員は学校運営

協議会設置規則におきまして、在籍する児童、ま

たは生徒の保護者、学校の所在する地域の住民、

学校の運営に資する活動を行う者、校長その他の

教職員から当該学校の校長が推薦し、教育委員会

が任命することとしているところです。 

 委員の人数は10名以内としておりますけれど

も、二つ以上の学校で一つの協議会を設置する場

合には20名以内としております。 

 委員にはＰＴＡ役員や地域の代表の方など、こ

れまでの学校運営に協力をいただいてきた方が推

薦されることを想定しておりまして、その委員に

おきましては学校運営協議会の中で委員長、副委

員長を選任するというような形になっておりま

す。 

〇松浦敏司委員 そうすると互選で選ばれるとい

うふうに理解いたしました。 

 いずれにしても、この学校運営にそういった地

域の人たちがしっかりかかわって、子供たちを守

り、そして学校運営をしっかり進めていくという

点では大事な事業だと思いますので、これには期

待していきたいというふうに思います。 

 次に、南高の定時制の生徒通学手段確保事業と

いうことで、これも他の委員が質問をしておりま

すので一つだけ質問したいのは、対象となる生徒

さんは今のところどれくらいいるのでしょうか。 

〇永倉一之学校教育課長 対象となる生徒の見込

みということでございますけれども、在籍する全

生徒が対象としておりまして、本制度を利用する

生徒は通学時に市内公共交通機関の利用や保護者

の送迎、または徒歩の生徒が利用すると見込んで

おりまして、夏場におきましては自転車登校など

もございますので、夏場よりも冬場の利用が多く

なろうかと見込んでおりまして、大体約20名程度

を想定しているところでございます。 

〇松浦敏司委員 理解しました。 

 一定の年齢を重ねて、社会で勤めている人であ

れば交通手段もあるかもしれませんけれども、そ

うではない人たちにとっては、当然そういうこと

が想定されると。特に帰り時間というのは当然10

時前後になりますからバスはないということで、

そういう点では安全確保という点でも、非常にこ

れはいい制度だなというふうに思いますので、

しっかりやっていってほしいと思います。 

 次に、教育カウンセラーの配置についてであり

ます。政府の2019年度予算では、いじめや子供の

貧困等に取り組むため、スクールカウンセラーを

全公立小中学校の２万7,500校に配置できるよう47

億3,800万円を計上したというふうに聞いておりま

す。ほかにも、スクールソーシャルワーカー１万

人を配置、一つの中学校に一人にするために17億

2,000万円ほど計上したというふうに聞いておりま

す。 

 まずカウンセラーの体制ですけれども、これま

で３名だったというふうに思いますが、その体制

についてはこれまでと変わらないというふうに認

識してよろしいでしょうか。 

〇永倉一之学校教育課長 委員のおっしゃるとお

り、市内の学校を対象とするカウンセラーにつき

ましては３名で活動されている状況でございま

す。 

〇松浦敏司委員 ただ、国は先ほど言ったように

全小中学校に配置するとしているのですけれど

も、現実にはそうは多分いかない。だから今回は

当市として３名の体制でやっていかざるを得ない

のだろうというふうに思うのですが、この辺で今

後、どんなふうな見通しになるのか。いわゆるカ

ウンセラーの人数がふえない限り、なかなか配置

できないというのが現実だというふうに思いま

す。昨年も伺いましたけれども、そう簡単にこの

カウンセラーというのは育成できないというよう

な話も聞きますので、その点でどんなふうに考え

ているか伺います。 

〇永倉一之学校教育課長 委員おっしゃるとお

り、今現在、当市といたしましては３名のカウン

セラーにより市内の中学校６校ですけれども、３

名の方が２校ずつ受け持ってもらっている状況

で、なおかつ市内の小学校に対しても年に数回を

お願いしているような状況でございまして、今後

ますますカウンセラー、カウンセリングの必要性

については高くなってくるという状況になってく

るのかなと思ってはおりますけれども、やはりカ

ウンセリングを行える人材というところがなかな

か難しいところもございまして、今後につきまし

ては、またいろいろな他都市の状況等も踏まえな

がら検討、協議という形で進めさせていただけれ

ばというふうに思っております。 

〇松浦敏司委員 本当にカウンセラーの方がふえ

ない限りなかなか配置できないということで、カ
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ウンセラーの奪い合いまではいかないにしてもそ

ういった状況になるのだろうと思います。 

 そこで次に、カウンセラーの人たちが相談を当

然受けているのですけれども、相談の状況として

その相談件数や主な相談内容、言える範囲でお示

しいただきたいと思います。 

〇永倉一之学校教育課長 平成30年度の見込みと

なりますけれども、相談件数といたしまして432件

ということでございまして、児童生徒に対する相

談件数が221件、保護者42件、教職員167件、それ

以外の方２件ということになっておりまして、主

な相談内容といたしましては友人関係の問題とい

うことの相談が69件、児童生徒と教職員との関係

で30件、児童生徒の発達障害の関係などの問題と

いうことで38件という数字が出ております。 

〇松浦敏司委員 わかりました。 

 発達障害という点では、最近といいますか、比

較的近年にわかってきたといいますか、ものだと

いうふうには思いますけれども、いずれにしても

相談件数についてわかりました。子供たちは当然

ですけれども、教職員が意外と多いなと、それほ

ど今、学校における悩みというのが多いのだろう

というふうに思います。 

 そこで、先ほど前段で言いましたように国が予

算を組んでいるということでありますけれども、

ではこのカウンセラーの人件費というのはどんな

ふうになっているのか伺いたいと思います。 

〇永倉一之学校教育課長 カウンセリングの資格

を有する方ということで、有資格者である臨床心

理士の方につきましては、１時間当たり4,700円の

金額となっておりまして、臨床心理士ではない学

校養護教員として、児童生徒を対象とした相談業

務について５年以上の経験を有する方、今現在２

名おりますけれども、その方々に対しては2,800円

という１時間の金額となっております。 

〇田口桂学校教育部長 カウンセラーの費用とい

うのは制度設計の基本的な考え方なのですが、基

本的には道費負担でカウンセラーを配置するとい

うのが基本的な考え方となってきているのです

が、先ほどおっしゃられたような文部科学省の予

算措置はされてはいるところではあるのですが、

やはり一気に全国に配置しようということで、な

かなかその配分が十分に得られないということも

あって、当市といたしましては子供たちに手厚い

対応をできるようにということで、市の予算に計

上されているのは市費の負担を倍づけといいます

か、道費と同じだけの市費を使って、巡回頻度を

倍の頻度を各中学校に配置して、そのことによっ

て余剰も出てきますので、さらの小学校のほうに

もカウンセリングに出かけるということで、単独

の事業も合わせた形でカウンセラー３人の方に活

躍いただいているということでございます。 

〇松浦敏司委員 一番いいのはカウンセラーの人

たちがもっとたくさんふえて、そして網走市に、

教育委員会の中に専任のカウンセラーがいて、そ

してそれを補うように数名のカウンセラーがいて

やっていくというようなことがやっぱり一番理想

的な形だろうと、私たち共産党はそういうふうに

思っているのです。理想はやっぱり常勤化するこ

とが今、やはりそれくらい今、学校におけるいろ

いろな悩みごとが多いのだというふうに感じてい

るところです。これについてもぜひ、しっかりと

取り組んでほしいというふうに思います。 

 私の質問は終わります。 

〇井戸達也委員長 次、渡部委員。 

〇渡部眞美委員 私のほうから土木のほうで２

点、教育のほうで３点ほど質問させていただきま

す。 

 先ほど公園の緑地管理事業ということで、午前

中に川原田委員のほうから予算書の99ページの公

園整備事業については、内容についてお示しが

あったところであります。 

 私はその前のページの公園緑地管理事業になる

かと思うのですが、公園緑地化の推進ということ

で3,400万円ですかね。これ内訳を見ますと、緑地

管理事業が2,700万円、その下の公園の施設の修繕

が別に660万円ということになっているのですが、

平成31年度の内容についてお示しをいただきたい

と思います。 

〇高橋勉都市管理課長 公園に関する御質問とい

うことで、まず１点目、公園緑地管理事業でござ

いますが、こちら予算額2,732万8,000円で、これ

は市内にあります各種公園の維持管理に要する費

用で、その多くは公園の草刈りを初めさまざまな

部分を民間委託しておりますので、委託料がその

うちの2,732万8,000円のうち、2,300万円程度を占

めるものでございます。そのほかとしましては、

消耗品ですとか光熱水費等の負担が発生する事業

でございます。 

 それともう１点、公園施設修繕事業、こちらに

つきましては予算額669万1,000円でございます

が、こちらにつきましては先ほど公園の交付金の
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対象の部分のお話などもございましたが、こちら

で対応するのは「交付金の対象外の２ヘクタール

未満の公園のうちの遊具を除く施設」、ちょっと非

常に回りくどい言い方なのですが、ちょっと言葉

に語弊があるかもしれませんが要は遊具以外の小

さな公園の遊具以外の施設、例えばフェンスです

とかそういったものを修繕する工事請負費を約500

万円ほどつけておりまして、そのほかにはわずか

ではありますけれども消耗品ですとか修繕料を見

ているものでございます。 

〇渡部眞美委員 私もこれを調べていて、この質

問をなぜしたかというと、数年前に市内の公園の

使われ方とかも変わってきていますし、住宅の人

口の密度も変わってきているので、市内全体の都

市公園の見直しを行わなければいけないというこ

とで、今後やっぱり計画を立てていかなければい

けないというお話があったものですから、どこま

で進捗してきていて、来年度はどこをどういうふ

うにやるのかなという進捗が知りたかったのです

けれども、まず公園の整備事業というのは、この

98ページの内訳を見ますと、補助金の対象にな

る、例えばスポーツトレーニングフィールドです

とか駒場の公園ですね。午前中に答弁のありまし

たというのは、補助金の対象になっていることな

のかなという理解をしました。 

 また今、課長のほうから御説明のあった部分と

いうのは、その対象にならない遊具を除く、やっ

ぱり緑地がメーンになった事業という御説明だと

いう理解でよろしいでしょうか。 

〇高橋勉都市管理課長 後段の緑地がメーンでは

なくて、大小さまざまな公園がございます。私が

御説明したのは、その都市公園以外の公園、都市

公園も含んでですけれども、比較的規模の小さい

公園の修繕、日常の修繕のほうの事業の説明でご

ざいます。 

前段については都市整備課長の所管になるので

すが、公園の整備の事業ということで、先ほど言

いました事業があるものと考えます。 

〇渡部眞美委員 ちょっとよくわからなくなって

きちゃったのですけれども、でも私の聞きたいの

は多分、都市公園、今の説明のあった小さな公園

も含めた、いろいろな基準はあると思いますけれ

ども、市内に存在する町内会にある公園をどのよ

うに、網走市内をどういうふうに整備していくか

ということですので、どこの事業に当てはまるか

はちょっとわからないですけれども、まず撤去す

ることもあれば、新たに土地を確保していて、新

しい住宅街には新しい公園としての整備をしてい

かなければならないということがあると思いま

す。 

 ただ、子供がいない町内会であって、ただ遊具

を撤去するだけではなく、どういう使われ方をし

ていくのかという議論も今まであったと思います

ので、そういった整備は31年度どこかで行なわれ

るということはあるのでしょうか。 

〇立花学都市整備課長 公園の再編整備について

の御質問かと思うのですけれども、これまで委員

からお話があるように人口減少であるとか高齢化

の状況に応じて、公園のニーズの変化が現在、進

んでいる状況でございます。それに伴いまして、

現在都市公園につきましては65の都市公園がある

のですけれども、この都市公園の位置づけの中に

は、もう子供たちが余り住んでいないであると

か、余り利用頻度が多くない公園が存在するとい

うのがわかってきている状況でございます。 

 また、公園の施設も現在、遊具等について25

年、27年に長寿命化を図るための点検を行ってき

ておりまして、老朽化が進行しているという状況

でございます。 

 現在、進めている状況といたしましては、公園

の整備事業において今年度から国の社会資本総合

交付金を活用して、長寿命化を図るための修繕

を、まず２ヘクタールを超える大きな都市公園、

これは七つの公園なのですけれども、この公園に

限って、事業をまずは展開していこうという動き

をしております。 

 その中で31年度につきましては、駒場公園とス

ポーツトレーニングフィールドの公園施設を修繕

していくという状況でございます。 

 再編につきましては、現在まで小学生、それか

ら町内会におきまして実態調査のアンケート調査

を行ってきております。今後、再編の計画を立て

る上で、さらに市民に広く実際に使われている公

園のニーズ調査等を行なった上で、再編計画を考

えていきたいというふうに思っているのですけれ

ども、なかなか利用のニーズが少なくなってきて

いるとはいえ、使われている公園が、目の前にあ

る公園が、例えば公園を廃止するということにな

ると、なかなか市民の皆さんに対する理解をいた

だくには時間がかかるかなというふうには考えて

いるところです。 

 ですので、広く公園の今後のあり方についてい
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ろいろな御意見をいただきながら、再編について

検討は続けていきたいというふうに思っておりま

して、まず31年度につきましては市民向けにアン

ケートを実施したいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

〇渡部眞美委員 再編となるとやはり時間をかけ

て、様々な決断をしていかなければならないとい

うのは理解をいたしました。 

 ただ、大きく計画が立てられる前に、先ほど申

し上げたように、例えばここには公園の緑地整備

なのか、新しい住宅街に土地を確保しているとい

うことになれば、そこだけのことで考えられて、

そこを先にするなどということは、もちろん撤去

となるとやはり町内の方とか、いろいろな条件が

そろわないと再編の全体的なことは進まないのは

理解いたしますが、そうした中でもどこかから手

をつけられないのかなというのがあるのですけれ

ども、その辺はいかがでしょうか。 

 というのは、遊具を置くだけが私は公園だとは

思っておりませんので、緑地として整備をしてそ

こにベンチを置くだけでも公園ですし、緑地を整

備するだけでも、町内に敷地があるということだ

けでも町内の使われ方というのはあると思います

ので、先に計画前に手をつけられるということは

ありますか。 

〇立花学都市整備課長 委員のお話のとおり、公

園はいろいろな公園がございまして、子供たち向

けの遊具を置く公園であったり、ベンチだけを置

く公園、緑地だけという公園もいろいろな位置づ

けの公園があるわけなのですが、やはり公園の整

備をしていく上で、新興住宅街に開発行為のため

に緑地として、今後活用できる、現在更地になっ

ているような状況の土地というのは存在します。 

 そういったところに公園の施設、遊具を置くの

か、ベンチを置くのか、そういったことについて

も含めて、再編の計画の中で行うことで、その国

の交付金を活用するというメリットもございます

ので、なかなか新興住宅地だけを先に何らかの整

備を進めていくというのは、非常に現段階では難

しいというふうに考えています。 

 北海道全体で言いますと、網走市における公園

の一人当たりの面積が非常に大きい市になってお

りまして、当市といたしましてはこれ以上、広げ

るというような考え方ではなくて、再編を考えな

がら新設もある、統合もある、廃止もあるという

のを総合的に考えた上で再編を考えたいというふ

うに思っております。 

〇渡部眞美委員 わかりました。 

 確かに時間はかかることなのですけれども、少

しやっぱり遅れているかなということは感じます

ので、その辺まずアンケートをとって、次に何を

進めていくかという、目指すところは、今後のス

ケジューリングみたいなものというのはあります

か。 

〇立花学都市整備課長 31年度におきましては、

市民のアンケートを実施した上で、それをもって

32年度から計画が策定できるように、スピード感

をもって進めていきたいというふうに思います。 

〇渡部眞美委員 そのようにお願いいたします。 

 次に、住宅環境についてお伺いをいたします。 

 まず住宅に困っている市民というのは、市営住

宅というのを考えます。先日、相談がありまして、

「来年、農大の卒業生を雇おうと思っているのだ

けれども、ちょっと市営住宅には入れないよね」

という相談を受けました。条件には残念ながら単

身ですし、65歳以下ですし、そこは単純に当ては

まらないというところなのですけれども、そう

いった相談を受けた中で考えてみると、やはり企

業によっては住宅手当というのが支給されるとい

うのが、社会に出て住まいを探すときには出てく

る企業もあれば、ない企業もあるので、その相談

をしてくれた方は事業主ですので、やはり農大生

を雇うに当たって住宅を確保してあげたいなとい

う気持ちで相談されたのだと思います。 

 そうした背景から、私は今後この農大の卒業生

ばかりではなく、単身のまだ結婚されていない、

公営住宅の条件にはちょっと満たない、そこに何

か住まいとして手だてをしていく必要があるので

はないかという思いをもったものですから、原課

としてはこういった場合はどのようなことが考え

れられるというのはありますか。 

〇小原功建築課長 今、委員がおっしゃられたよ

うに市営住宅につきましては若い単身世帯の方は

入居できる要件とはなっておりません。障害者手

帳などをお持ちの方につきましては、60歳以下の

方でも入居はできるようにはなっておりますけれ

ども、また市内のアパートは近隣の自治体に比べ

ますと家賃が高いというふうに言われていること

からそのようなことも、事業主さんのそういった

考えもあるのかなというふうには思っております

けれども、現在市では若い単身世帯への家賃助成

制度は設けてはいないところであります。 
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〇渡部眞美委員 なかなか家賃制度となると難し

いのですけれども、きのうまでの皆さんの議論の

中で、移住の政策などは網走はすごいやっている

と思います。移住との考え方は、ここは別だとは

思うのですけれども、就職するということは網走

出身ではない子が市民となるということですよ

ね。そして実家もないですし、逆に住まいには

困っていると。仕事は決まっても、それはお金を

出せば普通の民間のところはあるのですけれど

も、そこがもしかして網走に就職しようかなとい

う時にネックになっているとするのであれば、今

後の政策としてはこういうところに何か手当をし

ていく、それは家賃補助ではなくても、もしあい

ているところがあれば、ここをそういう人たちに

単身として、若い世代に貸そうとか、そういった

ことは私は考えていくべきだと思うのですけれど

も、もしかしたらここの課ではないかもしれない

のですけれども、例えば公営住宅があいていれ

ば、そこの部分あいているのであれば、何戸かを

そういうところにしていくということであれば、

時間はかからないでできると思うのですけれど

も、その辺の可能性というのはいかがでしょう

か。 

〇大嶋尚士建築課参事 今の委員の御質問ですけ

れども、若年層というか大学等を卒業した方向け

の住宅として、市営住宅等を提供することができ

ないかというような趣旨の御質問かと思います。 

 公営住宅法という法律がございまして、こちら

の中で留学生等についての対応というのは、法律

上でも一定の手続を踏めば対応できるというふう

な形になっております。 

 ただ、今、委員がおっしゃられているような、

網走市内でいけば日体大ですとか、あと東京農大

ということになるかと思いますけれども、そう

いった通常の、日体大については障がいの部分が

あるのでちょっと外れるかもしれませんけれど

も、農大の部分につきましては今のところ、公営

住宅法上も手だてがないということで御理解いた

だきたいと思います。 

 ただ、あと部分的にそこを公営住宅法の絡みか

ら外すために用途廃止というふうな形で、本来の

その市営住宅ではない用途にするというふうなこ

とで、そういった充当、新しい古いはあるかもし

れませんけれども、そういったものをというふう

な形でやっていくことは可能かもしれませんの

で、その辺については上級官庁とも情報共有をし

ながら今後、検討していく課題かなというふうに

認識いたします。 

〇渡部眞美委員 私もこの方から相談を受けるま

では、やはりそこに考えが及んでいなかったとい

うのがありまして、いい問題提起をしていただい

たなと思っております。 

 私はその公営住宅の条件には適さないのは、私

も承知しておりますので、そこのこういう方をね

じ込もうとかそういうところではないと思うので

すよ。だから一緒に考えて、なるべく経費のかか

らない事業で、たまたまこの住宅の関係ですから

きょう質問させていただいたことがありますけれ

ども、きのうの事業で就業型の移住促進事業とい

うのが商工でありましたけれども、これは都会か

ら地方に何名かやりましょうという国の政策であ

りますよね。それは東京の都内の考え方の政策で

すので、それは私たちは受ける側です。 

 網走は、先ほども申し上げましたように、例え

ば東京農大を誘致してきたという経過、大学があ

ると、日体大の附属高校も今度、卒業生が出てく

ると、もしかしたら寄宿舎にいるということはも

しかしたらできないのかもしれませんし、農大生

も今までもアパートに住んでいても、やはり就職

するとなれば、その就職先に近いところに多分

引っ越すということも考えられるということがあ

るとすれば、私は網走への永住というか、今まで

市民だったのですけれども、網走出身ではない子

が網走を選んでくれるという、そこに的を絞った

政策が必要だということを述べておりますので、

先ほどの答弁のように公営住宅を基本に、あいて

いるところがあれば、何か条件を変えてやってい

くということであればそれでも構いませんし、

違った政策をさまざまな課と連携して、的を絞っ

て大学生が一人でも二人でも私は残っていただき

たいと思っておりますので、そういった政策にし

ていただきたいと思っております。 

 次に行きます。 

 次に教育のほうでまずお伺いをしたいと思いま

す。 

 まず、図書館の管理運営事業についてなのです

けれどもお伺いいたしますが、ちょっと学生さ

ん、高校生で、市内ではないので借りられないか

もしれないと言っていたのですが、私は網走の図

書館はそんなことはないと思って、そのように

「借りられるよ」というふうにお答えしたのです

けれども、その辺、今、網走出身ではない子もレ
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ンタル、図書館の貸し出しというのは当然行われ

ているということでよろしいでしょうか。 

〇児玉卓巳図書館長 網走市立図書館の書籍及び

視聴覚資料等、貸し出しの利用ができる近隣の市

町の在住者の方といいますのは、一つはまず隣接

します大空町、あと近隣の小清水町、斜里町、清

里町、北見市の常呂自治区、ここにお住まいの方

は年齢に関係なく貸し出しの利用ができます。 

 また、２点目としまして美幌町ですとか北見市

などから網走市に通勤、通学をされていらっしゃ

る方につきましては、こちらの方も利用ができま

す。 

 ただ、ともに事前に市の図書館に貸し出しカー

ドの申請をしていただきまして、交付を受ける手

続が必要となります。 

〇渡部眞美委員 それは何ら、網走市民と変わら

ないという理解でよろしいですよね。 

〇児玉卓巳図書館長 閲覧、貸し出しのサービス

については、網走市民と全く同じサービスを受け

られます。 

〇渡部眞美委員 もしかしたら自分が網走ではな

いからということで、生徒さんが勝手に思ってい

たとすれば、ちゃんと借りられるということを学

校側を通してでもそこは言っていただけたらなと

思っております。 

では次に、先ほど来質疑のありました南高定時

制の生徒通学手段確保事業についてお伺いをいた

します。 

 内容については理解をいたしました。対象は20

名ということで、もちろん定時制の生徒全員とい

うことだったのですが、私たしか女満別から通っ

ている生徒さんがいると伺っていたので、この事

業の150万円というのを見たときに、あらすぐなく

なってしまう、これは足りるのかなと思ったので

すけれども、その20名の対象の生徒さんというの

は全部、市内の子ということなのでしょうか。そ

の女満別、もしくはほかの市外から通っている生

徒さんというのはいらっしゃいますか。 

〇永倉一之学校教育課長 本制度につきまして

は、南高定時制の帰宅時における公共交通のバス

が確保できないということがございまして、予算

的には150万円という中で計上しておりますけれど

も、予算の制約というか、そういうところもござ

いまして、私どもの考えているのは市内路線バス

の範囲ということを考えてございまして、そうな

りますと市外から通学する生徒も使えないことで

はないということになりますけれども、例えば今

言いました大空町女満別から通学する生徒が、下

校時に通常であれば保護者が学校に迎えに来てい

たものを、そこが市内の大曲まではタクシーの乗

り合いで行っていただきまして、そこまで生徒さ

んが行きますと保護者の迎えが南高ではなくて、

そこの大曲のバスの停留所、例えばローソンなど

がある場所ですけれども、そういった場所で迎え

にいくということになれば、またその負担は少な

くなるのであろうなというところもございまし

て、そういった中でこの対象となる方がほとんど

実際の学生さんとなれば、市内の通っている生徒

というふうになりますけれども、市外の生徒さん

につきましてもそういった形の利用の仕方は考え

られるというところでございます。 

〇渡部眞美委員 この事業がないときは、ほかの

市内の生徒さんも、もしかしたら御両親どちらか

が迎えに来ていたということもあるかと思いま

す。 

 例えば、女満別のその迎え、汽車がどうなって

いるか私、ＪＲがどうなっているかわからないの

ですけれども、もしＪＲがあれば駅までとか、そ

ういうことになるのかなとは思うのですけれど

も、あくまでも公共交通のこのバスが終わってし

まった後の対策としての事業なのでしょうか。 

〇永倉一之学校教育課長 公共交通の南高定時の

時間が終わった後の帰りの交通機関ということ

で、バスなり汽車、列車ということもございま

しょうけれども、斜里方面につきましてはこの時

間帯については汽車が走っております。ただし、

女満別、美幌方面につきましてはこの時間帯にな

ると汽車の便がないということでございますの

で、そういった方面については公共交通の機関と

してはないということになりますけれども、果た

して今現在、私どもで考えている部分はタクシー

による乗り合いというところになりますので、無

条件に範囲を広げるというところは難しいのだろ

うなというところで、市内のバス路線の範囲とい

うところで今は考えているところでございます。 

〇渡部眞美委員 公共交通のフォローといった観

点では一歩進んだということは私もそう思いま

す。 

 ただ、通学手段の確保事業であって、これは今

後、南ヶ丘の定時制というのは存続が危機と言わ

れている。これは市内で何とかフォローしていか

なければならないというこの時期に、公共交通の
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補いだけで私はいいのかなというちょっと疑問が

ありまして、路線バスのフォローといった面では

この事業でもしかしたら十分なのかもしれません

けれども、今後定時制に通う生徒をふやしていか

なければならないとなりますと、市内の生徒さん

だけではなく、今後もしくはもっと市外の方が来

ていただくということになった場合、この事業だ

けではちょっと弱いかなと思うのですけれども、

その辺いかがでしょうか。 

〇永倉一之学校教育課長 委員おっしゃるとお

り、定時制の維持存続ということに対しまして、

最大の課題というふうに私どもも考えておりまし

て、これまでも南ヶ丘高校定時制については、定

時制の振興会に対しまして、大きな額ではありま

せんけれども補助金を出して支援をしているとこ

ろでございますけれども、今後についても入学者

の確保に向けてという点では、網走南ヶ丘高校と

また意見交換をしていく中で協議を進めながら、

今後どういった対策をとるかというのは協議して

まいりたいというふうに考えております。 

〇渡部眞美委員 この事業に関しては、ここでお

話をしてもそういう課題があってフォローできな

いということで終わってしまうのですけれども、

今後その教育振興会ですか、そこの中で意見交換

をしていくということ以外に、例えば近隣の町と

この南ヶ丘の定時制の存続について何かできるこ

とはないだろうかという、話し合う場所というの

はあるのでしょうか。 

〇永倉一之学校教育課長 今そういった集まる機

会というのは設けておりませんということであり

ますから、南高定時制の維持存続に向けての課題

ということもございますので、南高のこの振興

会、ＰＴＡの方ですとか、今言いました網走南ヶ

丘高校の意見、近隣の町村との協議というものが

どういった形で検討できるかというのもまた含め

て、そういったところも検討してまいりたいと思

います。 

〇渡部眞美委員 今年度のこの事業に関してはこ

れでいいのですけれども、その協議する場という

のは拙速につくらないと、私はだめではないかな

と思うのですけれども。 

 例えば隣の大空町とは定住自立圏を結んでいる

ということがあります。このこととはもしかした

ら関係ないのかもしれませんけれども、そこを発

端に近隣のそういう話し合う場というか、協議会

みたいなものを、早急につくるくらい南高の定時

制の存続の問題というのは、私はもう危機的に

なっていると思うのですけれども、その辺の所見

というのはいかがなのでしょうか。 

〇田口桂学校教育部長 南ヶ丘高校定時制の存続

の問題については、これまで各委員会、議会にお

きましてもその必要性、網走市の子供たちにとっ

ての必要性というのは何度も御説明させていただ

いて、私どもとしてもその維持存続というのは非

常に大きな問題だというふうには考えておりま

す。 

 ただ、それを他の市町まで広げていくといった

場合に、逆にそちらのほうの町にも同じ問題があ

るということがあるのも事実です。なので、そこ

は非常に慎重に、私どもさえよければいいという

考え方にはこれはなれないわけで、お互いにこの

オホーツク地域として、北網地域としてどの形が

一番いいのかという観点も考えていかなければな

らないというふうに考えております。 

〇渡部眞美委員 私は南高の定時制だけが残れば

いいとは思っておりませんし、逆に網走からもし

かしたら東藻琴の高校に行く子もいるので、こう

いった広域的なことというのは、教育の場でも、

観光の連携というのは当然行われておりますし、

そこの協議の場というのはあります。教育の場で

もそういったことというのが、取り合いではな

く、お互いに網走の子も違ったところに行ってい

るかもしれません、近隣ですよ。そういったとこ

ろのフォローをいかにできるかということを、こ

れをきっかけに考えなければいけないのではない

かなと思うのですけれども、その辺はどうなので

しょうか。 

〇田口桂学校教育部長 おっしゃられるとおり、

網走市の子供たちも今現在、東藻琴高校に行った

り、女満別高校に行ったりしている子もいます

し、逆に女満別や東藻琴に在住している子供が網

走市内の公立高校に通っているという実態もあっ

て、そのトレースについてはオホーツク教育局の

ほうでも公立高校の配置計画の元資料として毎

年、会議をやって、それは私どももわかっており

ます。 

 なので、いずれにしても、網走に住む子も近隣

に住む子も、やはり自分のまちの中で全部完結す

るとも限らないし、近隣のところに自分が行きた

いような高校も、学べる高校もあるかもわからな

いので、その辺はほかの町の担当の方との意見交

換、どういう状況になっているかという形の意見
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交換というのはしていくべきだというふうには

思っています。 

〇渡部眞美委員 わかりました。 

 多分、感じているところは一致しているところ

はあるのだと思います。例えば、今のこの事業150

万円で生徒さんを考えたときに、市外の生徒がい

る、それは女満別の子が例えばいるとすれば、そ

の子の対応については網走市だけで考えたのです

か。隣町に少し相談をしてどうかという、その

通っている、在籍しているまちの人と話すという

ことはないまま、この事業が決定されたのでしょ

うか。 

〇永倉一之学校教育課長 この事業の一つの要因

といたしましては、南ヶ丘高校との意見の交換の

中で、通学生徒の下校時の公共交通手段がないと

いうことで、帰宅時間、徒歩で帰るようなとき、

１時間歩く生徒さんがいたり、そのときに痴漢行

為に遭ったりしたりするという安全面の不安もあ

るということも聞いておりまして、そういったこ

とからもそういった対策が講じられないかという

ところの中から、バスがない時間に対してタク

シーを利用できるという部分を考えたところでご

ざいましたので、市内のそういった子供さんの公

共交通機関の代替手段ということを検討したとこ

ろでございましたので、市外の女満別町などの協

議といったところはしていないというふうな状況

でございます。 

〇渡部眞美委員 終わります。 

〇井戸達也委員長 ここで暫時休憩いたします。 

午後４時47分 休憩 

───────────────────────── 

午後４時57分 再開 

〇井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開しま

す。 

先ほどの松浦委員の答弁について、理事者から

発言を求められておりますので許可します。 

〇永倉一之学校教育課長 先ほど松浦委員の御質

問に対して、私のほうでカウンセラーの時間単価

の部分でございまして、臨床心理士の有資格者に

つきましての時間単価については4,300円、有資格

者でない方については2,700円の時間単価が正しい

ということで訂正させていただきたいと思いま

す。 

〇井戸達也委員長 それでは質疑を続行します。 

 佐々木委員。 

〇佐々木玲子委員 これまで皆さんからいろいろ

質問が出ておりましたので、まず予算書の95ペー

ジ、道路整備ですけれども、これにつきましては

３人の方から質問がありまして、大体のところは

理解をさせていただきました。 

 そこで１点、私もふだん市道の整備事業につい

ては様々な御相談を受けるところで、やはり皆さ

んからの要望が多いところでございます。 

 そこで、市道と認定されている部分について、

まだ未舗装のところがあるというところで、昨年

数字を聞きましたところ、まだ結構市道と認定さ

れながら舗装になっていない道路もあるというこ

とで、なかなかそれが優先順位等含めて進まない

というところは理解をしております。 

 そこで、今度は市道の改修工事等の予算もつい

たということで、何とか皆さんから質問を受けた

ときに、市道の舗装の予定というのが、タイムス

ケジュールというものが、細かい日程までわから

なくても、年数的にこれくらいでというようなタ

イムスケジュールがあると皆さんにお知らせしや

すいと思うのですけれども、そのようなことは考

えられないものでしょうか。 

〇立花学都市整備課長 道路の整備に関する優先

順位のスケジュール感を市民の皆様に公表すると

いうような委員のお話かと思うのですけれども、

なかなか先ほど答弁したように、改修事業等にお

きましては優先順位が老朽度の状況であるとか、

緊急性・安全性の状況によって変化が考えられる

と。 

舗装化につきましては、残っている路線として

は限られた路線なので、お示しとしては全体の路

線数については示すことはできるかと思うのです

けれども、これについて具体的に、いつにここの

現場工事を行うであるとかというのは、予算が確

定がされていないものですから、なかなか公表に

ついては難しいというふうに考えているところで

ございます。 

〇佐々木玲子委員 ちょっと私の聞き方が悪かっ

たようで、今のようなことがわかるので、ある程

度の残っている総距離数に対して何キロずつこれ

からやっていくとか、いろいろな要望の中から優

先順位を決めて、これくらいのタイムスケジュー

ルでやっていきたいというようなことを大まかに

発表されると、大分皆さんが安心されるのではな

いかと思うのですけれども、その辺についてはい

かがでしょうか。 

〇立花学都市整備課長 舗装化がされていない市
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内の未舗装道路につきましては、大体300キロくら

いの延長がございます。市街地、郊外地を含めて

の延長になるかと思うのですけれども、市街地に

関しては80％以上の舗装化にはなっているところ

なのですけれども、まだ市街地についても何路線

か未舗装道路の状況としては残っている状況で

す。 

 ただ、市街地においても住宅がないだとか、全

ての市道を舗装化する必要はないかとは考えてい

るのですけれども、現在、生活を営んでいる方で

都市計画区域内でまだ舗装化されていないという

ことの場所については進めていかなければならな

いというふうには思っております。 

 あわせて郊外地の舗装化も皆様から意見をいた

だいている中で、なかなか300キロの延長を全て舗

装化していくのは難しいというふうに考えている

ものですから、農業関連であるとか畜産関連の大

型車両が通行される、非常にほこりが舞うような

ところの路線について、住宅の間口に限って舗装

化を行っていくというのは、31年度から実施した

いとは思っているところでございます。 

〇佐々木玲子委員 大体、なかなかタイムスケ

ジュールは難しいということは理解をさせていた

だきました。 

 なるべくその要望があった、毎年１回春には各

町内会とか地区から、いろいろな要望が上がる中

で整理をされていると思いますので、そういう中

で丁寧な説明をしながら、要望に応えていただく

ということしかないのかなと理解をさせていただ

きます。 

 次に、皆さんもたくさん質問が出ておりまし

た、97ページの港観光交流センターの魅力向上検

討事業で、１点私もお聞きしたいところは、この

検討事業、今回の事業は、検討をするということ

でアンケート等をとるということでした。そうい

う中で、説明の中に増改築も含めての検討という

お話がありました。 

 先ほどもさまざま、これまでの議会含めて議論

されてきたことも検討事項に入っているというこ

とは確認できました。そこで、私も一つ確認した

いところは、そのこれまでの議論の中に、港観光

交流センターに地場産の直売所機能があったらよ

かったのではないかという声が、私はあったと思

うのですけれども、そのことはその検討の中に含

まれているのでしょうか。 

〇阿部昌和港湾課長 そのような御意見もあった

と聞いておりますので、その御意見等も踏まえま

してアンケートの結果と合わせて今後の検討につ

なげたいと思っております。 

〇佐々木玲子委員 ぜひこれも検討事項に入れて

いただきたいと。特に、網走市におきましては、

生鮮野菜を卸していました網走青果がなくなりま

して、小規模な農家さんたちが出荷する場所を探

すのに苦労されていたり、やむなくやめたりと

か、またせっかくつくっていても出荷する場所が

なくて残念だというようなことから、さまざまお

声を聞きます。 

 また、視察に行った際などには私たちもなるべ

く道の駅を視察するようにしておりますけれど

も、どこも100％とは言えないかもしれませんが、

私の見た限りでは地場産のものが道の駅で販売を

されていて、市民の皆さんもそこで非常ににぎ

わって交流をされている。そこへ市外の方が来ら

れることで、交流の場にもなっているというよう

な、そういう姿も見てきていたものですから、本

当に前回は設計上、建物の構造上、またオーロラ

のターミナルということも含めて、なかなかそう

いうものができなかったと聞いておりましたけれ

ども、今回そのことが検討されるということであ

れば、ぜひこれは検討の課題としてよく検討して

いただきたいということを改めて申し上げまし

て、これについては終わらせていただきます。 

 次に99ページ、市営住宅の管理事業に関連して

質問をさせていただきます。 

 今、昨年の秋につくしの市営住宅が、建設２棟

目が完成して、皆さんが入られました。 

 そこで、私の友人も長年待っていたところへ入

りまして、真っ先に困っている話というのが、町

内会がまだできていないということで、冬に向

かって除雪の問題とか、除雪のときの雪置き場と

か、そういうところの連携を図るにしても、やは

り町内会がないということで本当に不安だと、そ

ういうことで担当課に伺いましたら、まだ全戸入

居していないために、全戸が入居されてから皆さ

んにお声かけをしながら、町内会を設立していき

たいというお話でした。 

 そこで、まだ全戸は入っていないだろうと。そ

して、これからまたちょっと先の話になりますけ

れども、潮見が新しく建設がこれから始まると思

うのですけれども、そのときにもまた町内会の問

題が出てくるかなと。 

 そうしたときに、私が懸念するのは、まだでき
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ていないというのはまだいいところなのですが、

なかなか町内会に加入していただくということが

義務づけられていないものですから、入っている

方と入っていない方がいて、共同の街灯にして

も、いろいろな維持費についても、それから草刈

り等々、様々な共同でやらなければいけない周辺

環境の整備などが、本当にうまくこれからできる

のだろうかというところが心配でして、その辺に

ついての所管としての今の所見はどのように思っ

ていらっしゃるでしょうか。 

〇大嶋尚士建築課参事 今の委員からの御質問で

すけれども、つくしの今２棟目については、先ほ

ど委員がおっしゃるとおりの状況でございまし

て、今後充足率が上がったときに考えていきたい

というふうに考えているところでございます。 

 それと、今後の予定として次の潮見団地の件と

いうことでお話をいただいたと理解しているので

すけれども、基本的にこれまで同様、町内会また

は自治会というふうな形になろうかと思いますけ

れども、それぞれの潮見団地の中でどういった配

置でどういった形をつくるのかということについ

ては、これからの議論になりますけれども、原則

論としてそういったものに加入していただくとい

うふうな考え方というのは、これまでと同様の考

え方をしております。 

 委員が御心配しておりました先ほどの街灯の例

えば電気代ですとか、そういったものの事例が

あったかと思うのですけれども、例えば最近の状

況といたしましては、中高層の住宅、例えば今、

潮見でいくと平屋の長屋タイプのものが住宅とし

て整備されておりますけれども、昨今の状態とし

ては中高層のその集合住宅というふうな形のもの

になっておりますので、そうするとどうしても共

用部の廊下の照明であったりとか、場合によって

はその高さが、階層が高いものに関してはエレ

ベーターを設置するということで、エレベーター

の動力に係る電気料であったりだとかというもの

が必要になってくるかと思います。 

 そういったものも町内会ですとか自治会の設立

に伴って、皆さんに御負担していただきたいとい

うふうなことでの考えは変わっておりませんの

で、設立に向けて御理解をいただくような形で進

めていきたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

〇佐々木玲子委員 入居説明会のときには必ずそ

ういうようなお話をされるとも伺っております。 

 そこで、私ちょっと気になっているというか、

道営住宅と市営住宅の違いがそこにありまして、

道営住宅に入居する場合については、町内会に加

入することが義務づけられていると私は聞いてお

ります。 

 そういう意味で、今一般の町内会でも加入す

る、しないということで、町内会の運営が非常に

厳しくなって、いろいろな問題が起きています。

そういうことを考えますと、市営住宅もやはり市

の住宅として皆さんに提供するわけですから、少

しこちらが主導的に町内会に加入するということ

を義務づけというようなこともできるのではない

かなと、そのようなことは考えられないものなの

でしょうか。 

〇大嶋尚士建築課参事 実際に既存の今ある住棟

の部分でお答えさせていただきますと、確かに高

齢化というものが一方で進んでいる中で、自治会

ですとか町内会の、その頭をやるというか会長さ

んなどを担う方が不足しているというのは現状と

してあります。 

実際に、その組織されていないというところも

ありますし、既存どおりそのまま組織されている

というところもありますけれども、実際にその町

内会、自治会については他課の所管というふうな

ことになりますが、市営住宅に限ってのお話とい

うことでお話しさせていただきますと、当然なが

らその強制するというか義務化するというふうな

考え方は、私どもは持っていなくて、先ほど委員

からもお話がありましたとおり、入居の説明会に

おいては加入を促進するというふうなことで、加

入してくださいということの御案内はさせていた

だいておるのは事実です。 

 それは変わりませんし、あと自治会の設立、ま

たは町内会の設立についても、行政主導というこ

ともあろうかとは思いますけれども、基本的には

その対象となる皆さんで独自にというふうな形で

設立していただくのが本来の趣旨ではないかとい

うふうに考えますし、ただ昨今の状況としてそう

なってきていないというのも耳にしておりますの

で、その辺は今後のこととして捉えていきたいと

は思いますけれども、義務化するという考え方は

今の段階ではございません。 

〇佐々木玲子委員 まずそれはちょっとこれから

先のことかなと思います。 

 そうした場合、新しい市営住宅に入られるのが

今、建てかえのために入ってくるので、一遍に入
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らないということで、段階的に入ってくるという

ことで、ちょっと間があいてしまいますよね。そ

ういう点で、これからどうなるのかというところ

を一定程度のきちんと丁寧な説明をして差し上げ

ることも必要かなと思うのですね。これからどう

なるかという、町内会もどうなるのだろうとか、

除雪体制もどうなるのだろうとか、なかなかわ

かっていない部分が多くて、不安な思いで過ごし

ていらっしゃる声が聞こえてきたものですから、

その辺のところはどんなふうな流れになっている

のでしょうか。 

〇大嶋尚士建築課参事 今の御質問に関して、つ

くしケ丘の４丁目の２棟目の30年度竣工した、10

月１日より供用を開始しておりますけれども、そ

ちらのことをおっしゃられているのかなと思うの

ですけれども、それの事例ということでよろしい

でしょうか。 

 こちらについては、50戸整備をしておりまし

て、そのうち今、入居している実態数としては25

から30世帯ということで、まだ若干というか半分

くらいあいている状況ではあります。 

 それと、そういった状況下の中で自治会、もし

くは町内会の設立ということは私どもも考えてお

りまして、ただもう既に入居されている方から

も、同じく同じ方ではないかと思いますけれど

も、御相談のほうは受けてはおりました。 

 その中で、今後どういうふうに進めていきます

か、市の考え方についてはということで若干お話

をさせていただいたところで、当初の説明になり

ますけれども、ある一定程度の、全部充足という

か満たされればいいのですけれども、そうならな

くでも大多数が入居したというような状況下にな

れば設立の動きというのですかね、そういうもの

も考えていいのかなというふうに考えているとこ

ろではあります。 

 あと実際に、流れとしてどうなるのかというふ

うなことはありますけれども、先ほどの説明の中

でもちょっとお話しさせていただきましたが、基

本的な原則論としてはその一つの充当で、単位で

考えたときに、その中に入居されている方たち自

身から声を発していただいて、つくろうよと言っ

ていただけるのが希望的な話ではありますけれど

も、現実そうはならないというふうなところも実

際ありますので、その場合については例えば所管

課であります建築課、係としては住宅管理という

ふうな形になりますけれども、そちらが御説明に

あがるなりして、設立しましょうというふうなこ

とも考えてもいいのかなというふうに考えている

ところでございます。 

〇佐々木玲子委員 ということは、あくまで住ま

われた方たちの自主的な動きを見守るということ

になるのでしょうかね。何かしら行政主導ではい

けないとは私も思いますけれども、一定程度のそ

ういう入居者が入ったので、じゃあいついつ皆さ

ん集まっていただいて御相談の場を設けますよと

か、そういう段取りなどはしないということです

か。 

〇大嶋尚士建築課参事 ちょっと言葉が足りな

かったようですけれども、原則論はさきに述べた

とおりです。ただ、実際にはそういうふうにはな

らないというふうなことで、今委員がおっしゃら

れたように行政が中に入るというか、仲介すると

いう言い方がいいかどうかはわかりませんけれど

も、どうでしょうかという説明の場を設けて、皆

さんで議論をしていただいて設立するのか、しな

いのかということを含めてお話し合いの場を設け

るということは考えてもいいのかなというふうに

は思ってはおります。 

〇佐々木玲子委員 では、その辺は信頼していき

たいと思います。 

 もう１点心配なところは、これは市営住宅全般

で言えることなのですが、冬場の除雪がしづら

い、古いタイプのところは、なかなか真っすぐで

はない道路だったり、いろいろ皆さん苦労されて

除雪をされていると。年齢とともに自分たちでは

できなくなったので、業者に入ってもらいたくて

も、道路の構想上できないところとか一部ありま

す。 

 そういうことを考えると、今のつくしの公住は

見た感じ大丈夫そうだなと。ただ、雪がある程度

たまると、その堆積所というのですかね、そうい

うものがどういうふうになるのかなというのが一

つ心配なのですけれども、その辺の確保というの

は今はどこかにできるようになっているものなの

ですか。 

〇大嶋尚士建築課参事 今、つくしケ丘の４丁目

の新棟のお話かと思うのですけれども、１号棟が

28年度に竣工になっております。隣り合わせの形

で30年度に２号棟が竣工しております。ちょうど

その１号棟と２号棟の間に緑地帯というふうな形

で場所を設けておりまして、先ほどのお話という

か議論の中でも出ていましたけれども、遊具など
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は特にないですけれども緑地帯というふうな形で

の整備をしている場所がございまして、そこにつ

いては双方から、１号棟、２号棟双方のほうから

雪を持ってきて、そこを堆積所として使っていた

だくことは差し支えございませんよというような

説明のほうは住民の方にはさせていただいており

ます。 

〇佐々木玲子委員 それで安心いたしました。 

 それは今後、また新しく建つ潮見の住宅に関し

ても同じような方向性でその辺が確保されている

という認識でよろしいですか。 

〇大嶋尚士建築課参事 実際に潮見の団地のこと

につきましてはこれから先になりますけれども、

潮見団地の建て替ええ基本計画というのを策定し

たことを皆様にはお示ししたところでございま

す。 

その中に書かれているのですけれども、潮見団

地の整備に当たりましては、これまでのいろいろ

な委員御指摘のことも踏まえまして、経験なども

踏まえてそういったことにも配慮しながら、除排

雪のことですとか、あと道路形状ですとか、そう

いったものを勘案しながら整備に努めてまいりた

いというふうに考えているところでございます。 

〇佐々木玲子委員 そのようなことでよろしくお

願いしたいと思います。安心いたしました。 

 次に、97ページの地域パークゴルフ場の管理事

業ですけれども、これはいろいろなところで皆さ

ん、地域の方たちが運営しながら頑張っていると

ころだと思うんですが、今、市内に何カ所あっ

て、運営はうまくいっているのかというか、その

辺のところを伺いたいと思います。 

〇高橋勉都市管理課長 地域パークゴルフ場です

が現在、市内には７カ所地域パークゴルフ場がご

ざいます。運営の関係でございますが、日常の管

理は地域が行い、市は種子や肥料を提供し、ある

いは芝刈り機の貸与を行うなど、協定を結んでお

り、これにのっとって日々の管理等の区分を行っ

ているところで、現在のところ特別なトラブルで

すとか、そういったものはない状況であります。 

〇佐々木玲子委員 本当に皆さん喜んで使われて

いて、介護予防にも健康のために非常にいい事業

だと思っておりまして、この中で実は川向の地域

パークゴルフ場が、総合的な保育所ができるとい

うことで、そこの場所を一部使って建設がされる

というときに、地域の皆さんに「このパーク場を

どうしますか」と言ったときに、本当は欲しいけ

れども、芝刈り等々、管理する人が高齢化してい

て大変だということで、残念だけれどもパークゴ

ルフ場はなくして構いませんというお答えが出た

というふうに聞いております。 

 ここは本当に市内でも一番歩いて行ける、「福祉

コース」と俗に言われていた、本当に超高齢した

方が、そして距離も短いために、ちょっとした運

動になるために喜んで使われていたところなので

すね。なので、なくなったことは本当に皆さん残

念がっているところなのです。 

 そういうところで、今、このほかの地域のパー

クゴルフ場もなかなか皆さん高齢化をしてきて、

頑張って運営はしているのでしょうけれども大変

になってきているのではないかなという、私とし

てはそういう声を聞いていたものですから、そう

いう心配するような、懸念するようなことという

のは起きていないのかなというのがちょっと気に

なっているところなのですけれどもいかがでしょ

うか。 

〇高橋勉都市管理課長 市内に七つありますパー

クゴルフ場ですが、毎年シーズンの初めに各地区

の関係打ち合わせ会議を開催しております。この

中で地域と行政といいますか、市側の意見交換を

行っております。 

 委員御指摘の高齢化により管理が難しいという

ような意見は、その会議の中でもとりわけ聞いた

ことがございませんし、様々な場面でも地域の方

々とお話しますが、その管理が難しいというお話

は私は今のところ承知していないところでござい

ます。 

〇佐々木玲子委員 そういうことであれば本当に

安心いたしました。 

 ただ、これからは皆さんが、運営している方た

ちも高齢化していくことは間違いがないので、い

ろいろとお声を聞きながらうまく運営していける

ような支援をしていっていただければと思いま

す。なかなか難しいとは思いますけれども、配慮

をしていただければと思って質問させていただき

ました。 

 次に101ページの市営住宅総合改善事業ですけれ

ども、これは長寿命化の事業ということなのです

が、詳しい内容を伺いたいと思います。 

〇小原功建築課長 この事業は、既存市営住宅の

長寿命化を図るため、網走市公営住宅等長寿命化

計画に基づき、計画的な改善を実施するものであ

り、今回、整備・改善いたします住棟につきまし
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てはコーポ橋北の１の２号棟であります。 

 改修内容は屋根と外壁の塗装でありまして、平

成28年度よりコーポ橋北は４棟ございますが、毎

年１棟ずつ施工しており、今回で完了するもので

あります。 

〇佐々木玲子委員 これ以外にも老朽化している

市営住宅というのはほかにもありまして、これか

ら、例えば同じような年代に建ったのが大曲にも

あると思いますけれども、この辺のタイムスケ

ジュールはどうなっていますでしょうか。 

〇小原功建築課長 大曲団地につきましては屋上

防水工事ということで昨年度も２棟実施をさせて

いただいておりまして、それ以前にもその建設時

期と劣化状況に合わせて施工してまいりました。 

 今後につきましても長寿命化計画の中では、来

年度はまだ大丈夫ということで改正の予算は計上

しておりませんけれども、それ以降はまた順次、

屋上の防水の更新等が必要になるということで考

えているところであります。 

〇佐々木玲子委員 あと、市内の市営住宅で長寿

命化に該当していて、これからどんなタイムスケ

ジュールでやっていくかというようなところの見

通しは立てているのでしょうか。 

〇小原功建築課長 今、大曲のお話しをさせてい

ただきましたが、つくしケ丘団地につきましても

平成の１桁代で完成をしておりますので、間もな

く30年がたとうかという住宅もありますので、こ

の計画の10年間の計画期間でありますけれども、

その中でまた順次その劣化の状況なども見て、改

善のための、長寿命化のための修繕を行っていこ

うと考えているところであります。 

〇佐々木玲子委員 承知いたしました。 

 皆さん、やはり30年もたちますと、いろいろと

老朽化が目立ってきて心配していると思ったもの

ですから、その辺のちょっとタイムスケジュール

を聞かせていただきました。 

 しっかりと皆さんのお声も把握しながら、どう

いう長寿命化が本当にいいのか。また、１点せん

だって意見交換会に参加、町内会の長寿命化も含

めての意見交換会に参加しましたときに、自分た

ちが修繕すべきするものと、提供側がすべきもの

のすみ分けが、きちんとしおりをもらっているの

ですけれども理解されていなかったということが

ありまして、その辺のところでこれから長寿命化

の計画を立てるときには、住民の方たちのお声を

先に聞いてみるというのもいいのではないか。そ

して、どこを市側がやって、皆さんがやらなけれ

ばいけないところはこうなのですよというような

ところを、丁寧な意見交換含めての説明会という

のがあったほうがいいのではないかと思うのです

が、その辺はどのようにお考えでしょうか。 

〇小原功建築課長 長寿命化等の修繕に係る劣化

等につきましては、やはり住民の皆さんが一番劣

化している箇所等を把握しているということもあ

りますので、先日大曲地区のその住民懇談会にも

参加させていただきましたが、そういった要望等

も積極的にお聞きしながら、今後の修繕計画を立

てる場合の参考にさせていただきたいというふう

に思っているところであります。 

〇佐々木玲子委員 そのように丁寧な手法でやっ

ていただければと思います。 

 次に、重なっているものもありますので、次は

教育費のほうで101ページの奨学費をお聞きしたい

と思います。 

 まず、この利用状況のここしばらくの間の推移

をお伺いしたいと思います。 

〇永倉一之学校教育課長 奨学金の貸し付けの状

況でございますけれども、奨学金の無利子貸し付

け状況でございますが、平成28年度は１件の申請

がございまして、平成29年度はゼロ件、借入申請

はなくて、平成30年度でありますけれども３件の

新規貸し付けを行っているところでございます。 

〇佐々木玲子委員 これに関しましては代表質問

でも質問させていただきましたが、ただ30年度が

３件申し込みがあったということで、ちょっと

ほっとしているところですけれども、この奨学費

に関しては、やはり私としては条件緩和なり何な

り、本当であれば支給型が最高だと思うのですけ

れども、この奨学金貸付制度について、見直しを

考えるということは難しいのでしょうか、条件緩

和するとかそういう点では。 

〇永倉一之学校教育課長 今現在、確かに借り入

れの件数が少ない状況にあるというところは間違

いないという状況でございますので、借り入れの

条件につきましては、今現在、複数から借りてい

る場合については御遠慮願うといったところの条

件もついてございますところもありましたので、

そういったところについては緩和しながら検討し

てまいりたいというところで考えております。 

〇佐々木玲子委員 やはり、せっかく将来あるお

子さんたちが少しでも安心して社会に出る前の勉

強にいそしんでもらいたいという意味では、網走
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市としてせっかくの奨学費がありながら、以前か

ら私も気にしながら見ていますけれども、やはり

貸し付けの件数は28年以前もゼロとは言いません

けれども非常に少なかった。また、私も相談を受

けた方が、相談に行ったときに、本当にすごく奨

学金があるのだ、喜んで手続に行ったら、学生支

援機構の借り入れをすることになっているという

ことで、条件が合わないということで借りられな

かった。そういう点も含めて、借りれば返さなけ

ればいけませんから、そう簡単に貸し付けという

のは起こすべきではないとは思いますけれども、

そんなにこの貸し付けする金額自体がそんなに多

額ではないので、それによって少しでも安心して

進学できるのであれば、網走市として将来あるお

子さんの支援として、いい事業としてやっていっ

ていただきたいと思いますので、ぜひいろいろ

な、ほかの他市の状況等も勘案しながら検討して

みていただきたいと思いますが、改めていかがで

しょうか。 

〇永倉一之学校教育課長 委員言われたように、

先ほどの繰り返しにもなりますけれども、今そう

いったところの借り入れの条件については緩和す

るというところも含めて検討してまいりたいとい

うふうに考えております。 

〇佐々木玲子委員 ぜひよろしくお願いいたしま

す。 

 次に、103ページですけれども、教員住宅確保対

策事業、これについても以前から私、何度も議論

してきた経過がありますけれども、現在の入居状

況をまずお伺いしたいと思います。 

〇永倉一之学校教育課長 教員住宅確保対策事業

におきます民間借り上げの教員住宅についてでご

ざいますけれども、入居状況につきましては小中

学校に勤務する教職員用の住宅として、市内の民

間集合住宅２棟を全戸借り上げしておりまして、

現在全部で36戸入れる状況でございますけれど

も、31戸の入居となっております。 

〇佐々木玲子委員 36戸中31戸の入居ということ

で、活用率は以前よりはまた高くなってきたのか

なと。以前はもう少し入居率が低かったと私は認

識していたものですから、改めて確認させていた

だいて、ちょっと安心いたしました。 

 実は、この質問をしようと思ったのは、もう今

の特に若い世代の人たちは、新しいタイプのア

パートなりマンションに入りたがり、古い住宅と

いうのはなかなか入りたがらないという中で、市

として２棟借り上げて維持していくというのは維

持費もかかりますから、この確保対策事業という

のは、逆に家賃の家賃手当に切りかえるような形

で、その借り上げをする必要はなくしたほうがい

いのではないかなと思ったのですけれども、その

辺についてのお考えはいかがでしょうか。 

〇永倉一之学校教育課長 現状といたしまして

は、市の財政事情もあるほか、借り上げ教員住宅

と同タイプであります２ＤＫの民間の集合住宅物

件も現在多数存在しているということもございま

して、民間の借り上げの契約が平成33年３月末を

もって満了する契約となっておりますことから、

今後は新たな借り上げ教員住宅は用意しないこと

で、そこまでの借り上げということで考えており

ます。 

〇佐々木玲子委員 そうであれば、ことしが31年

度ですから、あと２年でこの事業は終わるという

ことで理解をさせていただきます。 

 次に、113ページの市民健康プール管理運営事業

ですけれども、この市民健康プールができまし

て、ことしの春で４月が来ますと丸４年になる。

本当に市民の皆さん待望のプールが今、運営され

ております。 

 そこで、まず今の利用状況の推移をお伺いした

いと思います。 

〇鈴木聡スポーツ課長 市民健康プールの利用状

況の推移についてでございます。 

 プール自体と多目的ルームの利用者を合わせた

数字になります。平成27年度につきましては４万

7,604名、平成28年度５万5,196名、平成29年度５

万6,986人で推移してございます。 

〇佐々木玲子委員 この数字は以前、夏場だけと

いうか冬季間休館していたときから見ますと、何

倍の数字になっていますでしょうか。 

〇鈴木聡スポーツ課長 市民健康プールの前の時

代の数字ということでございますけれども、直近

で平成26年度の数字を見ますと、２万971名という

ような数字があります。その前の年は２万3,000人

ということになっておりますけれども、平成29年

度の数字と比べますと約３倍に満たない程度の比

率となってございます。 

〇佐々木玲子委員 やはり本当に、皆さん待望

だっただけあって、利用率が非常に高くなってい

ることで、私自身も何度か行ってみましたけれど

も、本当にいろいろな団体さんが使われていた

り、一般市民の方が本当に自分の健康維持のため
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に水中歩行をしていたり、本当にこれができてよ

かったなと思っているところでございます。 

 このプール建設に当たっては、所管の委員会で

も本当にかんかんがくがく議論がありまして、観

覧席も最初は設計になかったものが観覧席もつく

ることになり、タッチパネル板等々、正式な大会

が誘致できるだけの整備をして、そしてそのとき

に水泳協会の皆さんたちなどからのお話の中に

は、大会の誘致ができれば、網走市にとっても経

済効果が大きいのだというようなこともありまし

て、本当に設計は何度も変えられて、皆さんの声

が反映したプールになったと私は思っております

ので、その後のこの利用状況は一般市民の方、団

体もあるのでしょうけれども、約３倍近いという

ことで、本当にプールが皆さんに活用されている

ということが確認できてよかったと思うところで

す。 

 そこで、今申し上げました大会の誘致というも

のが、全道大会、大きな大会の誘致というのは、

どの程度網走ではこの４年間であったかお聞きし

たいと思います。 

〇鈴木聡スポーツ課長 今、手元で把握している

大会の名称といいますか、回数を申し上げますけ

れども、平成27年度で６回、参加人数につきまし

ては607名。平成28年度につきましては５回の大

会、参加者の人数が532名。平成29年度では４回、

参加者は501名となってございます。 

 いずれの大会も、全道大会ということではなく

管内の大会というふうに把握してございます。 

〇佐々木玲子委員 それなりの大会は行われてい

るけれども、全道レベルとかそういうような大勢

の人数が来られるような大会にはまだ至っていな

いという、ちょっと寂しい結果を聞かせていただ

きました。 

 そこで、この大会のいろいろな誘致をするため

には審判員とか、いろいろその役員体制もあって

難しいということも聞いてはいるのですけれど

も、この要因というものについては何か考えてい

らっしゃることなどありますか。 

〇鈴木聡スポーツ課長 全道レベルの大会という

ことになりますと公認大会という分類になると思

います。公認大会を実施するためには、審判員の

資格を有する者が40名以上必要という内容がござ

います。網走市では現在、そのような状況には

なっていない、そこが確保できない状況で、全道

大会が呼べていないのかなというような感覚を

もってございます。 

〇佐々木玲子委員 私もその大会について、審判

員が足りないというようなことは伺っておりまし

た。 

 そこで、その辺のところでそういう方たちを育

成するようなことというのは、こちら側としては

できないものなのか。それとも何かしらの支援を

するとふやすことができるのか、その辺はどうな

のでしょうか。 

〇岩本博隆社会教育部次長 水泳の審判というこ

とですが、審判の講習会がありまして、それを受

ける。さらに、何回か実際に競技役員をやって、

それを数回こなして資格がもらえるということを

記憶をしております。 

 したがいまして、その方々を40名つくるという

のは非常に難しいということというふうに判断し

ております。 

〇佐々木玲子委員 40名全員ではなく、今現在も

多分十数名は、私の聞いた範疇では十数名はいた

かとは思うのですが、資格を取りに行きたいけれ

ども、やはりなかなか一般主婦の方だったり、な

かなか遠方に行かなければいけない、交通費もか

かる等々ありまして、本当にできれば自分たちが

資格をとって、頑張って網走のプールを活性化さ

せたいというような思いもあると私は聞いている

ものですから、そこを少し検討してみる必要があ

るのではないかと思うのですけれどもいかがで

しょうか。 

〇岩本博隆社会教育部次長 水泳に限らず、いろ

いろな協議で審判の方、また運営される方が高齢

化ということで、苦慮されて運営されているとこ

とがたくさんあるということは把握しておりま

す。 

 こういうふうになった場合には、水泳のみなら

ずいろいろな団体にも公平にお声をかけて、同じ

ような支援をしなければいけないというふうに思

いますので、そうなった場合にはかなりの旅費の

金額等々がかかると思いますので、その辺はなか

なか難しいというふうに判断しております。 

〇佐々木玲子委員 確かに公平性から行くとプー

ルだけ、水泳だけについて特化することはできな

いと私も理解できますが、その協議によってはそ

の団体のほうでしっかりと財源もあって、いろい

ろな講習を受けに行って資格をとっているところ

もありますし、その団体の体力の差というのです

かね。そういうこともあるでしょうし、ちょっと
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今ここで答えは出ないとは思いますが、せっかく

大きな大会、ちゃんと公認のプールをつくれたわ

けですから、そこのところは時間がかかっても仕

方がありませんが、その辺のところで指導者の育

成というところを検討していくべきではないかと

思いますけれども、その辺はいかがでしょうか。 

〇岩本博隆社会教育部次長 先ほど難しいという

ことは申しましたけれども、今後、協会等とも相

談しながら進めていきたいというふうに考えてお

ります。 

〇佐々木玲子委員 本当に網走にすばらしいプー

ルができたということで、それで実は、この建設

時にいろいろ話があった中で、紋別が結構大きな

大会をやっていることが多いということで、紋別

の協会からは「網走のほうが宿泊施設もあるし、

受け皿としては安心な部分もあるので、今度は網

走にもいろいろ担っていただきたい」というお話

もあったということも聞いておりましたので、ま

だそれが実現できていないとすれば、この指導者

の問題でもあろうと思いますので、審判員とかそ

ういうものだろうと思いますので、ぜひここのと

ころ、この温水プールを使っての介護予防、また

は健康維持その他、本当に有効な活用のできる

プールですから、そこのところにこの大会の誘致

もできると、本当に網走にも大きな経済効果もあ

りますから、今すぐとは申しませんけれども、

しっかりと検討していっていただきたいと思いま

す。 

 このプールに関して、この４年間での皆さんの

活用状況などを見て、全体的な感想というか、所

見がありましたらお伺いしたいと思います。 

〇鈴木聡スポーツ課長 最近では網走の健康プー

ルで練習しておりますジュニアの水泳チームか

ら、全国大会に出場する選手が出ております。今

年度で言いますと、全国大会に11名の参加がされ

たということで、水泳競技の技術力の向上が図ら

れているのではないかというふうに考えてござい

ます。 

 また、指定管理者が主催しております水泳教室

や水中ウォーキングなどの利用者がふえること

や、多目的ルームでの健康講座も好評でありまし

て、通年利用によりまして運動の定着化が進み、

健康増進の面で市民の健康プールの利用が、一定

の効果が現れているのではないかというふうに考

えてございます。 

〇佐々木玲子委員 終わります。 

〇井戸達也委員長 次、平賀委員。 

〇平賀貴幸委員 それでは、私からも何点か質問

させていただきます。最初に、教育について伺い

たいというふうに思います。 

 代表質問でも多様な価値観など、教育の充実に

ついての論議をさせていただきましたが、その関

係で何点か伺いたいと思います。 

 最初に、主権者教育について伺いたいと思いま

すけれども、これまでも18歳投票権含めて、主権

者教育が大切だということは言われたところで

す。 

なかなか小学校、中学校ですぐに取り組むとい

うこともいかないかと思いますけれども、それで

もやはり取り組みを進めることが大切だというこ

とも言われたところでありますけれども、現状ど

のような取り組みが行われてきているのか、状況

をお知らせいただきたいと思います。 

〇大西篤学校教育部次長 学校における主権者教

育の現状についてでございますが、義務教育段階

における主権者教育につきましては小学校、中学

校段階から高等学校教育につなげる体系的な指導

の観点から、学習指導要領に基づき児童生徒の発

達の段階を踏まえ、社会科を中心に指導が行われ

ているところでございます。 

 子供たちに国家社会の責任ある形成者となるた

めの素地を養うことが大切であり、単に選挙にお

ける投票の仕方やルールを教えることにとどまら

ず、さまざまな教育活動を通して、政治や選挙へ

の関心を高めるとともに、社会参画に必要な教養

を培わせることが重要であると考えております。 

 例えば、児童会生徒会役員を決める際には、候

補者の公約を聞いた上で選挙を行うといった活動

を行っているところでございます。 

〇平賀貴幸委員 国家、あるいは社会の一役を担

うということも含めて大切な観点だと思います

が、特に児童期、あるいは生徒に大切なのは、私

は政治というものがより身近なものであるという

ことを感じてもらうことなのかなと思っていま

す。主権者教育というのは、そういったところに

視点を置きながら、身近な課題を取り上げなが

ら、様々な価値観があるということや、それを選

挙を通じて選んでいく、そういったことを知らせ

ていくところにも一定程度力点を置かなければい

けないと思うのですけれども、その辺については

いかがでしょうか。 

〇大西篤学校教育部次長 様々な価値観があるこ
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とについての指導につきましては、この主権者教

育の観点からもそうですし、そのほか人権教育で

すとか、そういったところも踏まえて、また先ほ

どと重なりますけれども、やはり児童生徒の発達

段階を踏まえた指導が大切でありますので、各教

科等の内容に関連づけながら、適切に指導を行っ

ていくことが大切であると考えております。 

〇平賀貴幸委員 おっしゃるとおりだとそこは思

いますので、いろいろな形でここは絡めながらう

まくやっていっていただければなと思いますけれ

ども、模擬投票等も単なる模擬投票等に終わらせ

るのではなくて、先ほど申し上げたように身近な

課題に絡めながらやっていくということで、より

意識していくということもあると思いますので、

いろいろな工夫をそこはしていっていただければ

というふうに思います。 

 次の質問に移りますが、手話言語条例について

でありますけれども、別のところで議論をさせて

いただきましたが、これまでも網走市の教育委員

会としても、各学校の中で手話に関する、あるい

は聾啞者の皆さんに対する様々な形での教育の機

会というのはあったと思います。現状、どのよう

なことが行われてきたのか、状況をお知らせいた

だきたいと思います。 

〇大西篤学校教育部次長 手話にかかわっての学

校教育の現状についてですが、学校教育におきま

しては総合的な学習の時間において、障がい者の

生き方や障がい者を取り巻く課題などについて指

導する中で手話体験を行っている学校がございま

す。 

 また、小学校の音楽の教科書には、手話つきの

楽曲が掲載されておりまして、聴覚障がい者への

理解や手話への関心を持たせるための教育は、小

学校の低学年から行われているところでございま

す。 

〇平賀貴幸委員 そういった状況の中で手話言語

条例がこれから議会の審議を経て設立をするのだ

ろうというふうに思います。 

 そうなったときに、学校教育の中でどのような

形での受け入れがされていくのだろうかというと

ころが気になるところなのですけれども、まだま

だ検討は多分これからだろうなというふうに思っ

ているのですけれども、現状で何か考え方があれ

ばお示しいただきたいと思います。 

〇大西篤学校教育部次長 手話言語条例が制定さ

れた際には、まずその趣旨を各学校のほうに説

明・周知することが大切であると考えておりま

す。 

 また、障害福祉に関する学習を行う際には、児

童生徒に対して、聴覚に障がいがある人について

理解を深める学習や、手話体験を通じて子供たち

が主体的に考えながら学習活動が展開できるよ

う、取り組みを進めていきたいと考えているとこ

ろでございます。 

〇平賀貴幸委員 ぜひこの手話言語条例が制定さ

れるに至るまでの歴史的な背景含めて、恐らく学

校で教えられるということは今までなかったので

はないかなと思いますので、その辺も指導の中に

入れていただきながら進めていっていただきたい

と思いますが、そこで気になるのがインクルー

ジョン、いわゆる統合教育についてのことなので

すけれども、これまでは聾啞者のお子さんが一般

の学校に入るというのは、なかなか難しかったの

だというふうに思っております。聾学校がそこに

あったというふうに思うのですけれども、手話言

語条例の制定をきっかけに、言語として網走市は

位置づけるという条例なわけですから、仮にお子

さんが一般の網走市の学校に進学を希望されたと

きにどうするかということも検討しておかなけれ

ばいけないのだろうというふうに思います。そう

いった点については、お考えはいかがでしょう

か。 

〇大西篤学校教育部次長 障がいを持つ児童生徒

の就学に当たりましては、当該児童生徒の将来を

見据え、障がいの程度に応じて適切な指導、支援

が受けられる学校、学級に在籍することが望まし

いと考えており、網走市では教育支援委員会にお

いて、児童生徒の望ましい教育環境について個別

に審議をしております。 

 聴覚障がいを持つ児童生徒が市内の学校で教育

を受けることを望んだ場合には、保護者と教育相

談を行った上で判断し、インクルーシブ教育にお

ける合理的配慮の観点を踏まえ、市内の学校にお

ける現行の学校環境や体制のもとで行える支援、

指導を行っていくことになると考えております。 

〇平賀貴幸委員 状況が今すぐ発生しているわけ

ではありませんので、すぐこうします、ああしま

すというのはなかなかならないのですけれども、

備えておくということがやはりここは必要なこと

になってくるというふうに思いますので、ぜひ検

討も進めていっていただきたいなというふうに思

いますし、なかなか学校が道内にも少ないですか
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ら、どうしても遠くの学校に通わなければいけな

いというのは課題として昔からあったことなので

すよね。そのことも含めて、できれば聴覚障がい

のお子さんがあったときにも地域の学校に通える

ような体制を、これからはぜひつくっていくとい

う意味も位置づけも持っていただきたいなという

ふうに思うところです。 

 もう一つ、多様な価値観、代表質問で伺ったも

のの中には、ＬＧＢＴなど多様な性についてもあ

ります。 

 これについては、学校ではまだまだこれからな

のだろうなというふうに思うところですけれど

も、現状ではどのような形で教育の中で扱われて

いるのか伺いたいと思います。 

〇大西篤学校教育部次長 まず教員が児童生徒に

対して適切な指導ができるよう、また相談に応じ

られるようにしていくことが大切だというふうに

考えておりまして、学校は教員が、文部科学省が

作成した指導等を用いて理解に努めているところ

でございます。 

 児童生徒においては発達段階に応じまして、各

教科や道徳科の中で多用な価値観を認め合うこと

の大切さについて学んでいるところでございま

す。 

 今後は先進的な取り組みの事例などにも注視し

てまいりたいと考えているところでございます。 

〇平賀貴幸委員 まさにそのとおりでして、様々

な多様な価値観の一つなのですよね。これは障が

いもそうだと思います。多様性の一つでありまし

て、個性の一つなのだというふうに思います。Ｌ

ＧＢＴの方だから、あるいは障がいのある方だか

らといって、その人が障がいのある人だというわ

けではないのですよね。Ａさんという人にたまた

ま障がいがあるだけだということですから、その

辺はぜひ、教育の中でも多様性を認めるという流

れの中で、必要な形で取り組んでいただければな

というふうに思いますけれども、目指すところは

本来は、今、相談があれば対応できるようにとい

うことはありましたけれども、発達段階もいろい

ろありますので、そこも必要なのですが、最終的

には学校を卒業した後は、相談などしなくても暮

らしに困らないような子供たちになっていくこと

だと思いますし、このＬＧＢＴに限ると多様な性

について、わざわざカミングアウトしなくても暮

らせるようになっていくことだというふうに思う

のです。そんなことをしなくてもみんなが自然に

受け入れるということだと思うのですけれども、

そういったことをぜひ学校教育でも目指していた

だきたいと思いますがいかがでしょうか。 

〇大西篤学校教育部次長 文部科学省からも性同

一性障害や性的思考、性自認に係る児童生徒に対

するきめ細かな対応等の実施についてというよう

な資料などが示されております。 

 教職員の理解促進をまず進め、教職員が適切に

対応したり相談を受けたりできるようにしていき

たいと考えているところでございます。 

〇平賀貴幸委員 対応を進めていっていただきた

いと思いますが、本来こうしたものについては相

談はなくてもしっかりと暮らしが送れる。そし

て、多様な性だとかそういったものについて、わ

ざわざ自分のことをカミングアウトしたりしなく

ても暮らしていける世の中をつくるというのが当

たり前のことだと私は思いますので、ぜひ教育で

もいろいろな配慮をしていただければというふう

に思います。 

 次の質問に移ります。 

 建設関係の予算についてですけれども、今年度

冠水対策事業について、住民監査請求がございま

した。そのことについての質問を含めてさせてい

ただきたいというふうに思いますが、今年度の冠

水対策事業、来年度も予算があるのですけれど

も、この事業のように細部を質問しないとわから

ない建設関係予算がどれとどれとどれとどれなの

でしょうか。全て挙げていただきたいと思いま

す。 

〇立花学都市整備課長 平成31年度におきまし

て、道路事業でございますけれども、ロードヒー

ティング整備事業、市道整備事業、市道改修事

業、郊外地区道路整備事業、道路ストック修繕事

業、冠水対策事業、橋梁長寿命化修繕事業、この

ほか、通学路安全対策事業の中では南小学校地

区、潮見小学校地区の事業については、路線名等

について、箇所ごとの工事の概要について説明は

させていただいて、詳細な説明はしていない事業

でございます。 

〇平賀貴幸委員 それでは一つ一つ言って、全て

詳細に聞いていきますけれども、本当はしなけれ

ばいけないのだと思っていますが、それをしない

で今までやってこれたのは、信頼関係がしっかり

あったことだったというふうに私は思っておりま

す。もちろん、必要な点についてはそれぞれ各議

員が、それぞれの必要だと感じる部分について質
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問を進めてきて明らかにしてきたのがこれまでで

す。 

 しかしながら、なかなかそれでは難しい状況に

なってきたなというのが残念に思うところなので

すけれども、あえてそこを一つ一つ私は聞いてい

かないで質問は続けていこうと思いますけれど

も、確認をさせていただきます。 

 今年度の冠水対策事業のように、細部を質問し

ないとわからないようなものの中に、名前と工事

名がちぐはぐなものはあるのでしょうか。 

〇立花学都市整備課長 31年度の事業につきまし

ては、事業名から推測ができない工事箇所につい

ては存在はございません。 

〇平賀貴幸委員 そうはいっても「など」がつい

ていたり、きっとそういうものはあるので、その

辺はいろいろ聞いていかなければいけないのだと

思いますが、そこを細かく私は今回は聞くつもり

はありませんので、そこまで行かないですけれど

も、農林水産部の予算の中に、農林課長のほうか

ら、稲富の地域の土砂崩れの防止についての答弁

が松浦委員の質問の中でありました。その際に

は、用地買収後に工事を行うということで答弁が

あったところです。前回、前年度の冠水対策事業

ではそうではなかったのですけれども、そこで伺

いますけれども、今後はこうした形で用地買収を

しながら、そういった民有地を含めて対策工事を

するときにはそうする、これは建設港湾部長から

も通常はそうするということで、私も一般質問の

中で答弁をいただいたのですけれども、そういっ

たことを基本にやっていくことが本来は望ましい

のだと思うのですけれども、そういう形でやって

いくのが基本だというふうに捉えていてよろしい

でしょうか。 

〇立花学都市整備課長 従来からも同じなのです

けれども、施設を管理する工事を行う上で、何か

しらの施設が、道路施設がそこに存在するわけな

のですけれども、その施設を管理するために必要

とされる土地については、従来からも取得をして

おりまして、これからも用地を取得した上で工事

を進めることになります。 

 ただ、建設発生土等を、例えば郊外地区、遠い

ところから現在、大曲湖畔園地に建設発生土を堆

積して有効利用を活用しているのですが、郊外地

区のように非常に運搬距離が遠いというような場

所については、郊外地区の方々と協議した上で、

その建設発生土を受け入れていただいている事例

はこれからもあるかと思います。 

 そういった建設発生土の受け入れにつきまして

は、道路用地のような取得をせずに進めるような

ことになるかと思います。 

〇平賀貴幸委員 そういったケースが生じること

もあるということも、頭に入れて置かなければい

けないというふうに思います。 

 ところで、この案件については監査委員からも

見解が示されたのは御承知のとおりです。たしか

12ページくらい、長いものだったと思いますけれ

ども、一番最後に監査委員からの見解が述べられ

ておりまして、その中では「違法であったとは言

えない」ということが書かれておりました。ただ

し、「住民から疑義を生じたことに対しては反省す

べき点がある」というふうな指摘がなされていた

ところであります。 

 １点目は工事名についてのもので、工事名につ

いては先ほどもないということでしたから、一定

のその配慮もされたのだろうなというふうに思い

ます。 

 もう１点目は公益性・公共性に関する指摘であ

りまして、今回のように住民に疑義を生じさせた

ことについては、監査委員としても大変残念なこ

とだという見解になりました。 

 こうした監査委員の見解を受けて、どのように

市としては受けとめているのか見解を伺いたいと

思います。 

〇立花学都市整備課長 今、委員からお話しのあ

るように、12月25日に監査委員から結果が示され

たところでございます。 

 その中で、今委員がお話しのとおり、意見が追

記されておりまして、ここの工事の公益性・公共

性を自治体として精査し、公益性・公共性を示す

証拠を十分にそろえておくべきであるというもの

でございました。そのことにつきましては、工事

に発注に当たりまして、公益性・公共性を十分に

整理した上で実施してまいりたいというふうに考

えているところでございます。 

〇平賀貴幸委員 この後、市民の皆さんの動きが

どうなるか私もわかりませんけれども、大切なこ

とは同じようなことを、疑義を生じさせることを

しないということだと思います。同じようなケー

スの工事が発生するとは、私はなかなか、そんな

にないだろうなというふうにも思いますけれど

も、まだ一度もこういった疑義が発生するような

工事を今後はやらないように戒めていくというよ
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うな答弁はないところなのですけれども、そこは

そういった意識で今後進めていくというふうに理

解してよろしいのか、最後に伺いたいと思いま

す。 

〇立花学都市整備課長 繰り返しになりますけれ

ども、これからの工事の発注につきましては公益

性・公共性を十分に整理した上で進めてまいりた

いというふうに思っております。 

〇平賀貴幸委員 終わります。 

〇井戸達也委員長 次、古都委員。 

〇古都宣裕委員 予算説明書95ページ、たった

今、詳細のない事業ということで道路整備事業、

通学路安全対策事業、橋梁長寿命化修繕事業とい

うことで示されたのですけれども、先ほどいろい

ろお話は伺いましたけれども、この中で平成31年

度において、民有地に係るような工事があるのか

どうかを伺いたいと思います。 

〇立花学都市整備課長 冠水対策事業も含めて、

全ての事業において直接的に民有地における工事

はありません。 

〇古都宣裕委員  直接的にという言い回しが

ちょっと気になるのですけれども、間接的には何

かあるということなのですか。 

〇立花学都市整備課長 先ほど平賀委員にも御説

明したとおり、特に郊外地区における工事におい

て、建設発生土が発生する場合になるのですけれ

ども、郊外地区の方たちに理解を求めながら、こ

の建設発生土の受け入れを民有地にしていただく

ことが考えられるものですから、直接的な工事と

いうことではなく、先ほどお話ししたように直接

的には民有地の工事はないという発言の中ではそ

ういう見解でございます。 

〇古都宣裕委員 今の話だと、残土受け入れでは

あり得る部分がありますということだと思うの

で、理解させていただきます。 

 次に97ページ、先ほどもいろいろ港観光交流セ

ンター魅力向上検討事業、種々議論いただきまし

たので端的に伺いたいのですけれども、こちらア

ンケートをとる上で、私が思うに魅力を向上す

る、満足度を上げていこうということも入ってく

ると思うのですけれども、満足度、いま１位を

とったりかなり高い位置にいらっしゃると思うの

です。 

 その中でさらに上げるとなると、アンケートを

とった上で、この不満点の改善か、さらに要望を

載せていくかという手法が考えられるのですけれ

ども、今現在で両方やる、もしくはどういった考

えか何か持っているというふうに、アンケートを

行う上で何か持っているものがあればお示しくだ

さい。 

〇阿部昌和港湾課長 アンケートの内容について

は、これまでのほかの委員からの質問にもありま

したけれども、内容についてはまだ詳細な部分、

決まっておりませんので、今委員が御指摘のあっ

たような内容等も踏まえて質問事項の作成に当た

りたいと思います。 

〇古都宣裕委員 いろいろな計画策定から見た

ら、すごい少ない予算で頑張るのだなという印象

を受けておりますので、ぜひともいろいろなもの

を参考にした上で、よりよいものをつくり上げて

いただきたいと思います。 

 次に99ページ、家賃収納向上対策事業について

伺います。 

 こちらはたしか平成29年度のやつで２件で、訴

訟費用ということで伺っていました。今回は何件

訴訟するのか、そして訴訟対象になるのが、たし

か家賃の滞納が９カ月以上の方ということだった

と思うのですけれども、今回は訴訟対象となる

方、その９カ月以上の滞納の方がどれくらいい

らっしゃって、今回そのうち何件が訴訟になった

のか、そしてどれくらい家賃滞納しているのかと

いうのを示してください。 

〇大嶋尚士建築課参事 31年度で計上している予

算の内容ですけれども、前年度当初と比べると63

万円の増というふうな形で計上させていただいて

おります。 

こちらにつきましては、平成30年度に訴訟の提

起をしたものが年度内で完結しないということ

で、翌年度に継続されるということが見込まれる

ことから、その分を含めた増ということで御理解

いただきたいと思います。 

それと、平成31年度の訴訟の対象の関係ですけ

れども、今現在、考えている内容としては４名程

度のうちから２件程度というふうな形で検討をし

ているところでございます。 

それに当たって、訴訟対象となるものについて

は、昨年度のこの予算等審査特別委員会のときに

もお話しさせていただいたのですが、先ほど委員

おっしゃられたとおり９カ月以上ということで、

30年度の現年度分についてのみでいきますと、そ

の対象者は34名、34世帯と言ったほうがよろしい

かもしれませんけれども、その中からそういうふ
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うな形になっておりまして、平成29年度以前の滞

納を含みますと、重複する部分も出てきますけれ

ども、３月８日現在、どちらもですけれども105

名、105世帯と言ったらいいでしょうかね、いらっ

しゃるというふうな形になっております。 

それと、あと平成31年度で予定をしております

訴訟提起をする対象者の関係ですけれども、おお

むね滞納月数でいきますと30から43カ月、平均す

るとおおむね35カ月程度、３年近くの分というふ

うな形になります。 

金額のほうですけれども、大体60万円から100万

円程度の範囲内というふうな形になっておりま

す。 

〇古都宣裕委員 滞納している人全部が多分、悪

質ではなくて、それぞれ理由がある方ももちろん

いらっしゃるとは思うのですけれども、その中で

悪質とされている部分に対しては退去、そして訴

訟を起こすというふうな事業だと伺っていますけ

れども、これは30カ月から43カ月たつまで、この

人は悪質だという判断ができなかったということ

なのですかね。 

〇大嶋尚士建築課参事 訴訟の対象になるまでに

は、当然ながら毎月１カ月以上で督促をしており

ます。それに次いでですけれども、３カ月に一度

催告というものを出しております。 

 さらに、昨年もこのレベルの話はさせていただ

いたところでございますけれども、７カ月以上に

ついては退去勧告、さらに同じく退去勧告を受け

て、さらにその納付相談であったり、あと事情説

明であったり、そういったものに全く訪れない、

また応じないというような方については、さらに

レベルを上げて明け渡し予告ですとかというふう

な形で段階的に進みます。最終的に明け渡し請求

という形をとって、それでもなおかつ改善が見ら

れないという場合については悪質滞納者というよ

うな形で訴訟に臨むということで対応させていた

だいております。 

〇古都宣裕委員 きっと本当に体の関係などで無

理な方などになると、理由があって生活保護にな

れない方もいるかもしれませんけれども、生活保

護になられる方ももちろんいらっしゃると思うの

です。その中で、悪質と言われるような方々、な

ぜそこまで無視するのかというのは私はちょっと

理解はできないのですけれども、そういった方々

に対してはしっかりとやっていっていただきたい

なというふうに思います。 

 次に、中心市街地居住促進事業の中心市街地借

り上げ公営住宅家賃補助ということで、これは多

分、借り上げ住宅の家賃の部分ということだと思

うのですけれども、これはたしか20年の契約とい

うことだったのですけれども、今時点で何年目な

のでしょうか。 

〇小原功建築課長 まちなか公営住宅といたしま

して借り上げ公営住宅がございますが、４棟を整

備しておりまして、平成18年度に２棟40戸、平成

19年度に２棟30戸を整備しております。 

 ですので、最初のほうでいきますと13年目とい

うことで、次が12年目ということになります。 

〇古都宣裕委員 以前いらっしゃった田島議員が

質問していたのですけれども、これは契約すれば

普通は家賃が落ちるという部分で、20年という長

いスパンの契約だと思うのですよね。 

 それで建てた当初、やっぱり新築の物件はもち

ろん値段もそれなりに高いと思うのですけれど

も、マックスのときだと幾らで、ミニマムだと20

年後を考えたら、老朽化の20年分をもちろん計算

されてだと思うのですけれども、幾らになってと

いう部分があって、それで平均の値段として毎年

同じ値段になっているのでしょうか。 

 それとも、最初のマックスの値段でずっと払い

続けるような感じになっているのでしょうか。 

〇小原功建築課長 当初、この住宅を整備するに

当たりましては、事業主さんから事業計画書とし

て、その建設に当たっての収支計画もお出しして

いただいております。この時点で、家賃につきま

しては20年間借り上げるに当たっての、その平準

化した当時の市場家賃の均衡を逸しない額で家賃

を算定していただいて、その額を20年間お支払い

するということで進めている事業であります。 

〇古都宣裕委員 今13年と12年ということで、あ

と７年、８年あると思うのですけれども、その中

で更新するときはもちろん、そしたらさらにそれ

から、20年たったものからさらに20年というふう

に、20年になるか10年などの契約になるかはわか

らないのですけれども、そういう場合は当然、家

賃借り上げ契約も落ちるというような感覚でいて

もよろしいでしょうか。 

〇小原功建築課長 本市の制度では、20年間を借

り上げ期間として契約をしている状況であります

ので、それ以降についての借り上げという部分に

ついては、今現在は検討している状況ではござい

ません。 
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〇古都宣裕委員 理解いたしました。 

 次に103ページ、いじめ対策事業について伺いま

す。 

 こちらは予算も昨年度と同じ金額がついていま

すので、多分内容も一緒だと思うのですけれど

も、改めてちょっと詳細の説明を願います。 

〇大西篤学校教育部次長 いじめ対策事業の取り

組みについてですが、このいじめ対策事業では、

悩みごと相談電話を周知する相談カードの作成、

いじめ防止看板の作成などに取り組んでおりま

す。 

 平成30年度はカード作成のほか、いじめ防止啓

発ポスターを作成しまして、市内の小中学校、児

童館、図書館、体育館等の市内各施設に掲示をい

たしました。 

〇古都宣裕委員 いじめの防止という問題、僕は

もっともっとすごい重たい問題だと思うのです。

お金が多ければなくなるかといったら、もちろん

そうではないとは思うのですけれども、まだまだ

これだと対策として足りないのではないかなとい

う感覚を持っているのですけれども、執行部とし

てはどのように考えているのでしょうか。 

〇大西篤学校教育部次長 御指摘のとおり、その

予算がたくさんあればという部分ではございませ

んけれども、いじめはまずどの子供にも、どの学

校においても起こり得るものであるということを

十分認識して、いじめの件数が多いか少ないの

か、そういった問題以上に、さらにこのいじめが

生じた際にいかに迅速に対応し、その悪化を防止

して真の解決に結びつけていくことができたかが

重要でありまして、そういった取り組みを進めて

いくことが必要であると考えているところです。 

 いじめの対策につきましては、この当該事業の

ほかにも、学校の教育活動全体で行う道徳教育の

充実、子供たちがいじめの問題の解決に主体的に

考える「網走市子ども会議」の開催、児童相談室

の設置、スクールカウンセラーの配置などにも取

り組んでおりますが、このほかにも全道、全国の

効果的な取り組み例を参考にしながら、新たな取

り組みを展開できるように研究してまいりたいと

考えているところでございます。 

〇古都宣裕委員 先日、残念ながら小学校６年生

の女児２名が屋上から飛び降りて死んでしまうと

いうことが起きました。決して他人ごとではなく

て、網走にも起き得るかもしれないという危機意

識はもちろん持っていらっしゃると思います。 

 そして、この当事者なのですけれども、私は決

して子供だけではないのかなというふうに思いま

す。なぜなら学級崩壊によって、学校の先生を逆

に精神的に追い詰める例もないことはないと思い

ます。 

 逆に、子供同士かと言えば、学校の先生が軽は

ずみな言動によって、子供が傷つき不登校になっ

てしまったり、もしくはそれがいじめに発展して

しまったりということも起きている、そういう現

状がありますし、そういった全てが私は網走市の

教育委員会に上がってきているわけではなくて、

学校の中でおさめてしまっているのも、もちろん

ないということは断言できないと思います。 

 私が知っている中でも、「こういうふうに言われ

たのだ」ということを相談されたこともあります

し、それを一々大きく取り上げるというのも大変

なことかもしれませんけれども、いじめ対策とい

うのは大きな問題であって、お金をかければいい

問題でもないかもしれないけれども、やはりやれ

ることは最大限やっていかなくてはいけないと

思っているのですけれどもいかが考えているので

しょうか。 

〇大西篤学校教育部次長 いじめは未然の防止の

取り組みが大変重要でありますので、学校では教

職員がそのいじめにかかわっての研修を年間に複

数回行っております。 

 また、いじめの防止に関する関連の法令等が改

正されたことに伴いまして、けんかやふざけ合い

や、そういった行為であっても、背景にある事情

の調査を行って、児童生徒の感じる被害性に着目

しながら、積極的にいじめとして認知して対応す

るように努めているところであります。今後もそ

のような取り組みをさらに充実させていけるよ

う、また組織的な対応をしっかりと取り組んでい

けるように、教育委員会も学校と連携しながら取

り組んでいきたいと考えているところでございま

す。 

〇古都宣裕委員 子供は逃げ先がなくなってしま

て追い詰められる場合というのは、12月の一般質

問でもしましたけれども、今ネット社会だからこ

そ、家に帰っても簡単にインターネットにつなが

るから、友達の悪口を自分で目にしてしまった

り、そういった部分で精神的に追い詰められると

ころがあると思います。 

 網走市は幸い図書館もありますし、ほかの町で

は「何か困ったら図書館においで。漫画もある
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し、映画も見れるし」そういったような取り組み

をしたりなどもしています。 

 例え美術館に行ったとしても、美術館を見て自

分がその造形が好きであれば、きっと心も休まる

部分もあると思うので、そういったケアの部分も

含めてしっかりと取り組んでいく必要が私はある

のではないかなと思います。 

 次に113ページ、網走市スポーツ振興報償金事業

について伺います。 

 これも以前、話させていただきましたけれど

も、こちらは今のところ日本体育協会、並びにそ

れに準ずるような団体にかかわらないと報奨金が

受けられないということだったのですけれども、

なかなかこれで、たしか水泳の少年のほうも受け

られなかったりとか、そういった部分もあった

り、以前はスノーボードのほうは受けられないと

いうふうな明確に回答が来てしまったのですけれ

ども、それではいけないと私は思いまして、今オ

リンピックの競技になっているようなものでも、

いろいろな理由で日本体育協会に入らない団体も

あります。 

 そうした中で、果たしてそのままでいいのかと

いう提言をさせていただきましたが、現時点での

検討状況を伺います。 

〇岩本博隆社会教育部次長 網走市スポーツ振興

報奨金交付要綱、その基準により、交付対象大会

は国、道、それから今言われました日本体育協会

加盟団体、それから高体連、高野連、それから日

本スポーツ少年団のいずれかが主催、もしくは共

催、また後援する競技というふうになっておりま

す。 

 さらに、国際大会につきましてはオリンピッ

ク、国際大会という形になっております。 

 このような形で、一定のルールに基づいて広範

囲で支給しているものであります。  

 今、水泳の選手に関しまして、私どものほうで

交付がなかったかのような御質問でしたけれど

も、水泳につきましては申請いただいたもの、全

て交付しております。基準に全部達しておりまし

たので、全ての交付をしている状況にあります。 

〇古都宣裕委員 水泳は交付されてよかったなと

思う反面、オリンピック競技になっているような

競技の中でも、本当に去年話したスノーボード

で、中学生で全日本で優勝した子は対象にならな

かった。その子が先日、全日本のＪＢＳＡの中で

オープン、大人も参加する部で３位に入って、中

学生ながらにプロの資格を得た。ただ、その中で

も報奨金などがあるスポーツに取り組んでいる網

走が、今現在、そういった子に何も支援していな

いというのはいかがなものかなと思うので、例え

ばオリンピック競技になっているような競技に

は、大会にもよるかもしれないですけれども、支

援をするだとか、そういった範囲で支給する規約

の中の拡大を図るなど、そういったもう少し広い

意味で支援をしていく必要があるのではないかな

と思うのですけれどもいかがでしょうか。 

〇岩本博隆社会教育部次長 昨年、この御指摘を

いただきまして、柔軟に対応できるように取り扱

うこととしたところですけれども、対象外につき

ましては様々な団体、大会があることから、一定

程度の基準の中で運用し、その都度検討しながら

扱いたいというふうに考えております。 

〇古都宣裕委員 今のお話ですと、今までの基準

の中では達しないものでも、申請いただければ協

議した上で支給する可能性はありますということ

でよろしいでしょうか。 

〇岩本博隆社会教育部次長 様々なことを協議さ

せていただいて、その可能性はあるということで

す。 

〇古都宣裕委員 本当に、そういうふうな形で変

えていただけたというのはすごい大きい意味があ

ると思うし、もっと積極的にいろいろな団体、

やっている団体、もちろん把握しているでしょう

から周知していただいて、もしこういう方がいた

ら申請してみてください、教えてくださいという

形で積極的に報奨金を出すことによって、スポー

ツに取り組んでいる方のモチベーションも上がり

ますし、本当に本気で取り組んでいるほど、きっ

と親御さんの負担というのが物すごい大きいと思

うので、しっかりと取り組んでいただきたいと思

います。 

 以上です。 

〇井戸達也委員長 次、金兵委員。 

〇金兵智則委員 それでは、端的に質問していき

たいなというふうに思います。 

 まず、英語指導助手、ＡＬＴ招致事業です。 

 昨年度から予算が大幅にアップしています。そ

の理由について御説明お願いします。 

〇永倉一之学校教育課長 英語指導助手、ＡＬＴ

招致事業につきましての予算額の増額分の内容と

なりますけれども、学習指導要領の改定により、

平成32年度から小学校三、四年生で年間35時間の
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外国語活動、五、六年生で年間70時間の外国語科

が実施されることになります。 

 指導実数が増加する中、英語を母国語とする話

す英語や文化に触れる機会をより多く確保してい

くこと。また、五、六年ではこれまでの指導内容

に読むこと、書くことが加えられました。 

 当市では全ての中学校に英語指導助手を、全て

の小学校には社会教育部所管の英会話指導員を配

置し、教員とともに指導を行ってきましたが、学

習指導要領で示されております外国語を通じてコ

ミュニケーション能力を育成するために、小学校

の児童を指導するＡＬＴを一人増員して、より多

くの生きた英語に触れさせたいと考えているとこ

ろでございます。 

〇金兵智則委員 一人増員ということでございま

すので、今まで一人だったものが二人になるとい

うことなのだと思います。 

 単純にですけれども、であるならば予算額が倍

にならないというのは何でなのかなというふうに

思うのですが、その理由についてお伺いします。 

〇永倉一之学校教育課長 ＡＬＴの招致につきま

しては、これまで語学指導などを行っております

外国青年招致事業、ジェットプログラムというと

ころを活用しておりまして、そのこちらのほうで

事業を活用した場合に、ＡＬＴの人材の入ってく

る方が８月から入ってくるということがございま

すので、そういった形の人件費の部分も変わって

きますので、その分の金額の違いがあります。 

〇金兵智則委員 時期ずれの分でちょうど倍には

ならないよということなのだと思います。 

 先ほど答弁の中で、平成32年から小学校の学習

指導要領が変わる、英語が科目になるからという

ことだったと思いますけれども、その移行分の段

階で31年から２名になるのだというようなことな

のだと思いますけれども、31年度については授業

数はこれまでと比べて、英語の授業数ですね、こ

れまでと比べて、どの程度の割合になるのか。大

体で構いませんので御説明お願いします。 

〇大西篤学校教育部次長 外国語活動の授業実数

についてでございますけれども、小学校の学習指

導要領が全面実施になるのは平成32年度からでご

ざいまして、全面実施になったときには三、四年

生の外国語活動が年間35時間、五、六年生の外国

語科が70時間という扱いになっております。 

 30年度、31年度は移行期間ということで、30年

度は三、四年生が15時間、五、六年生が50時間と

いう授業実数で行いました。 

 31年度につきましては、三、四年生がプラス10

時間で25時間、五、六年生は継続して50時間とい

う授業実数で指導を行う予定となっております。 

〇金兵智則委員 移行期間中の授業時間について

今、御答弁いただきました。  

 その前からも英語の授業というのはあったのだ

と思いますけれども、ここまで大幅にふえたのは

32年に向けてなのだというふうに思います。 

 その新学習指導要領の改定に向けて、２年間の

移行期間というのがあるのはあるとは思うのです

けれども、順調に行っていると考えてもよかった

でしょうか。先生方、何かと大変だという声も聞

きますし、土曜日、日曜日に学校に行けば先生方

の車が止まっているというような状況でもありま

す。その移行が順調に行っているのかどうか、確

認をしたいと思います。 

〇大西篤学校教育部次長 今、御指摘がありまし

たとおり、指導する側の教員も外国語の指導の経

験が余りないという不安を抱えているところもご

ざいましたので、今年度網走市では小学校外国語

巡回教員研修授業という道教委が行う授業を受け

まして、外国語指導の外国語の免許を持っている

教員が、小学校全９校を１年間にわたって巡回を

して、担任とともにチームティーチングを行った

りですとか、師範授業を行うなどして教員の授業

力向上に向けた取り組みを行ったところでござい

ます。 

〇金兵智則委員 いよいよあと１年というところ

に迫ってきました。先生方の不安の声も若干聞か

れるところではあります。新たに始まるというこ

とは大変なのだというふうに思いますけれども、

全てに対してうまく行くことを願っているところ

でございます。 

 続きまして、小学校、中学校の学校図書館図書

整備事業についてお伺いします。 

 小学校、中学校ともに約100万円弱ですけれど

も、予算額が減額となっています。その理由につ

いてお伺いしたいというふうに思います。 

〇永倉一之学校教育課長 平成30年度当初におき

まして、学校図書館図書標準冊数の達成率でござ

いますけれども、小学校、中学校とも全体では100

％を超えているという状況の中で、今後は図書の

質を考慮することとして、学校間のバランスも

図っていきながら整備をすることとし、図書整備

費の予算額は減っているものの、一定の予算を確
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保しながら適正な整備を図っていきたいというふ

うに考えております。 

 また、学校図書館機能につきましては蔵書整備

のほかにも、平成29年より学校図書館司書を４名

に拡充し、トータル的な拡充、充実を図ってきて

いるところでございます。 

〇金兵智則委員 予算額を見ても、小学校が300万

円、中学校が200万円という、ちょうどきりのいい

数字になっていたというのもあります。多分、今

まではその充足率100％を目指して積み上げる予算

だったのかなと。それが新たな段階に入ったのか

なと。この件に関しては部長、教育長も含めて何

度もやり取りさせていただいたという記憶があっ

て、新たな段階、今後はそういった段階の事業に

なっていくという段階に入ったのかなということ

で理解をさせていただきたいというふうに思いま

す。 

 あとは学校側の裁量といいますか、その図書司

書が回った段階で、こういった形、各学校でこう

いったものが買いたいです、こういったものが買

いたいですという要望を受けながら進めていくと

いうことでよろしかったでしょうか。 

〇永倉一之学校教育課長 委員おっしゃるとお

り、今現在４名の学校図書司書が巡回しながら、

学校に行っていただいて図書館内のレイアウトで

すとか、いろいろやっていただいている中で、図

書の読書の購入につきましても担当の先生方とも

相談しながら、必要な冊数の相談も受けながら購

入に当たっているということでございます。 

〇金兵智則委員 今後の展開に期待をしたいとい

うふうに思います。 

〇井戸達也委員長 金兵委員の質疑の途中です

が、ここで暫時休憩いたします。 

午後６時38分 休憩 

───────────────────────── 

午後６時48分 再開 

〇井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

質疑を続行します。 

〇金兵智則委員 それでは、携帯電話の学校への

持ち込みついてお伺いいたします。 

 網走では、たしか今は持ち込みが禁止という状

況になってきていますが、全国的にそれを緩和し

ようというか、持ち込みを許可しようというよう

な状況にも進んできているというふうな状況に

なっています。 

 今の網走市の状況と、今後どのようにお考えな

のかお伺いしたいというふうに思います。 

〇大西篤学校教育部次長 学校への携帯電話の持

ち込みについてですけれども、市内の小中学校に

おきましては、平成21年１月の文部科学省通知に

基づきまして、学校への持ち込みは原則禁止とし

ております。その理由は、学校の教育活動に直接

必要のないものというような通知に示されている

ものに基づいてのことでありますけれども、例え

ば登下校中に発症する恐れがある病気、または障

がいを持っている児童生徒、こういう場合には校

長の判断で持ち込みを認めているという事例はご

ざいます。  

 ただ、その場合にも登校した後に学校で一時的

に預かって、放課後、下校時に返却するなど、学

校での教育活動に支障がないように対応している

ところでございます。 

 このたび、大阪府の教育庁で小中学校へのス

マートフォン等の持ち込みを緩和するというよう

なことを受けまして、文部科学省としても対応を

検討しているとの報道がございましたけれども、

現段階で通知などは届いていないという状況に

なっております。 

 災害発生時や傷病発生時の連絡ですとか、不審

者に遭遇した場合の対応などを携帯電話やスマー

トフォンを持ち歩くことの利点があるという一方

で、持ち歩いていることで発生する恐れがある事

故もございます。そういったところを懸念する見

方もありますので、今後の文部科学省や道教委か

ら示される方針等に注視してまいりたいと考えて

いるところでございます。 

〇金兵智則委員 わかりました。 

 文部科学省の判断を待つという答弁だったなと

いうふうに思います。来年度、新たに何かが変わ

るというわけではなくて、まず何かが来てからと

いうことなのだというふうに思います。 

 では、次に移ります。 

 続きまして、市民会館関係管理事業についてで

す。 

 これは先ほど来も種々いろいろ議論がありまし

たので、重複している部分は避けたいというふう

に思いますけれども、公共施設の耐震化の報告の

ところでも市民会館などについては、利用状況の

把握をしていくというようなこともありました。

歳入のほう、使用料の歳入のほうを見ても下がっ

てきているということなのだなというふうに思い
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ますけれども、来年度はそういう下がってくるこ

とを想定しての予算だてなのか。今後もその推

移、流れは続いていくとお考えなのか、その辺に

ついてをお伺いしたいというふうに思います。 

〇吉村学社会教育課長 市民会館の管理状況と今

後の予測についての御質問ですが、まず歳入、31

年度につきましては駐車場使用料を含めて1,141万

6,000円ということで、30年予算が1,222万6,000円

ということで、比較すると前年比で81万円の減と

いうことで見込みをしております。 

 こちらは、大ホールの予約状況など、変動要素

が大きいということもございまして、過去３年間

の平均を基礎額として、それに予約状況などを勘

案して、歳入を算出しているものでございまし

て、平成30年度が先ほどもお話しさせていただき

ましたが、周年事業等も少ないというようなこと

で、結果的には31年度、30年度よりも少し過少に

見積もりをさせていただくような結果となりまし

た。 

 ただ、四、五年の単位で見ますと、開館当初は

当然多かったですが、低いなりにも多い、少な

い、大ホールの利用は変動しているところでござ

いますので、30年度に比べて31年度は多少少ない

歳入見積りになっておりますが、もう少し長い

ベースで見ないと大ホールの利用状況が、これか

ら右肩下がりになるかどうかというのはちょっと

読み切れないのかなというようなことでございま

す。 

〇金兵智則委員 ここ数年下がっているとはい

え、このまま下がっていくとも言い切れない。も

うちょっと長い目で見ていかないとということで

したけれども、市民会館については今後10年間く

らいの耐用年数だったはずなのですけれども、そ

の中でも利用状況を把握しながらというような話

もありました。その中でも必要な修理を行いなが

らということでありました。利用者が急激にふえ

ることはないのかもしれないのですけれども、安

心・安全に使えるということを続けていくという

答弁も先ほどもありましたので、その状況を見さ

せていただけたらなというふうに思います。 

 続いて、オホーツク文化交流センター、いわゆ

るエコーセンターですけれども、まずこれについ

てお伺いさせていただきますけれども、まずエ

コーセンターで行われる事業で、クラシック音楽

鑑賞会事業補助金というのが、たしか私の記憶で

は隔年だったはずなのですけれども、これは昨年

度も予算だてされて２年連続なのです。 

 それで、ふるさとアーティスト事業というの

も、これも隔年だったはずなのですけれども、こ

れは昨年なくてことしがない状況なのですよね。

この辺どうなっているのかお伺いしたいというふ

うに思います。 

〇吉村学社会教育課長 ふるさとアーティストフ

ェスティバルとクラシック音楽鑑賞会についてで

ございますけれども、ふるさとアーティストフェ

スティバルにつきましては、平成24年を皮切りに

25、27、29年と隔年に実施をしてきて、網走ゆか

りのアーティストの皆様による芸術の祭典でござ

います。 

 この隔年のタイミングでいきますと、平成31年

度に開催に向けて準備をするところでございまし

たが、あわせてクラシック音楽鑑賞会のほうで

も、このふるさとアーティストフェスティバルの

すき間の年に隔年で、こちらも平成26年、平成28

年、30年と実施をしてきておりまして、平成26年

度に網走のほうで公演していただいた京都大学交

響楽団といったオーケストラのグループが北海道

演奏旅行の計画について網走のほうに相談があっ

たということ。 

それから、オホーツク文化交流センターが来年

開館20年の節目ということになっております。ふ

るさとアーティストフェスティバルについては、

もともと網走ゆかりのアーティストと市民の方が

交流しながら、芸術の拠点としていくような目

的、趣旨がございましたので、オホーツク文化交

流センターの開館20周年の節目にふるさとアーテ

ィストを行うことで、趣旨をさらにより充実した

ものにできるのではないかということと、数少な

いオーケストラの網走での鑑賞機会ということ

で、京都大学オーケストラの網走公演を開催させ

たいというような、この二つの思いの中で、今年

度クラシック音楽鑑賞会を実施して、来年度ふる

さとアーティストフェスティバルというような方

向性の予算となったわけでございます。 

〇金兵智則委員 ふるさとアーティストが終わっ

たわけでもなく、そういったタイミングがあった

ので順番を入れ替えたと。ふるさとアーティスト

に関しては、エコーセンター開館20周年にあわせ

てまた頑張っていくという答弁だったと思いま

す。 

 そうですね、今課長のほうからもありました見

た目すごくまだ新しく見えるのですけれども、エ
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コーセンターもう20年たつのですね。市民会館の

ホールで言えば代替施設として言われているエ

コーセンターですらもう20年たっていると。多分

いろいろなところに、いろいろなガタと言います

か、不都合な面が出てきているような状況なので

はないかなと思います。 

次年度に関しても490万円の改修事業というのが

ついておりますけれども、多分状況的にはなかな

か厳しい状況なのではないかなというふうに思い

ますけれども、その辺の状況についてお伺いした

いというふうに思います。 

〇吉村学社会教育課長 オホーツク文化交流セン

ター改修事業における内容でございますけれど

も、こちらは大ホール、エコーホールの舞台の設

備となりますが、市民会館で先ほど説明させてい

ただきましたが、生演奏の音響効果を上げるため

の舞台反響板のつり上げの吊物設備一式の更新を

行うものとして490万円を計上しております。 

 オホーツク文化交流センターも来年で20年たつ

施設でございますが、大きな空調暖房設備などは

定期的にメンテナンスを行いながら使用しており

まして、すぐどうのこうのということではないと

いうふうに思っております。 

 ただ、舞台周りの設備も含めて、今後こういっ

た大きな設備の更新も、将来的には順次更新して

いかなくてはならないというふうに考えておりま

す。 

〇金兵智則委員 もう20年たったのだなと。まだ

大丈夫だとは思われるけれどもということだった

と思いますけれども、市民会館の代替施設という

ことになっているのもあります。20年たってなか

なか厳しいところもあると思います。多くの市民

の方が使われている、まだまだ使われている大事

な大事な施設です。かけるべきところはしっかり

かけて、改修をしながら長く使える、そんな対応

をしていただきたいなというふうに思います。 

 続きまして、博物館重要文化財指定推進事業で

す。 

 たしか３年目かくらいの事業になったかという

ふうに思います。大きく減額をされているところ

ではありますが、次年度の事業の内容についてお

伺いしたいというふうに思います。 

〇猪股淳一社会教育部長 博物館の重要文化財指

定推進事業についてでございますけれども、今委

員からお話がありましたように、平成28年度から

着手している事業でありまして、28、29の２カ年

では１階、２階の展示室の整備を行っておりま

す。 

 本年度、30年度につきましては屋根、窓枠の塗

装を行いまして、本来の赤いドーム屋根を特徴と

する建築様式を十分伝えることができる建物に改

装しております。 

 これらにつきましては、27年に文化庁の調査官

から指摘を受けた内容をもとに取り組んできたと

ころでございますけれども、31年度につきまして

はこうした博物館の建物の魅力をより多くの皆さ

んに知っていただくということで、引き続き事業

を進めることとしておりまして、31年度以降はソ

フト面で取り組もうということで、重要文化財の

指定に向けて国、文化庁へのアピールということ

も含めての取り組みになりますけれども、一つと

しては専門家による博物館建物の特徴や価値など

を解説する講演会の実施。また、博物館の魅力を

コンパクトな小冊子にまとめ、ガイドブックなど

を作成するということを予定しております。 

 そういうこともありまして、予算的には大幅な

減額となっているところでございます。 

〇金兵智則委員 まだこれまで進めてきて、一定

程度の整備が完了して、今後はソフト面、講演会

やガイドブックだというような事業を31年度やる

ということであります。 

 １点お伺いしたいのですけれども、博物館の入

場料が予算額で増額となっています。これは入場

者がふえているということなのかなというふうに

思いますけれども、確認をさせていただきたいと

思います。 

〇猪股淳一社会教育部長 博物館は最近の傾向と

いたしまして、特別企画展ですとか各種普及事業

などの開催によりまして、来場者が増加している

傾向にあります。特に、大人の入館者が増えてい

るということで、25年と29年の比較では1,000人ほ

ど大人の方が増えているという状況です。 

 また、特に最近では建物としての博物館に魅力

を感じて、また田上義也さんの代表的な建築物と

いうこともありまして、建築の専門家や学生など

を含めて、建物を見学に訪れるという方も増えて

いるという状況がありますので、大人の入館者数

を若干加算と言いますか、プラスいたしまして入

場料の増額を図っているところでございます。 

〇金兵智則委員 入場料も増えて、整備が終わ

り、確実に進んでいるのかなと。順調に進んでい

るのかなというふうに思いますけれども、最後に
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その重要文化財の指定を目指しているという事業

でございますので、手応えというのか、その辺は

どのように感じているのかお伺いしたいというふ

うに思います。 

〇猪股淳一社会教育部長 博物館の建物につきま

しては、専門家の方からは十分に重要文化財の指

定要件を満たしているという見解をいただいては

おりますけれども、重要文化財の指定というもの

は国からの指定というものでございまして、あく

までも文化庁の意向で決定されるものでございま

すので、見通しについてお話しするのは大変難し

いところもございます。 

 ただ、最近の傾向といたしまして、平成28年の

網走監獄、それから29年の帯広市の双葉幼稚園、

これらにつきましてはいずれも登録有形文化財か

ら重要文化財のほうに指定されたということでご

ざいますので、私どもといたしましても、まずこ

の登録有形文化財、こちらへの申請ということを

視野に入れまして、国の動向などを注視しながら

今後の対応を検討していきたいというふうに考え

ております。 

〇金兵智則委員 わかりました。理解をさせてい

ただきます。 

 続きまして、スポーツ少年団の活動支援事業に

ついてお伺いをいたします。 

 この事業が昨年度は若干下がったと思うのです

けれども、そこからまたさらにアップしてきた

と、その要因についてお伺いしたいというふうに

思います。 

〇岩本博隆社会教育部次長 スポーツ少年団活動

支援事業でありますけれども、スポーツ少年団等

が全国、全道大会に出場する際、交通費について

基準を設け、支援する事業であります。 

 過去３年間の例で言いますと、平成28年度154

名、280万4,000円。平成29年度144名、271万8,000

円。平成30年度208名に対しまして425万6,000円、

これはまだ見込みの状況であります。 

 このように、スポーツ少年団の実績に基づき、

増額して予算計上したという形になっておりま

す。 

〇金兵智則委員 それだけ網走のスポーツ少年団

の活動が盛んで、上位に進出、全道、全国大会に

進む数が増えたということでよかったですか。 

〇岩本博隆社会教育部次長 はい、そのとおりで

ございます。 

〇金兵智則委員 網走は少年団のスポーツが盛ん

だということであります。  

 そのスポーツ少年団の運営について、網走市も

補助を出されていると思います。少し上に60万円

という金額がございます。これは同額でございま

すので、大きく変わっていないのかなと思います

けれども、団体に所属する人数によって人数割が

されていると思いますけれども、29年度で22団

体、指導者、団員合わせて約750名くらいの人がい

たということでありましたけれども、30年度もそ

れは余り大きく変わっていないという理解でよ

かったですか。 

〇岩本博隆社会教育部次長 平成30年度もほぼ同

じ団員数、指導者数で運営をしております。 

〇金兵智則委員 大会に行くのに補助をしていた

だいて、運営にも補助をしていただいてというこ

とで、保護者の方々などは大変助かっているのか

なというふうに思いますけれども、やはり上に行

けば行くほど、補助があっても手持ちはあるとい

うような状況なのだというふうに思います。しか

も、子供の数が減ってきていますので、一つの団

体に所属する人数も減ってきているというような

状況なのだというふうに思います。 

 例えばなのですけれども、昔、僕らが子供のこ

ろなどは一つのチームに50人も60人もいて、そん

なにはいなかったですけれども、例えばですけれ

ども、50人も60人もいて、世帯もそれくらいあっ

たと。例えば何かのお金を出し合うときの１世帯

の割合よりも、今は例えば20人が所属していれ

ば、３分の１ですから持ち出しは３倍になるとい

うような感じになってくるのだなというふうに思

います。 

 そんな中で、様々な補助をされているというふ

うに思いますけれども、特によく言われるのは学

校の体育館を使うときの燃料費などの持ち出しに

ついて、やっぱり負担が大きいと。やっぱりス

ポーツをやりたいという状況の子供がいる中で、

それが原因でということはないのかもしれないで

すけれども、泣く泣くあきらめるようなことがな

いように、その辺についてももう少し補助対象と

言えばいいのでしょうか、支援を市のほうで考え

ていただけないかなというふうに思いますがどう

でしょうか。 

〇岩本博隆社会教育次長 今、委員がおっしゃた

ようなことを考慮しまして、この遠征の補助、先

ほども出ました奨励金の補助という形で、当市は

結構これが、他の町から比べたら手厚く支援をし
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ているというふうに感じております。 

 また、この辺の基準をつくるときにも、近隣の

町を含めて、全道各地とまではいかないのです

が、道東６市のいろいろな基準を参考に作成した

わけですが、当市はかなり手厚く子供たちのス

ポーツの支援というのを行っておるというふうに

認識しております。 

 さらにということになりますと、なかなか厳し

いところがあるのですけれども、今のような意見

もあるということを踏まえて、今後も支援をして

いきたいと思います。 

〇金兵智則委員 了解いたしました。 

 それと次ですけれども、網走市の中学校でも体

育の文化振興の補助金ということで出されている

というふうに思います。 

 まず、これが増額になっているのですけれど

も、まずこの1,100万円に増額された理由、それと

予算の内訳をお伺いしたいというふうに思いま

す。 

〇永倉一之学校教育課長 中学校体育文化振興事

業補助金についてでありますけれども、本事業は

網走市立中学校におけます体育及び文化活動にか

かわり、生徒が中体連などが主催する大会及びコ

ンクール等に参加する際の経費の一部を補助する

ものでございます。 

 平成19年度以降800万円を上限として補助金を交

付してきましたが、近年生徒の活躍やバス借上代

金の高騰などによりまして、補助上限額を大幅に

上回る実績が続いていることから、補助金を増額

し、学校や保護者の負担軽減を図ることとしたも

のでございます。 

〇金兵智則委員 今、大きな全道や全国の大会に

参加するときに助成をするということの御説明

だったというふうに思います。 

 これの助成の基準、またその助成される金額と

いうのは、バスならバスの金額掛ける人数などな

のか、その辺のちょっとどういった状況なのかお

伺いしたいというふうに思います。 

〇永倉一之学校教育課長 補助対象となりますの

は、ブロック大会、地区大会、全道、全国大会と

ございますけれども、交通費、参加料の部分と、

全道大会以上になりますと宿泊費という部分で、

宿泊費に対しましては生徒１泊6,000円。引率者に

ついては8,000円という金額での負担ということ

で、交通費についてはバスの借り上げ代金も含ま

れるということになります。 

〇金兵智則委員 これは各学校から申請をいただ

いて、それに対して補助するという運用の方法で

よかったですか。 

〇永倉一之学校教育課長 補助金につきまして

は、各中学校で構成されております網走市体育文

化連盟に対して、１期から３期に分けて概算払

い、精算払いを行っているものでございまして、

各学校への概算払いは、網走市体育文化連盟が各

校の当年度の中体連等における全道大会や全国大

会の出場状況により２期分も配分し、冬季の大会

の状況等、年間を通しての清算調整を３期分で

行っているというところでございます。 

〇金兵智則委員 これまでの実績に応じて各学校

にどん、どん、どんと。そして最後の３期目には

その辺の本当の実績から調整をするという形にな

るのだなと。それは各学校どこも同じ運用の方法

だということですよね。３期に実績がということ

であるならば、補助に対して少ないところもあっ

たりするということですよね。そうなったら、学

校側というか、どこになるかわからないですけれ

ども先に立て替えておいて、それに対して３期で

調整のお金が来るというのは、全てどこの学校も

同じ方法だということでよかったですか。 

〇永倉一之学校教育課長 補助金に対しましてで

すけれども、保護者が補助金に相当する額を立て

替えることがないように、補助金は大会等の前に

概算で支給できるようにこれまではしているとこ

とでございますけれども、結果的には800万円を超

えているところの基準額を超えているような形に

なりますので、ＰＴＡの負担分ですとか個人の負

担が場合によっては出ているというような状況は

現実的にある。そこの部分を解消するという部分

での増額分の負担という予算計上となっていると

ころでございます。 

〇金兵智則委員 今までもそれがないようにとい

うふうに思っていたけれども、結果的にあった可

能性もあると。ただ、今回はまた増やしたので、

それがなくなるのではないかと。大変すばらしい

事業だと思います。 

また、網走の中学生にもっともっと頑張ってい

ただいて、さらに増えるということがあってもい

いのかなというふうに思います。 

 以上です。 

〇井戸達也委員長 次、栗田委員。 

〇栗田政男委員 まずは、街路樹の維持管理とい

うことで650万円の予算づけについてお尋ねをしま
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す。 

 概要は書いてあるのでわかるのですけれども、

これも何度も議会、この場とかいろいろな一般質

問でも発議しているのですが、当市において市道

の両サイドと言いますか、真ん中は余りないので

しょうか。大きな木、観賞用などに使われる木が

あるのですが、その維持管理というのは大変これ

から苦労する時代というか、時期に来ているので

はないかと思うのですが、原課としてはこれは剪

定を行うのは当然なのですが、補植もしていくな

どということが書いてあるのですが、僕は逆にも

う補植の必要性はないし、撤去してしまったほう

が今後のためになるのではないかというふうに思

うのですが、考えを聞かせてください。 

〇高橋勉都市管理課長 街路樹に関しての御質問

ですが、街路樹につきましては景観形成に役立ち

ながら、走行する車両の騒音、排気ガスを吸収す

るなどの効果を発揮するものでございます。 

 一方で、落ち葉等が雨水ますを塞いでしまった

り、伸びすぎた枝が車両や歩行者などの支障にな

るなど、道路の維持管理に苦慮しているところで

ございます。 

 街路樹の多くは昭和の終わりごろから平成の初

め頃までに整備されまして、現在48路線、約4,100

本ほどの街路樹があり、御指摘いただいたように

その多くは20年、30年の樹齢となっている状況で

あります。 

 現状の街路樹の維持管理につきましては、街路

樹帯の草刈り、あるいは路線ごとの剪定、このほ

か立ち枯れ等のいわゆる危険な木の伐採を行って

いるというような状況になっております。 

〇栗田政男委員 景気がいいときにこういう事業

があって、当時の国の政策もあって、公共事業の

発注の中で多分に、過剰なそういう投資と言いま

すか、あったように私は感じます。 

その時代を生きてきた人間として、そこまでや

る必要はなかったのに、なぜここまでしたのかな

という部分が、それはいろいろな国道も含めて全

部そうなのですが、その結果、今になって非常に

それが重荷になっているということで、木ですか

らどんどん太くなりますよね。今も学園通りの桜

などは30センチを超えるものはざらにあるわけで

す。そうなってくると、それを切るのに大変なコ

ストがかかるわけですね。クレーンでつりなが

ら、そういう場所には大概電柱が立っているわけ

です。電柱が立って、高圧電線、なおかつ今です

と光回線のファイバーも走っています。光ファイ

バーというのは構造上、そんなに簡単に切ったり

つないだりできるものではございません。そうい

うものの管理も必要になってくるということなの

で、それぞれのその受益者の業者さんがやってい

らっしゃる部分もあるのでしょうけれども、もう

そろそろ、木を植えなければ、道路脇になくては

いけないという考え方から脱皮して、今後は撤去

していく方向性、除雪だとか、その凍害と言いま

すか、日影になって、凍って道路が危ないと、そ

ういう影響も出てきています。近隣住民の皆さん

は葉っぱで困りますというような苦情もたくさん

ありますし、何より歩道がめくれ上がって危険な

状態になっている箇所も多々あります。 

 当然、原課のほうではそういう苦情も受けてい

ると思います。そういうことを考えたときに、徐

々にですが、今慌てて全部切ってしまって再生を

するということではないのですが、管理をしなが

ら更新はしないで、そのままにしながら全部なく

なった段階で、どういう整備の仕方が必要なのか

なということを考えたほうが僕は正解ではないか

なと思います。 

 一時、景観上のいろいろなことがあるのでしょ

うけれども、全部がなくなった状態というのはそ

れはそれなりに効率的ですし、当市のような北国

地域であると除雪管理、いろいろなことも含める

とそのほうがベストではないかというふうに考え

るのですが、見解をお伺いします。 

〇高橋勉都市管理課長 委員御指摘のように、市

民の皆さんからも様々な要望等が寄せられており

まして、その多くは枝等の剪定、あるいは伐採を

要望するものでございます。 

 一方で、少数ではございますが、生きている樹

木を伐採することについての厳しい意見も現実的

にはございます。こういった意見と、あるいは他

市の状況なども参考にしながら、今後街路樹の管

理方針を策定を検討していきながら、街路樹の適

正な維持管理の方法を検討していきたいなと考え

ております。 

〇栗田政男委員 ぜひとも検討していただきたい

のと、管理費と言えども莫大にかかってきますか

ら、今後膨らんできます。そういう部分でいきま

すと、当市においては予算がなくていろいろ舗装

もできないという今、現況があるわけですから、

とてもではないですが、景観だけのためにそうい

うコストを出していくのが正解かどうかというの
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は答えは出てくると思うのですね。 

ですから、前向きな検討をしながら、更新とい

うかそのあり方、今までのデザインとはまた違っ

た都市計画のあり方、除雪も全部コストも含めた

中で検討していきながら、徐々にそちらに移行す

るような検討をしていただければなというふうに

思います。 

 教育について１点お伺いします。 

 芸術文化の合宿についても思い入れがあって聞

こうと思ったのですが時間もないので、予算がつ

いているということなので、多分しっかりやって

いらっしゃるということで理解をします。 

 １点、先ほど渡部委員のほうから定時制の交通

費支給の件で質疑があったように思います。やり

取りを聞いていて、ちょっと不安になる部分が出

てきました。本当にこの教育委員会に任せておい

て、定時制は存続できるのかという気がしてきま

してね。非常にいい発議ですし、小清水、清里、

斜里だとか女満別も含めて、そういう地域の人た

ちと話し合いをしながら、学生を確保できないで

すかという発議だったように僕は捉えました。 

 それに対して、学生や生徒の取り合いになって

は困るだとか、いろいろな答弁もあったように思

いますが、教育長は教育長ですから当然、高校の

配置に対する会議には毎年出ていらっしゃると思

います。その中の質疑もわかっていらっしゃると

思うのですが、道としてはできるならばお荷物に

なるものはどんどん切り捨てて切っていきたいと

いうのは正直な方向性だと思うのですね、道教委

の。それは多分感じられるのだと思うのですが、

やはりそこは守っていかなければいけないからこ

ういうことをやっていくわけで、当然教育委員会

というのは市の範疇ですから、高校にいろいろ入

れる部分というのは少ないのは重々承知をした上

で、しっかりとした当市としての定時制高校を守

るのだというスタンスをもっと前面に出していか

ないと、何の熱意も感じないように僕は感じるの

ですけれども、その辺はどうなのかな。 

非常に発議を聞いていて、やり取りを聞いてい

て、その交通費を支給する、そこはすごく今回の

いい事案なのですね。その後、何としても生徒を

確保すると。確保しないことには、やっぱり廃止

の検討をされてしまうというこの現実があるの

で、その辺の見解について改めてお聞きをしたい

と思います。 

〇三島正昭教育長 南高の定時制の存続に関して

の御質問でございますけれども、毎年北海道教育

委員会が主催をする高校の配置計画案が示され

る、その会議に出席をして、意見も述べさせてい

ただいております。 

 網走としては南高の定時制が、今通っている生

徒の現状を見たときに、様々な動機がある子供た

ちが定時制に通っているという、そういった現状

があるということから、北海道教育委員会が示し

ている１桁３年で高校をなくしていくという方向

性が現実的に示されているわけであります。 

 網走にとっては、やはりいろいろな子供たちが

いるわけで、その子供たちが通う高校がなくなる

ということはやはり避けなければだめだというこ

とで、北海道教育委員会に対しては、この１桁３

年というのを見直しをしてくれということは、

ずっと強く要望もしてきておりますし、配置計画

の会議の中でも話をしてきておりますけれども、

やはりそこはなかなか難しい問題となっておりま

す。 

 じゃあどうするかと言ったときに、維持存続が

必要だということは強く思っておりますので、何

らかの方策を打っていかなければならない。その

一つとして、今回は子供たちの足をまず確保する

ことだと。それによって、入学する子供たちが増

えるということが起これば、これはこの方策が一

つの成果として現れてくる。 

 そして、これからまたさらにどうするかという

ことは、やはりまたさらに南高とも検討していか

なければだめだというふうに考えています。 

 他の町村とどうなのかという話もありました。

高校配置の会議に出席しますと、やはり高校を抱

えている町の実態というのは非常に厳しい状況が

あります。やはり何とか存続をしたいという強い

思いが、地域が廃れるといったようなことも話さ

れている教育長もいらっしゃいます。だから、そ

こはそこそこの町で、いろいろな対策を打ちなが

ら生徒を確保していっているという現実もありま

す。 

 ただ、自分たちのところだけ考えればいいとい

うことではありませんので、いろいろなこういっ

た対策を打っていけばいいのかということは、ほ

かの教育長さん方とも意見交換をしながら、何と

か南高、桂陽、全日制も含めてきちんと守ってい

きたいという考えでおります。 

〇栗田政男委員 教育長の答弁ありがとうござい

ます。 



-247- 

 まさしくそのとおりなのですが、定時制という

特殊性があるのですね。だから、車で通われる生

徒さんもいらっしゃるような年齢層の幅もござい

ますし、網走がどうなっているか、今、僕はわか

らないのですが、当然いろいろな方々が、年齢層

も幅広く来るということと、網走の南高がなく

なってしまうと、北斗高校にしかなくなってしま

うわけですね。北斗に網走から通うとなると、

やっぱりそこで仕事を探したり、いろいろなこと

が必要になってくる。同じように、網走で先ほど

来、近隣で小清水高校は去年廃校になりました。

廃校になるということは、やっぱりまちにとって

は大変な話なのですね。今あるところは大変だけ

れども、なくなったところはもっと大変なのです

よ。 

 だから、そのことをいろいろ考えたときに、や

はりこの網走がこの中核、この周辺の中核地とし

て考えたときに、定時制があるのだよと。場合に

よっては安いアパート、住まいもあるし、こうい

う場所で勉強しながら、働きながら通ってほしい

という環境づくりも、広域的に我がまち、我がま

ちではなくて、広い視野で生徒を集めてくるとい

うことが必要になってくるのだと思うのですね。 

 いろいろな事情を持った方が夜学は来ます。そ

こは最低、今も教育長も嫌というほどわかってい

ると思います。高校の進学率を見たって、高校を

出てしまわないと、やっぱり何しても将来大変だ

というのは誰しもがわかっている話なので、そう

いう場所はしっかり持って担保してほしいという

意味でございます。  

 それを私たち網走市民が挙げてやっていく、

バックアップしていくというのは非常に大切なこ

とではないかということを申し上げまして、私は

終わります。 

〇井戸達也委員長 以上で、本日の日程でありま

す一般会計の歳出のうち、土木費、教育費及びそ

の特定財源に関する歳入、並びに関連議案１件の

細部質疑を終了しました。 

 本日は、これで散会とします。 

 再開は、18日午前10時としますから、御参集願

います。 

 御苦労さまでした。 

午後７時28分 散会 

───────────────────────── 

 

 


